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11月は児童虐待防止推進月間です
令和元年度「児童虐待防止推進月間」標語

１８９（いちはやく） ちいさな命に 待ったなし

11月は児童虐待防止推進月間です
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　児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加傾向にあり、特に子どもの生命が奪われ
るなどの重大な事件が後を絶たず、児童虐待は社会全体で解決すべき重要な問題となってい
ます。児童虐待の発生予防、発生時の迅速・的確な対応から虐待を受けた子どもの自立支援
まで、切れ目ない総合的な対策をさらに進めることが必要です。
　厚生労働省では、毎年 11 月を「児童虐待防止推進月間」と定め、児童虐待問題に対する
社会的関心の喚起を図るため、集中的な広報・啓発活動を実施しています（平成 16 年度か
ら実施）。
　令和元年度も、この取組の一つとして、児童虐待問題に対する理解を国民一人一人が深め、
主体的な関わりを持てるよう、「子どもの虐待防止推進全国フォーラム in とっとり」を鳥取
県倉吉市で開催します。

趣　旨1

令和元年11月16日（土）	13:30～17:30
令和元年11月17日（日）	 ９:00～12:45

開催日時４

主　催２
厚生労働省

会場及び参加定員５
倉吉未来中心
鳥取県倉吉市駄経寺町 212－５
定員：600名程度（基調講演）
　　　400名程度（分科会会場合計）

共　催３
鳥取県、倉吉市、三朝町、湯梨浜町、
琴浦町、北栄町

参加費６
無料

子どもの虐待防止推進
全国フォーラム inとっとり

子どもたちの未来のためにつなぐ確かな絆
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12：30 ～ 開場・受付開始

13：30 ～ 開会式
◦開会挨拶（主催者及び共催者代表）
◦令和元年度児童虐待防止推進月間標語最優秀賞（厚生労働大臣賞）の授与

「虐待の影響について考える ～子どもたちが力強く成長するためにできること～」
講師：オルガ・R・トゥルヒーヨ氏（米国弁護士・コンサルタント）
通訳：中島　幸子氏（NPO 法人レジリエンス代表）、伊藤　聖美氏

14：00 ～ 16：00 基調講演

「語りと歌」
村上　彩子氏（ソプラノ歌手）

16：15 ～ 17：30 いのちを考える音楽会

概　要
正確な事実を子どもにとってできる限り少ない負担で子どもから聞き取るための面接手
法である「司法面接」についてその概要を説明し、「司法面接」とその前提となる「多
機関連携」の課題について、鳥取県内の現状と全国的な流れの比較検討を踏まえて、司
法・福祉・医療のそれぞれの立場のパネリストがディスカッションを行い、子どもにとっ
てより良い「司法面接」と子どものための専門機関の連携を考える。

コーディネーター
大田原　俊輔氏（弁護士法人やわらぎ　代表弁護士）
北野　彬子氏（きたの法律事務所　弁護士）

パネリスト
①飛田　桂氏（ベイアヴェニュー法律事務所　弁護士）
②片桐　千恵子氏（医療法人同愛会　博愛病院　産婦人科部長）
③中村　葉子氏（横浜地方検察庁　総務部長　検事）
④石橋　弥雪氏（鳥取県米子児童相談所　参事）
⑤小松原　慶一氏（鳥取県米子児童相談所　児童心理司）

司法面接の現状と課題 ～今後の司法面接のあり方～第２分科会

概　要
香川（高松）、大分（中津）、静岡（浜松）での子ども虐待予防と多機関連携の取り組み
の実践から、子どもの未来を守る医療と多機関連携・協働による子どもを虐待死させな
い包括的支援システムの構築を考える。

コーディネーター
石谷　暢男氏（鳥取県小児科医会　会長）

パネリスト
①井上　登生氏（医療法人　井上小児科医院　理事長）
②山崎　知克氏（浜松市子どものこころの診療所　所長）
③木下　あゆみ氏（ （独）国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター　小児アレ

ルギー科医長　育児支援対策室長）

医療と他機関連携
～子ども虐待予防と多機関連携で子どもの未来を守る～第３分科会

概　要
被害者支援は、支援を受ける側と行う側の協力関係で成立し、一方的な支援は場合によっ
ては被害者を追い詰める場合もある。虐待被害経験者からの意見を基に「被害者が真に
望む支援」について考える。

コーディネーター
西井　啓二氏（NPO 法人子どもの虐待防止ネットワーク鳥取常務理事）

パネリスト
①オルガ・R・トゥルヒーヨ氏（米国弁護士・コンサルタント）
②村上　彩子氏（ソプラノ歌手）
③山本　潤氏（一般社団法人 Spring 代表理事）
　通訳：中島　幸子氏（NPO 法人レジリエンス代表）、伊藤　聖美氏

被害者支援を考える ～被害者が真に望む支援とは～第１分科会

9：00 ～ 11：30 分科会（４分科会構成）

プログラム（予定） ※手話通訳あり

１日目（11 月 16 日）

２日目（11 月 17 日）
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各分科会の代表者が議論を発表し、全体のまとめを行う。

司会進行
小谷　昭男氏（鳥取県子育て・人財局家庭支援課長）

報 告 者
第１分科会　西井　啓二氏（NPO 法人子どもの虐待防止ネットワーク鳥取常務理事）
第２分科会　北野　彬子氏（きたの法律事務所　弁護士）
第３分科会　石谷　暢男氏（鳥取県小児科医会　会長）
第４分科会　鈴木　秀洋氏（日本大学危機管理学部　准教授）

オブザーバー
柴田　拓己氏（厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室　室長）

11：30 ～ 12：30 全体会

12：30 ～ 12：45 閉会式

概　要
子どもを守るためにはどうすればよいのか ? 目黒、野田、札幌、出水等、虐待死事件の
報道が途切れることはない。果たして現場では何がどうなっているのか？事件の度に「情
報共有」や「連携」に課題があると指摘されるが、本当に議論すべきはその先の具体論
である。壁があるとされる保健、福祉、教育等の現場で真摯に児童虐待に向き合ってき
た職員たちと本音で語り合い、子どもを守るしくみづくりについて会場全体で考える。

コーディネーター
鈴木　秀洋氏（日本大学危機管理学部　准教授）

パネリスト
①髙橋　絵美氏（中津市子育て支援課　主査）
②鈴木　智氏（南房総市教育委員会こども教育課　教育相談センター長）
③林　和子氏（山口市子ども未来部保育幼稚園課　やまぐち子育て福祉総合センター長）
④三谷　裕之氏（鳥取市健康こども部次長兼こども家庭相談センター所長）

地域支援（拠点と他機関連携） ～子どもを守るしくみづくり～第４分科会

●厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課虐待防止対策推進室………… 03-5253-1111（内線 4898）

●鳥取県子育て・人財局家庭支援課児童養護・DV担当……………… 0857-26-7149

問い合わせ先

倉吉未来中心（鳥取県倉吉市駄経寺町 212 －５）
【JR 倉吉駅より】
◦自家用車・タクシーで 倉吉市役所、打吹公園方向へ 約 10 分
◦路線バスで 
　倉吉駅バスターミナル…〈２番のりば〉…西倉吉、生田車庫、広瀬行き
　　《１．倉吉パークスクエア経由》
　　　倉吉駅　→（約 12 分）　→　倉吉パークスクエア下車
　　《２．倉吉パークスクエア経由外》
　　　倉吉駅　→　（約９分）　→　倉吉パークスクエア北口下車

【鳥取空港より】
◦ 鳥取空港～（連絡バス）～倉吉駅～（路線バス）～倉吉パーススクエア　徒歩１分
◦ 鳥取空港～（連絡バス）～鳥取駅～（JR 山陰本線）～倉吉駅～（路線バス）～倉吉パー

ススクエア　徒歩１分

倉吉駅

倉吉未来中心
（倉吉パークスクエア内）

至 米子

至 鳥取至 鳥取
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基調講演

令和元年度

「児童虐待防止推進月間」標語
　令和元年度「児童虐待防止推進月間」標語の全国公募を行い、4，804作品（有効応募総数）
の中から、厳正な選考を行った結果、次の作品が最優秀作品として決定いたしました。

【最優秀作品作者】

石居 くるみさん（東京都）の作品

189（いちはやく）
ちいさな命に　待ったなし

虐待の影響について考える
～子どもたちが力強く成長する

ためにできること～

Olga R. Trujillo（オルガ・R・トゥルヒーヨ）氏

米国弁護士、コンサルタント

略歴
1983年  University of Maryland - 1983 Bachelors in 

Political Science（メリーランド大学　卒業）
1988年  George Washington University Law School - 1988 

Juris Doctor degree（ジョージ・ワシントン大学法科大学院卒業　法学
博士）

1990年～ 2001年 United States Department of Justice（米国法務省）
2007年～ 2010年及び
2016年～ 2018年 Casa de Esperanza（カサ・デ・エスペランサ）
2001年～現在  Olga Trujillo Consulting, Inc.（オルガ・トゥルヒーヨ　コンサルティング）
2018年～現在  Latinos United for Peace & Equity（ラティノス・ユナイテッド・フォー・

ピース＆エクイティ）

著書等
The Sum of My Parts - New Harbinger Publications 2011、「The Sum of My Parts」（2011
年）、A Handbook for Attorneys: Representing Domestic Violence Survivors Who Are 
Also Experiencing Trauma & Mental Health Challenges（2012年）、Preparing Survivors 
for Legal Proceedings （2013年）、「わたしの中のわたしたち」（日本語版）（2017年）、
Enhancing Legal Advocacy through a Trauma Informed Approach（2019年）、Enhancing 
Trauma Informed Courts（2019年）、Creating Trauma Informed Victim Services （2019年）

講　師

基調講演

中島 幸子（なかじま さちこ）氏

NPO法人レジリエンス代表、米国法学博士、米国社会福祉学修士

伊藤 聖美（いとう まさみ）氏

元ジャパンタイムズ記者

通　訳
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基調講演 基調講演

Olga R. Trujillo 氏　資料

目的
• 総合的DIDの見方

oどのようにわかったか –診断された
o何がわかったか –引き起こされる原因、構造、影響
o治療過程 –役に立ったことや立たなかったこと、
傷ついたこと

o今どのようにDIDと共に生きているか –構造、管理

解離性同一性障害

オルガ・トゥルヒーヨ
Olga Trujillo Consulting
www.olgatrujillo.com
olga@olgatrujillo.com

過去の私
• 社会的に成功していた
• 常に周囲で起きていることを監視していた
• 社交的 –人から見られたい自分の姿で接していた
• 友達 –本当の私を知っている人は誰一人としていなかった
• 無感覚 –しかし、幸せそうな表情を見せていた
• 感情の波が激しい –心が不安に支配され,人生に振り回さ
れていた

• 野心に溢れていた
• 規律正しい－解離していた
• コントロールしたがる性格
• 人を思い通りに操る

何が起こったか

• 「パニック発作」
o本当のパニック発作ではなかった

o痛み、パニックと共に何かが起きていたよう
な気がし始める

学んだこと
• DID

o何なのか

o自分のシステムの構造
o原因

o過去の記憶が薄い

o幸せな幼児期を過ごしたと思っていたが、大
半は覚えていなかった

1 2

3 4

5

7

6

8

どのようにして
生き残ったか

• 解離
• 近所の人の親切さ
• 先生や指導者とのつながり
• 友達とその両親

よくなった理由

• 人との関係
• コントロール
• 信頼関係を築いた
• 回復のプロセスを説明してもらえた
• 治療に力を注ぐようにしたこと

回復

一緒に行ったこと

• 精神科医と一緒に扉を開いて各部屋に入った
o心理社会治療

o催眠術

oアートセラピー

oヒーリングタッチとマッサージ

oはり

• 神経可塑性

9 10

11 12

13

15

14

16
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基調講演 基調講演

役に立たなかったこと

• 内側に踏み込まれる
• 防衛的になる
• 批判される・批判的になる
• ５０分間のセッション

周囲の人ができること

• 暴力がもたらすトラウマについての情報提供
• 信頼関係の構築
• 理解のために様々な方法を用いる
• トラウマの反応について話し合う機会を提供
• 資源や紹介を提供
• 勝手に踏み込まない

解離

その結果

• 多くのパーツ・人格が共存する
• 自分について理解－私は変わっていないが、以前と
比べて自分についてよりよく理解できるようになった

• 記憶になかったことを知る－すでに一度生き抜いた
• 内側から自信を築いた
• 非常に想像力に富んでいる
• ピアサポート

役に立ったこと

• 私にとって重要なことを取り入れた
o 運動

o 芸術

• ホリスティック
• 自分が主導できるようになり、セラピストが任せて
くれた

• 投薬

今わかっていること

• セラピー的治療が効いた
• 幸せで充実した毎日を過ごすことができるというこ
と

• DIDは切り盛りできるし、回復も可能である
• 脳内ネットワークを再構築することも可能

回復力（レジリエンス）
厳しかったり、脅迫的な状況の中でも適応ができる能力

防護要素：回復力を促進

○ 保護者や他に気にかけてくれる大人たちの反応
○ 社会的援助・社会構造
○ 個々の能力 ―人としての価値、賢い、想像力、
何かに秀でた力

○ 他人と肯定的に接する能力

どう感じるか
○ 精神的・身体的に苦しむ
○ うつ病と共に発生することが多い
○ 解離とは必ずトラウマとなる出来事に対処するための
方法の一つ

○ このような気持ちにさせられる：
Ø孤立感

Ø疎外感

Ø他人とは違ってしまった

17 18

19 20

21

23

22

24

外から見える解離
続き

○ 一点を見つめている、時間や周辺環境に対する
感覚を失う

○ 怒り、興奮またはイライラする
○ 話題があちこちに飛ぶ－直線的でない、論理的で
ない話し方

○ おぼつかない足取りで歩く、未解明のあざ

解離は内面でどう感じるか
続き

○ 身体から切り離された感覚
○ 人や周辺環境に対する認識が変わる
○ ときおり何もできないと感じていた
○ 思考をコントロールできない
○ 疎外感をコントロールできない

外から見える解離

○ 虚ろな表情、虚空を見つめている
○ 感情の起伏がない態度
○ つまらなそう、興味がなさそう、または注意払ってい
ないような態度

○ 落着きがない、集中できない

どう感じるか
続き

○ 以下の気持ちで取り残された
Øおかしくなってしまった

Ø自分に問題がある

Ø神経が逆立つ、不安、落ち着かない気分

○ 一番基礎的な日常の生活に支障が出る

解離は内面でどう感じるか
o 感情が麻痺する
o 時間の感覚が遅くなる

o 非現実感または疎外感

o 思考のスピードが上がる、非常に早いスピードで
頭が回転する

o 無感覚、またはコントロール不能な虚ろな気分

25 26

27 28

29
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いのちを考える音楽会 いのちを考える音楽会

語りと歌

村上 彩子（むらかみ あやこ）氏

ソプラノ歌手

略歴
大阪音楽大学音楽学部声楽科卒業
2007年　東京藝術大学音楽学部声楽科卒業
2019年　関西二期会準会員

受賞歴
全国ソリストコンクール優秀賞、文部科学大臣賞、大阪国際音楽コンクール奨励賞、アジア国際
音楽コンクール奨励賞、万里の長城杯国際音楽コンクール入賞　他

活動歴
日本大使館コンサート（ルクセンブルグ）、日韓国際文化交流リサイタル（韓国）、ソフィアフィ
ルハーモニー管弦楽団との共演（ブルガリア）、台湾国民党総裁隣席の会にてサロンコンサート
開催、諸外国でのリサイタル（フランス、中国、ウクライナ）
平成28年、第53回中国地区児童養護施設研究協議会 記念講演会にてリサイタル
平成29、30年、子どもの虐待防止ネットワーク鳥取主催 総会記念講演会にてリサイタル
コンサート収益にて児童養護施設、被災地支援を続けている
カンボジアに50本の井戸を建設
平成18年より学校、企業、病院、官公庁等に主催頂き、720回のコンサートを開催、約11万人
が来場した

ＣＤ
作曲家中田喜直選集「21世紀に遺したい歌」ＣＤ付楽譜（カワイ出版）「BLUEMOON祈り」「小
さな赤いPIANO」

演　奏

いのちを考える音楽会
村上 彩子氏　資料

いのちを考える音楽会 

村上 彩子 

教員である両親から 6 才～18 才まで虐待を受けました。 

父からは殴る、蹴る。母親からは暴言を受けました。小さな頃から、両親の外面と内面との

大きな格差に疑問を持ち、また教員という職業に不信感のみを抱いて育ちました。自殺をいつ

も考えていました。絶対、生き延びると決め、18 歳で大学生となり、大学で家を出てやっと

暴力から逃れることができました。父が火事を起こした 14 年前、暴力が再発しましたが、天

罰でしょう。自らの事故により父は障がい者となり、私は暴力から免れることができました。

母は今も暴言を吐きます。 

 

広島県生まれの私は、戦争や原爆の学びが頻繁にありました。戦争という愚かな歴史に怒り

を持てば持つほど結局、戦争を起こす原因は人間の本能の中の征服欲、自己顕示欲などが根本

にあるように思えてなりません。それは家庭内で起こりうる暴力と何ら変わりない。家庭内虐

待の原因は、社会に対する憤り、自分自身の能力の無さに起因するコンプレックスを認めたく

ない気持ち、職場での不安やストレスが引き起こすような気がしてなりません。コンプレック

スを克服する努力、思考を働かせずして、ストレス発散に安易に弱いものを殴る。決して強い

ものには向かいません。 

加害者は自身の能力の低さ、理性と倫理観の欠如を正当化する為、更に自身の罪悪感を軽減

させる為、躾という心地好い大義名分が必要なのです。加害者は小さな家庭の中での征服欲、

自己顕示欲を安直に手に入れることぐらいしか、自己肯定力さえも無いのだと思います。 

そして年を経るごとに、加害者は自身の行為を簡単に忘れ去ります。被害者は永遠に忘れら

れません。これは家庭内も戦争も同じだと私は思うのです。私が平和コンサート人権コンサー

トなどを続けるのは、自分が 12 年間受けた暴力への怒り。戦争で無理矢理死ねと命じられた

若者の無念と憤りは、殴られ続けた私の憤りと怒りに通じるのです。 

後遺症に苦しむ自分に縛られ嘆き、治療に励んでも、もう時間は子どもには戻せず、親も何

ら変わりません。被害者は殴られて傷つき、更に私の両親においては、殴ったことを躾と正当

化し、すっかり忘れています。そのことで 2 度、3 度の傷を受けてきました。殴られ人生を

狂わされた上、二次被害も受けてしまうのです。心身に現れる後遺症を治癒する薬を、なぜ被

害者である私が飲まなければならないのか？私には未だ全く理解できません。将来、薬の後遺

症が出た場合、更に私は傷つきます。親からどんなに時間と距離を離しても、後遺症により人

生を狂わされます。 

 

私は後遺症があろうが薬には頼らず、小さな頃の自分を自分の力で救ってやる為に自力で大

学受験をし生き治しました。昔から渇望していた両親からの愛は、親が変わらないのだから不

可能だと嫌というほど悟りました。愛情はもらえなくても、自身が愛情を注げる者になろうと、

被災地支援、児童養護施設支援を始めました。負の記憶を自らの意志と行動で美しいものに変

換させてやりたいと強く願います。そうしなければ、謝っても謝っても許してもらえず、殴ら

れて泣いた小さな時の私が、今も心の中で「私の健やかな人生を返せ」と悔しくて泣くのです。 
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虐待の被害者が一人生き延びる為には、自立できる能力、技術を自身につけることが大事だ

と考えます。私自身の虐待の経験は平和コンサートの開催。また自殺したかった子どもの頃の

思いから命を粗末にしない、命の尊厳を訴えるコンサートの企画に繋がり、この 12 年間全国

で 720 回続けています。全てのことに意味がある。親に感謝しなさいと幸せに育った多くの

方は簡単に言います。 

私は虐待されたことに、良い意味など何一つ見つけられません。私のような子どもが一人で

も少なくなるように願い歌っています。 

そして虐待の経験を口にし始めた 16 年前から、今は虐待を信じてもらえなくても、時代は

必ず私に近づいてくると確信していました。その時が正に今なのだと確信しています。 

子どもは全て幸せになる義務があると思っています。 

 

村上彩子プロフィール 

◆広島県福山市出身。◆大阪音楽大学音楽学部声楽科卒業。 

◆2007 年 東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。在学中、リョービ（株）浦上奨学会より奨学金を受

ける。 

◆第 5回大阪国際音楽コンクール奨励賞受賞。◆第 15 回全日本ソリストコンクール優秀賞受賞。 

◆文部科学大臣賞受賞。◆アジア国際音楽コンクール奨励賞受賞。 

◆尾道市立美術館【戦没画学生慰霊美術館無言館、遺された絵画展】の中で戦没学生慰霊演奏会を

企画、奉唱。演奏会の中で地元神辺町出身の童謡詩人、葛原しげる氏の次男、葛原守（東京藝大

卒）氏の遺作を遺族より託され奉唱。 

◆ 岡山市デジタルミュージアム無言館特別展にて同演奏会を開催、中四国地方を中心に反響を得、

NHK、新聞各社に度々掲載。 

◆第 28 回霧島国際音楽祭、アンナ・トモア＝シントウ氏マスタークラス受講。 

◆広島交響楽団と共演。◆岐阜県主催・新作オペラに出演。 

◆京都フランス音楽アカデミー、ペギー・ブーヴレ氏(パリ・エコール・ノルマル音楽院教授)マス

タークラス受講。 

◆鹿児島県知覧町公民館主催【特攻隊に捧ぐ村上彩子平和コンサート】開催。南日本新聞全県版に

掲載。 

◆岡山県笠岡市主催・笠岡市非核平和都市宣言２５周年記念、笠岡市人権教育講演会【村上彩子平

和コンサート】開催。 

◆広島県福山市主催・福山市 2010 市民平和のつどい第 56 回市民平和大会【村上彩子平和コンサー

ト】開催。          

◆戦後 65 年村上彩子平和祈念コンサートを広島で企画開催。被爆証言者を訪ね、証言に基づく脚

本、演出、演奏を行いテレビ、新聞各社 10 社に掲載。 

◆韓国釜山ウルスク文化会館にて韓国機会の学塾、四国政経塾主催【村上彩子リサイタル】開催 600

名の来場者を得、好評を博す。 

◆中国洛陽市にて岡山市日中友好協会主催記念行事で演奏。申窪村希望小学校にて演奏。 

◆台湾国民党総裁臨席の会にて演奏【サロンコンサート】開催。 

◆ブルガリア、ウクライナにてオーケストラと共演。 

◆フランス、コンサートに出演。◆在ルクセンブルグ日本大使館主催、国際交流コンサートに出

演。 

◆福山市市制 100 周年記念オペラに出演。 

◆バッハ【カンタータ Nr140】、マーラー【子どもの不思議な角笛】、オルフ【カルミナ・ブラー

ナ】、ヘンデル【メサイア】のソリストを務める。 

◆東日本大震災チャリティーコンサートを６回企画開催。100 万円の義援金を学童、妊婦、母子

家庭に支援。 

◆臨済宗妙心寺派薪流会主催・岩手県陸前高田市、大船渡市仮設住宅６ヶ所でコンサート開催。 

◆岡山生と死を考える会主催・第 22 回生と死を考えるセミナー【村上彩子コンサート】開催 作

家、柳田邦男氏と共演。 

◆黒住教立教 200 年村上彩子コンサートを岡山 宗忠神社、神戸、姫路で開催し収益を震災遺児の

学習支援【公益財団法人みちのく未来基金】に寄付。 

◆国際ソロプチミストイースト愛媛主催にて【夢を拓く村上彩子チャリティーコンサート】。西日

本リジョンで３賞受賞。 

◆呉大和ミュージアム村上彩子平和コンサート、岡山県 PTA 連合会主催・第 31 回幼小中高研修大

会、第 31 回世界連邦岡山県宗教者大会 世界平和祈念コンサート、日本赤十字社岐阜県支部主

催「献血 50 周年感謝の集い」、日本女性会議 2015 倉敷、第 41 回日本診療情報管理学術大会、

第 22 回日本臨床脳神経外科学会全国大会、岡山県病院協会優良職員表彰式、第 53 回中国地区

児童養護施設研究協議会、2017,2018 年子どもの虐待防止ネットワーク鳥取主催、総会記念講

演会にてリサイタル、講演 

◆エーザイ㈱社員研修として薬害防止リサイタルを 8年間 20 回開催。 

◆第一三共ヘルスケア㈱、ENEOS、ラジオ CM 放送。バイオジェンジャパン㈱の東京本社エントラ

ンス壁面に動画起用。 

◆フィリピンでボランティア演奏。     

◆岡山旭ライオンズクラブ認証 50 周年記念【村上彩子チャリティコンサート】での収益でカンボ

ジアに井戸 50 本の建設費を支援。 

◆ＮＨＫ総合【おはよう日本】で特集、ＢＳ1【列島ニュース】で再放送となる 

◆㈱致知出版社発行、月刊誌【致知】「第一線で活躍する女性」にて三頁の掲載となる。 

◆フジテレビ「ザ・ノンフィクション」で２度に亘り特集番組となる。 

◆2006 年より学校、病院、官公庁、企業等全国で 720 回のコンサート依頼を頂きコンサート開

催。来場者は 11 万人を超える。社会的な音楽活動は、新聞掲載 70 回を超える。 

◆関西二期会準会員。 

 

【ＣＤ】「中田喜直作曲 21 世紀に歌い継ぎたい名曲⑥⑦⑧巻 CD 録音（カワイ出版）」、 

「BLUEMOON－祈り―」、「赤い小さなピアノ」発売。 

村上彩子 オフィシャルサイト http://www8.plala.or.jp/bluemoon/profile.html 

      Ｆａｃｅｂｏｏｋ   https://www.facebook.com/ayako.bluemoon 
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被害者支援を考える
～被害者が真に望む支援とは～

西井 啓二（にしい けいじ）氏

ＮＰＯ法人子どもの虐待ネットワーク鳥取　常務理事
鳥取市要保護児童対策地域協議会　代表者会議　会長
鳥取大学地域学部　非常勤講師（相談援助・保育相談支援）
社会福祉法人鳥取こども学園　理事

略歴
昭和45年　追手門学院大学文学部心理学科卒業
昭和52年　 鳥取県入職　中央児童相談所・知的障がい児施設等他（心理判定員・児童指導員・

児童福祉司） 
平成17年　鳥取県立皆成学園（知的障がい児施設）園長 
平成20年　鳥取県福祉相談センター（中央児童相談所･婦人相談所）所長
平成24年　 社会福祉法人鳥取こども学園 鳥取こども学園希望館（児童心理治療施設）館長,法人

理事
平成30年　同法人　企画広報室室長
令和 元年　同法人　企画広報室室長　退職

コーディネーター

第１分科会

被害者支援は、支援を受ける側と行う側の協力関係で成立し、一方的な支援は場合によっ
ては被害者を追い詰める場合もある。虐待被害経験者からの意見を基に「被害者が真に
望む支援」について考える。

概　要

Olga R. Trujillo（オルガ・R・トゥルヒーヨ）氏

米国弁護士、コンサルタント

略歴
1983年  University of Maryland - 1983 Bachelors in 

Political Science（メリーランド大学　卒業）
1988年  George Washington University Law School - 1988 

Juris Doctor degree（ジョージ・ワシントン大学法科大学院卒業　法学
博士）

1990年～ 2001年 United States Department of Justice（米国法務省）
2007年～ 2010年及び
2016年～ 2018年 Casa de Esperanza（カサ・デ・エスペランサ）
2001年～現在  Olga Trujillo Consulting, Inc.（オルガ・トゥルヒーヨ　コンサルティング）
2018年～現在  Latinos United for Peace & Equity（ラティノス・ユナイテッド・フォー・

ピース＆エクイティ）

著書等
The Sum of My Parts - New Harbinger Publications 2011、「The Sum of My Parts」（2011
年）、A Handbook for Attorneys: Representing Domestic Violence Survivors Who Are 
Also Experiencing Trauma & Mental Health Challenges（2012年）、Preparing Survivors 
for Legal Proceedings （2013年）、「わたしの中のわたしたち」（日本語版）（2017年）、
Enhancing Legal Advocacy through a Trauma Informed Approach（2019年）、Enhancing 
Trauma Informed Courts（2019年）、Creating Trauma Informed Victim Services （2019年）

パネリスト
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村上 彩子（むらかみ あやこ）氏

ソプラノ歌手

略歴
大阪音楽大学音楽学部声楽科卒業
2007年　東京藝術大学音楽学部声楽科卒業
2019年　関西二期会準会員

受賞歴
全国ソリストコンクール優秀賞、文部科学大臣賞、大阪国際音楽コンクール奨励賞、アジア国際
音楽コンクール奨励賞、万里の長城杯国際音楽コンクール入賞　他

活動歴
日本大使館コンサート（ルクセンブルグ）、日韓国際文化交流リサイタル（韓国）、ソフィアフィ
ルハーモニー管弦楽団との共演（ブルガリア）、台湾国民党総裁隣席の会にてサロンコンサート
開催、諸外国でのリサイタル（フランス、中国、ウクライナ）
平成28年、第53回中国地区児童養護施設研究協議会 記念講演会にてリサイタル
平成29、30年、子どもの虐待防止ネットワーク鳥取主催 総会記念講演会にてリサイタル
コンサート収益にて児童養護施設、被災地支援を続けている
カンボジアに50本の井戸を建設
平成18年より学校、企業、病院、官公庁等に主催頂き、720回のコンサートを開催、約11万人
が来場した

ＣＤ
作曲家中田喜直選集「21世紀に遺したい歌」ＣＤ付楽譜（カワイ出版）「BLUEMOON祈り」「小
さな赤いPIANO」

パネリスト

※村上氏の分科会資料は、p13 ～「いのちを考える音楽会」の資料を参照。

山本 潤（やまもと じゅん）氏

日本フォレンジック看護学会理事
一般社団法人Spring代表理事
SANE（性暴力被害者支援看護師）

略歴
2010年3月 杏林大学大学院　保健学研究科博士前期課程　看護学専
攻修了
2002年～ 2007年 京都医療センター（看護師・保健師）
2007年～ 2011年 杏林大学病院（看護師・保健師）
2012年～ 2014年 新座市役所　国保年金課（保健師）
2014年～ 2017年 東京都福祉保健局　女性相談センター（看護師）
2017年 一般社団法人Spring代表理事

著書等
著書『13歳「私」をなくした私　性暴力と生きることのリアル』（朝日新聞出版,2017）

パネリスト

西井 啓二氏　資料
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な
性
行
為
で
も
そ
れ
だ
け
で
罪
に
問
え
な
い
の
で
す
。
」

と
続
け
て
い
ま
す
。
暴
行
な
ど
は
『
相
手
の
抵
抗
を
著
し
く
困
難
に
す
る
程
度
』
の
強
さ
が
必
要
だ
と
、

と
解
釈
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。
」
と
の
こ
と
。
法
律
論
だ
け
で
な
く
文
化
も
影
響
し
て
い
る
と
思
い
ま

す
が
、
「
『
ノ
ー
と
い
う
判
断

女
性
は
で
き
な
い
』
そ
れ
が
日
本
の
司
法
」
と
見
出
し
が
つ
け
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
（
参
考

令
和
元
年
９
月
６
日
付

朝
日
新
聞

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
性
暴
力
が
無
罪
に
な

る
国
」
）

圧
倒
的
に
強
い
立
場
の
親
（
特
に
父
親
）
が
こ
と
さ
ら
暴
力
を
使
わ
ず
、
お
だ
や
か
な
威
圧
で
も
子

ど
も
（
特
に
女
児
）
に
性
的
虐
待
を
加
害
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
こ
と
は
想
像
が
つ
き
ま
す
。

近
年
に
な
っ
て
や
っ
と
成
人
（
女
性
）
の
性
暴
力
被
害
に
つ
い
て
の
発
言
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
成

人
で
さ
え
こ
の
状
況
で
あ
り
な
が
ら
、
被
害
が
そ
の
子
ど
も
に
及
ぼ
す
重
大
な
影
響
を
議
論
さ
れ
て
も

そ
の
実
態
に
つ
い
て
は
な
か
な
か
着
目
さ
れ
な
い
の
が
実
情
で
す
。
ま
さ
に
子
ど
も
達
は
性
被
害
に
つ

い
て
「
ノ
ー
と
言
え
な
い
」
状
況
に
陥
っ
て
い
ま
す
。
背
景
と
な
っ
て
い
る
大
人
社
会
の
性
暴
力
の
理

解
や
文
化
そ
の
も
の
を
変
え
て
ゆ
く
こ
と
、
同
時
に
子
ど
も
達
が
安
心
し
て
性
虐
待
被
害
を
相
談
し
、

共
に
歩
ん
で
く
れ
る
支
援
者
を
必
要
と
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
大
人
の
役
割
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

３
心
理
的
虐
待
・
教
育
虐
待
・
体
罰

近
年
の
心
理
的
虐
待
通
告
の
増
加
要
因
は
、
子
ど
も
の
家
庭
で
の
配
偶
者
間
の
暴
力
（
面
前
Ｄ
Ｖ
）

に
つ
い
て
警
察
か
ら
の
通
告
が
増
加
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
厚
生
労
働
省

令
和
元
年
度
全
国
児
童

相
談
所
長
会
議
資
料
）
。

一
方
で
日
本
子
ど
も
虐
待
防
止
学
会
は
「
子
ど
も
の
受
忍
限
度
を
超
え
て
勉
強
さ
せ
る
の
は
『
教
育

虐
待
』
に
な
る
。
」
と
い
う
見
解
を
提
示
し
て
い
ま
す
。
高
学
歴
･
高
偏
差
値
尊
重
の
社
会
で
「
あ
な
た

の
た
め
だ
か
ら
・
・
」
と
い
う
大
義
名
分
で
保
護
者
･
親
が
常
識
的
な
程
度
を
越
え
て
子
ど
も
に
課
題

（
勉
強
）
を
強
い
る
と
い
う
も
の
で
す
。
２
０
１
６
年
８
月
に
は
、
中
学
受
験
を
控
え
た
１
２
歳
の
息

子
が
命
じ
た
課
題
を
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
で
父
親
が
息
子
を
包
丁
で
刺
し
殺
す
と
い
う
事
件

が
起
き
て
い
ま
す
（
名
古
屋
地
裁
傷
害
致
死
罪
懲
役
１
３
年
）
。
こ
の
よ
う
に
教
育
虐
待
の
多
く
は
、

身
体
的
虐
待
を
伴
い
ま
す
。
求
め
ら
れ
た
課
題
を
サ
ボ
る
と
体
罰
が
加
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

教
育
の
名
で
自
分
の
子
ど
も
を
殺
す
こ
と
は
理
解
し
が
た
い
こ
と
で
す
が
、
殺
人
ま
で
至
ら
な
け
れ
ば

美
談
に
も
な
り
う
る
の
か
も
知
れ
な
い
こ
と
な
の
で
す
。

教
育
虐
待
の
加
害
者
（
親
）
の
失
敗
に
は
２
種
類
想
像
が
出
来
ま
す
。
ひ
と
つ
は
、
親
の
目
標
を
子

ど
も
が
達
成
で
き
な
か
っ
た
と
き
で
す
（
例
え
ば
中
学
受
験
の
失
敗
）
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
子
ど
も
自

体
を
ダ
メ
に
し
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
る
と
思
い
ま
す
（
虐
待
の
結
果
、
成
長
発
達
に
障
害
が
生
じ
る
）
。

２
０
２
０
（
令
和
２
年
）
４
月
に
施
行
さ
れ
る
改
正
児
童
福
祉
法
で
は
「
親
は
、
児
童
の
し
つ
け
に

際
し
て
体
罰
を
加
え
て
は
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
だ
ま
だ
、
議
論
が
不
十
分
で
民
法
上
の

 
害
者
支
援
を
考
え
る

 
被
害
者
が
真
に
望
む
支
援
と
は
 

 
１
分
科
会

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

西
井
啓
二

１
隠
れ
て
い
る
子
ど
も
へ
の
性
的
虐
待

１
９
９
０
（
平
成
２
）
年
に
厚
生
省
（
当
時
）
が
子
ど
も
虐
待
の
統
計
を
取
り
始
め
ま
し
た
。
そ
れ

ま
で
埋
も
れ
て
い
た
子
ど
も
虐
待
に
対
し
て
本
格
的
に
取
り
組
も
う
と
し
た
こ
と
、
そ
の
後
社
会
的
関

心
が
高
ま
り
、
「
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
子
ど
も
虐
待
防
止
法
）
」
が
制
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
が
日
本
の
社
会
が
虐
待
を
発
見
し
、
現
在
に
至
る
経
過
で
す
。
そ
の
後
、
児
童
相
談
所
虐
待

対
応
件
数
が
毎
年
、
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
２
０
１
８
（
平
成
３
０
）
年
度
は
、
１
５
９

 ８
５
０
件

（
速
報
値
）
と
な
り
、
統
計
の
ス
タ
ー
ト
時
に
比
べ
る
と
爆
発
的
に
増
加
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ま
で

不
登
校
や
非
行
と
区
分
さ
れ
て
い
た
事
案
に
も
、
虐
待
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
事
例
が
生
じ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
虐
待
相
談
と
分
類
さ
れ
る
こ
と
や
、
虐
待
そ
の
も
の
の
増
加
も
要
素
と
な
っ
て
い
ま
す
（
参

考
：
川
崎
二
三
彦

2
0
0

8
年
現
代
の
エ
ス
プ
リ
「
加
害
者
臨
床
」
）
。

こ
こ
で
は
、
性
的
虐
待
に
着
目
し
ま
す
。

虐
待
相
談
の
内
容
別
件
数
で
、
性
的
虐
待
は
増
加
し
て
い
る
と
は
い
え
、
全
体
の
１
～
３
％
程
度
で

留
ま
っ
て
い
ま
す
。
相
談
件
数
な
の
で
実
際
に
被
害
を
受
け
て
い
る
子
ど
も
の
人
数
と
は
違
っ
て
い
ま

す
。
子
ど
も
と
女
性
の
相
談
の
現
場
で
は
、
ま
だ
ま
だ
子
ど
も
の
性
的
虐
待
が
埋
も
れ
て
い
る
と
想
像

し
て
い
ま
す
。
１
０
倍
あ
る
い
は
５
０
倍
の
性
的
虐
待
が
あ
っ
て
も
不
思
議
は
あ
り
ま
せ
ん
。

先
に
「
社
会
は
子
ど
も
虐
待
を
発
見
し
た
」
と
引
用
し
ま
し
た
が
、
ま
だ
社
会
は
子
ど
も
の
性
的
虐

待
の
発
見
に
至
っ
て
い
な
い
と
の
仮
説
が
成
り
立
ち
ま
す
。
ま
た
、
性
的
虐
待
は
性
行
為
の
み
で
は
な

く
、
わ
い
せ
つ
行
為
や
児
童
ポ
ル
ノ
の
被
写
体
に
す
る
等
々
を
含
み
ま
す
。
性
的
虐
待
の
相
談
件
数
は

ま
っ
た
く
氷
山
の
一
角
と
も
な
っ
て
い
な
い
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
で
し
ょ
う

厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
引
用

令
和
元
年
度
全
国
児
童
福
祉
主
管
課
長
・
児
童
相
談
所
長
会
議
資
料

1
2
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Ｔ
Ｓ
Ｄ
」
と
区
別
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
。
こ
う
い
う
場
合
に
は
様
々
な
症
状
が
現
れ
ま
す
。
自
覚

で
き
る
症
状
や
そ
う
で
な
い
も
の
も
あ
る
よ
う
で
す
。
な
に
よ
り
、
専
門
医
の
サ
ポ
ー
ト
が
必
要
で
す

（
参
考

中
島
幸
子
「
マ
イ
･
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
」
）
。
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
い
ろ
い
ろ
な
症
状
が
現
れ
る

よ
う
で
す
。
た
く
さ
ん
の
解
説
書
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
気
に
な
っ
た
情
報
を
確
か
め
て
正
し
く
理
解
し

て
く
だ
さ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

６
虐
待
の
連
鎖

虐
待
の
加
害
者
（
親
）
の
話
を
聞
い
て
み
る
と
親
自
身
が
虐
待
の
被
害
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が

よ
く
あ
り
ま
す
。
子
ど
も
の
頃
に
虐
待
に
さ
ら
さ
れ
、
や
が
て
親
と
な
っ
て
自
分
の
子
ど
も
を
虐
待
す

る
こ
と
を
「
虐
待
の
連
鎖
」
と
い
い
ま
す
。
「
自
分
も
親
に
厳
し
く
育
て
ら
れ
た
か
ら
子
ど
も
を
厳
し

く
育
て
る
」
と
い
う
よ
う
な
話
し
合
い
で
解
決
で
き
そ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
加
害
者
（
親
）
の

育
て
ら
れ
方
に
よ
っ
て
、
な
ん
ら
か
の
心
の
問
題
や
痛
み
、
そ
の
他
の
要
素
が
複
雑
に
組
み
合
わ
さ
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

近
年
の
研
究
で
は
、
子
ど
も
の
虐
待
は
、
脳
の
成
長
に
大
き
く
影
響
す
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

詳
細
を
省
き
ま
す
が
虐
待
と
い
う
過
酷
な
環
境
で
成
長
す
る
こ
と
が
サ
バ
イ
バ
ル
で
す
。
戦
争
･
飢

餓
･
疫
病
、
虐
待
が
ス
ト
レ
ス
と
な
り
、
こ
の
と
き
ホ
ル
モ
ン
の
量
が
ほ
ん
の
わ
ず
か
に
変
化
し
、
子

ど
も
の
脳
の
配
線
を
永
久
に
変
え
て
し
ま
う
。
そ
し
て
他
人
の
不
幸
を
喜
ぶ
よ
う
な
冷
酷
な
世
界
で
も

生
き
抜
け
る
よ
う
に
適
応
し
う
る
の
だ
と
の
研
究
も
あ
り
ま
す
。
（
別
冊
日
経
サ
イ
エ
ン
ス

脳
か
ら

見
た
心
の
世
界

p
ar

t
２
Ｍ

.Ｈ
.タ
イ
チ
ャ
ー
「
児
童
虐
待
が
脳
に
残
す
傷
」
）
。
他
に
も
様
々
な
研
究
が

あ
り
、
虐
待
環
境
は
子
ど
も
の
成
長
や
発
達
に
影
響
を
与
え
る
の
は
間
違
い
有
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
何

よ
り
も
子
ど
も
は
虐
待
の
被
害
者
と
な
る
こ
と
で
虐
待
を
学
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
親
と
な
っ
た
時
に

一
人
一
人
が
違
っ
た
シ
ス
テ
ム
で
虐
待
の
連
鎖
が
生
じ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
し
、
虐
待
環
境
で
成
長
し
た
か
ら
必
ず
虐
待
す
る
加
害
者
（
親
）
に
な
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
虐
待
を
受
け
な
が
ら
素
敵
な
親
に
な
っ
て
い
る
方
を
た
く
さ
ん
知
っ
て
い
ま
す
。
虐
待
環
境
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
後
の
体
験
で
偏
り
か
ら
回
復
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。
生
き
延
び
て
き
た
こ
と
、
親
に

な
っ
た
こ
と
を
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
受
け
止
め
る
勇
気
と
支
援
者
が
必
要
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

７
二
次
 
害
（
加
害
）

虐
待
対
応
や
支
援
の
専
門
家
で
あ
っ
て
も
、
性
的
虐
待
へ
の
対
応
は
、
極
め
て
慎
重
を
期
す
必
要
が

あ
り
ま
す
。
①
子
ど
も
が
被
害
を
自
覚
し
て
い
な
い
場
合
。
あ
る
い
は
、
②
あ
る
程
度
成
長
し
、
重
大

な
こ
と
で
あ
る
と
気
付
い
て
も
、
相
談
す
る
相
手
が
見
つ
か
ら
な
い
場
合
。
③
子
ど
も
自
身
が
家
庭
と

家
族
の
崩
壊
を
予
想
し
て
相
談
す
る
こ
と
を
た
め
ら
う
場
合
。
④
加
害
者
か
ら
秘
密
に
す
る
よ
う
強
制

さ
れ
て
い
る
場
合
。
⑤
相
談
す
る
こ
と
で
更
に
ひ
ど
い
加
害
を
子
ど
も
が
予
想
す
る
場
合
。
⑥
加
害
者

に
完
璧
に
支
配
さ
れ
て
い
る
場
合
。
等
々
、
様
々
な
要
素
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
性
的
虐
待
被
害
の
子
ど

も
が
支
援
者
の
元
に
た
ど
り
着
く
こ
と
は
、
多
数
の
障
害
が
あ
り
、
更
に
と
て
も
距
離
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
れ
だ
け
に
子
ど
も
自
身
の
悩
み
や
心
の
傷
付
き
は
、
大
き
く
深
い
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
虐
待
環
境
の
子
ど
も
が
自
分
で
助
け
を
発
信
す
る
こ
と
は
、
と
て
も
難
し
い
こ
と
で
す
。

特
に
性
的
虐
待
の
子
ど
も
に
は
、
周
辺
の
大
人
が
気
付
い
て
あ
げ
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
成
人
の
性
暴

力
と
同
様
に
被
害
状
況
を
質
問
さ
れ
た
り
、
打
ち
明
け
る
こ
と
は
、
被
害
を
再
体
験
す
る
こ
と
で
も
あ

り
、
傷
つ
い
た
子
ど
も
を
更
に
傷
つ
け
る
と
い
う
二
次
被
害
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
今
回
の
フ

ォ
ー
ラ
ム
で
は
、
 
２
分
科
会
で
二
次
被
害
を
避
け
る
た
め
の
「
司
法
面
接
」
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い

懲
戒
権
（
親
権
）
と
の
関
連
が
整
理
さ
れ
ず
矛
盾
を
は
ら
ん
で
い
ま
す
。

「
体
罰
に
教
育
的
効
果
は
あ
る
の
か
」
と
い
う
議
論
は
、
終
わ
っ
て
い
る
は
ず
な
の
で
す
が
、
実
際

に
は
心
理
的
虐
待
・
教
育
虐
待
に
連
続
す
る
体
罰
が
「
あ
る
」
こ
と
は
間
違
い
有
り
ま
せ
ん
。
体
罰
を

肯
定
す
る
一
部
の
方
は
、
「
あ
の
時
、
体
罰
が
あ
っ
た
か
ら
自
分
は
立
ち
直
っ
た
。
」
、
「
今
の
自
分
の
成

功
は
、
厳
し
い
親
が
い
た
か
ら
こ
そ
」
と
い
う
美
談
で
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
体
罰
を
肯
定
す

る
方
々
の
多
く
は
、
自
身
の
成
功
や
勝
利
を
「
体
罰
」
と
関
連
づ
け
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
勝
利
者
が

体
罰
肯
定
を
宣
言
し
て
い
る
の
で
す
。
勝
利
者
が
い
る
場
合
に
は
敗
者
も
存
在
し
ま
す
か
ら
、
「
体
罰

の
せ
い
で
人
生
を
誤
っ
た
。
」
、
「
あ
の
時
の
体
罰
が
な
け
れ
ば
違
う
人
生
が
あ
っ
た
。
」
と
主
張
す
る
敗

者
は
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
し
ょ
う
が
目
立
た
な
い
の
で
す
。
体
罰
は
科
学
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
誤
っ
た

信
仰
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
体
罰
に
は
教
育
効
果
が
あ
る
と
立
証
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
成
功
例
だ
け

を
あ
げ
て
効
果
が
あ
る
と
結
論
づ
け
る
の
は
無
理
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
体
罰
は
、
そ
の
質
と
量
・
程

度
や
方
法
を
標
準
化
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
体
罰
を
こ
れ
く
ら
い
の
程
度
で
与
え
た
ら
効
果
が
あ

る
と
い
う
説
明
は
無
理
で
す
。
な
に
よ
り
も
体
罰
を
す
る
側
は
圧
倒
的
に
有
利
な
立
場
で
子
ど
も
に
反

撃
の
機
会
も
与
え
ま
せ
ん
。

芸
術
や
ス
ポ
ー
ツ
の
分
野
で
も
、
熱
意
・
熱
血
・
根
性
・
血
と
涙
と
汗
。
そ
し
て
青
春
を
か
け
て
戦

う
姿
が
や
は
り
、
美
談
と
な
っ
て
い
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
美
談
と
し
て
「
体
罰
を
否
定
し
た
コ
ー
チ
」

も
い
ま
す
。
芸
術
･
ス
ポ
ー
ツ
の
分
野
で
も
教
育
虐
待
が
適
用
さ
れ
る
の
か
議
論
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ

で
す
が
、
体
罰
が
あ
れ
ば
虐
待
で
す
が
、
体
罰
が
な
く
て
も
、
過
度
の
課
題
や
目
標
を
掲
げ
た
指
導
に

名
を
借
り
た
教
育
虐
待
だ
と
思
い
ま
す
。
な
に
よ
り
も
、
麻
薬
と
同
じ
く
「
体
罰
（
暴
力
）
に
は
効
果

が
あ
る
」
と
思
い
込
む
と
よ
り
強
い
刺
激
で
な
け
れ
ば
満
足
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
す
。

４
ト
ラ
ウ
マ
（
T
r
a
u
m
a
）
、
心
理
的
外
傷
体
験
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
（
f
l
a
s
h
b
a
c
k
）

極
度
の
ス
ト
レ
ス
（
心
の
痛
み
）
を
経
験
す
る
と
そ
れ
が
ト
ラ
ウ
マ
（
心
理
的
外
傷
体
験
）
に
な
っ

て
、
心
（
脳
）
に
刻
み
込
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
震
災
を
経
験
し
た
方
が
ち
ょ
っ
と
し
た
物
音
に

驚
い
た
り
、
時
に
は
過
呼
吸
に
陥
っ
た
り
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
立
っ
て
い
ら
れ

な
い
ほ
ど
住
居
が
揺
れ
る
地
震
に
遭
遇
す
る
と
大
き
な
ス
ト
レ
ス
が
生
じ
ま
す
。
こ
れ
は
自
分
の
命
を

守
る
た
め
の
正
常
な
反
応
で
す
が
、
出
来
事
が
終
わ
っ
て
か
ら
も
、
心
の
刻
印
だ
け
が
残
り
ま
す
。
そ

の
後
、
関
連
す
る
情
報
に
出
会
っ
た
と
き
（
例
え
ば
震
災
の
報
道
に
接
す
る
等
）
に
地
震
に
遭
遇
し
た

と
き
と
同
じ
極
度
の
ス
ト
レ
ス
に
襲
わ
れ
る
と
い
う
の
が
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
（
ト
ラ
ウ
マ
の
再
現
）

で
す
。
時
に
は
関
連
す
る
出
来
事
が
な
い
の
に
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
が
生
じ
る
と
い
う
場
合
も
あ
り
ま

す
。
つ
ま
り
、
外
的
な
刺
激
が
な
い
の
に
心
理
的
な
反
応
だ
け
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
フ
ラ
ッ

シ
ュ
バ
ッ
ク
が
な
け
れ
ば
、
ト
ラ
ウ
マ
と
言
わ
な
い
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
も
な
く
、
極
度
の
ス
ト
レ

ス
（
人
に
よ
っ
て
感
じ
方
が
違
い
ま
す
。
）
は
、
何
ら
か
の
ト
ラ
ウ
マ
と
な
っ
て
心
に
刻
ま
れ
て
い
ま

す
か
ら
随
分
と
時
間
が
経
っ
て
ご
本
人
も
忘
れ
て
い
る
よ
う
な
（
記
憶
に
な
い
）
出
来
事
に
フ
ラ
ッ
シ

ュ
バ
ッ
ク
が
起
き
る
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
る
よ
う
で
す
。
勿
論
、
こ
れ
は
人
の
脳
の
優
れ
た
機
能
で
有

り
同
時
に
防
衛
の
機
能
な
の
で
す
。

５
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
（
P
o
s
t
T
r
a
u
m
a
t
i
c
S
t
r
e
s
s
D
i
s
o
r
d
e
r
心
的
外
傷
体
験
後
ス
ト
レ
ス
障
害
）

ど
の
よ
う
な
暴
力
・
虐
待
、
性
的
虐
待
、
性
暴
力
も
、
一
度
の
体
験
で
ト
ラ
ウ
マ
と
な
り
、
フ
ラ
ッ

シ
ュ
バ
ッ
ク
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
ト
ラ
ウ
マ
と
な
り
う
る
体
験
が
一
度
で

は
な
く
長
い
期
間
に
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
心
的
外
傷
の
症
状
を
「
複
雑
性
Ｐ

3
4

ま
す
。
二
次
被
害
は
支
援
者
が
無
自
覚
で
す
。
充
分
な
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
た
う
え
で
の
聞
き
取
り

と
慎
重
さ
が
必
要
で
す
。

８
解

離

解
離
と
は
「
通
常
は
統
合
さ
れ
て
い
る
意
識
、
記
憶
、
同
一
性
、
周
囲
の
知
覚
な
ど
の
機
能
」
が
失

わ
れ
る
失
わ
れ
る
状
態
で
あ
る
。
私
が
私
で
な
い
よ
う
な
、
こ
こ
に
い
る
の
に
周
囲
と
切
り
離
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
感
覚
だ
。
そ
れ
は
特
に
虐
待
な
ど
の
ト
ラ
ウ
マ
的
な
出
来
事
、
解
決
し
が
た
い
人
間
関
係

の
問
題
な
ど
の
心
因
性
の
要
因
」
か
ら
生
ま
れ
る
と
い
う
（
落
合
滋
之
監
修
「
精
神
神
経
疾
患
ビ
ジ
ュ

ア
ル
ブ
ッ
ク
」
）
。
（
引
用
：
山
本
潤

「
１
３
歳
、
「
私
」
を
な
く
し
た
私
」
）

９
解
離
性
同
一
性
障
害
・
Ｄ
Ｉ
Ｄ
(

D
is

so
ci

at
iv

e
Id

en
ti

ty
D

is
o
rd

er
)

現
在
Ｄ
Ｉ
Ｄ
と
認
識
さ
れ
て
い
る
症
状
は
、
か
つ
て
は
多
重
人
格
障
害
(
Ｍ
Ｐ
Ｄ
)
と
考
え
ら
れ
て
い

た
も
の
で
あ
り
、
い
ま
で
も
よ
く
そ
の
名
称
が
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
Ｍ
Ｐ
Ｄ
は
Ｄ
Ｉ

Ｄ
の
極
端
な
症
状
の
一
つ
で
あ
る
。
『
精
神
障
害
の
診
断
と
統
計
の
手
引
き
』
 
四
版
（
通
称

Ｄ
Ｍ

Ｓ
－
Ⅳ
）
理
に
よ
れ
ば
、
正
式
な
Ｄ
Ｉ
Ｄ
の
診
断
に
は
以
下
の
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

・
三
つ
以
上
に
分
離
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
人
格
の
存
在
(
状
況
や
自
己
に
つ
い
て
感
知
し
、
関
連
づ
け
、
思
考

す
る
や
や
継
続
的
な
様
式
を
そ
れ
ぞ
れ
有
し
て
い
る
)
。

・
こ
れ
ら
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
人
格
の
状
態
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
二
つ
が
何
度
も
行
動
を
規
定
す
る
。

・
通
常
の
忘
却
と
は
説
明
で
き
な
い
ほ
ど
の
、
重
要
な
個
人
的
な
情
報
の
記
憶
の
喪
失
。

・
混
乱
が
、
あ
る
物
質
に
よ
る
直
接
的
な
生
理
的
影
響
(
た
と
え
ば
飲
酒
に
よ
る
記
憶
の
喪
失
や
無
秩
序
な
行
動
)
や
一

般
的
な
医
学
的
な
状
態
（
例
え
ば
複
雑
部
分
発
作
）
で
は
な
い
。
〈
注
意
〉
子
ど
も
の
場
合
は
、
症
状
を
想
像
上
の

仲
間
や
空
想
的
な
遊
戯
に
帰
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
引
用
：
「
私
の
中
の
わ
た
し
た
ち
」

オ
ル
ガ
･
ト
ゥ
ル
ヒ
ー
ヨ

著
）

 
１
分
科
会
で
の
発
表
や
意
見
交
換
で
の
「
言
葉
の
説
明
」
を
掲
載
し
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
説
明
は
、

発
表
者
が
更
に
詳
し
く
、
あ
る
い
は
間
違
っ
た
説
明
を
訂
正
し
て
く
だ
さ
る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
各
項
目
の
説
明
内
容
に
は
、
鳥
取
県
庁
家
庭
支
援
課

児
童
養
護
･
Ｄ
Ｖ
担
当
係
長

森
直
樹

さ
ん
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

特
定
非
営
利
活
動
法
人

子
ど
も
の
虐
待
防
止
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
鳥
取
と
は

子
ど
も
の
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
啓
発
や
子
育
て
支
援
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
虐
待
か
ら
の
子
ど
も
の

救
出
と
そ
の
後
の
援
助
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
鳥
取
県
内
の
各
市
町
村
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
、

各
児
童
相
談
所
と
協
力
し
て
、
様
々
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
平
成
１
２
年
３
月
に
発
足
し
ま
し
た
。

英
文
名
を

C
h

il
d

A
b
u

se
P

re
v
en

ti
o

n
T

o
tt

o
ri

A
ss

o
ci

at
io

n
と
し
て
い
ま
す
。
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｔ
Ａ
（
キ
ャ
プ
タ
）

で
検
索
し
て
く
だ
さ
い
。

公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
tt

p
:/

/n
p
o

-c
ap

ta
.o

rg
/

Ｆ
ａ
ｃ
ｅ
ｂ
ｏ
ｏ
ｋ

h
tt

p
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//
w

w
w
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山本 潤氏　資料

3月性犯罪無罪判決
要望書に関する資料：性犯罪無罪判決について

日付 裁判所名 起訴概要 判決 判決の問題点 要望書の主張

3/12
福岡地裁

久留米支部
西崎健児裁
判長

準強制性交等罪
飲酒し意識がも
うろうとなって
いる女性への性
的暴行

無罪→
検察側控訴

▼泥酔し眠りこみ抵抗で
きない状態の女性に対し
性交したにも関わらず、
加害者の「性交に合意し
ていると思った」との誤
解が認められ無罪

▼不同意性交罪の創設“
同意のない性交”を処罰
規定とする必要がある諸
外国では法制化

3/19
静岡地裁
浜松支部

山田直之裁
判長

無罪

→検察側控訴せず
無罪確定

▼不同意性交罪の創設
▼裁判官研修

3/26
名古屋地裁
岡崎支部

鵜飼祐充裁
判長

準強制性交等罪

抵抗できない状
態の長女（19）
への強制性交

無罪

→検察側控訴
▼判決は不同意を認定、
抗拒不能なかった。

▼不同意性交罪の創設
▼裁判官研修
▼地位関係性を利用した
処罰規定

3/28
静岡地裁

伊東顕裁判
長

強姦
※改正刑法前
12歳の長女への
性的暴行

無罪

→検察側控訴

▼被害の供述を複数回行
わされる。供述内容が変
遷しているため信用でき
ないものと断じている

▼司法面接を必ず行う
▼司法面接でのビデオ証
拠裁判証拠になるように

人生で一番のショック！

訴えないことで被害者の心の
平安を保護する
（法制審議会 第4回会議）

⇒そもそも
心の平安はない。
回復は数年～数十年の
時間がかかる

▼親子間でも真摯な同意に基づく
性行為がないとは言えない

（検討会第６回会議）

▼被害者が積極的に監護者
（親など）にせまった場合

（法制審議会第3回会議）

⇒ありえない。

「自分の心身を差し出す」

ことならある

性暴力と刑法を考える当事者の会
代表 山本潤

2015年8⽉性暴⼒と刑法を考える
当事者の会⽴ち上げ

201６年秋〜
ビリーブキャンペーン始動

2017年7⽉7⽇⼀般社団法⼈
Spring設⽴

2017年6⽉16⽇
刑法性犯罪改正︕

2回要望書を提出
ヒアリングで意⾒を述べる

署名提出
ロビイング
参考⼈

2016年 9⽉
法務⼤⾂への答申

2015年11⽉
法務省 法制審議会
―刑事法（性犯罪関係）部会

2017年1⽉
国会審議

法務省官僚

鳥取県

⿃取県
（⼈⼝５7.06万⼈）

全国

強制性交等罪 17件 （ʼ17︓14） 1307件（ʼ17︓1109）

強制わいせつ 5件（ʼ17︓4） 5340件（ʼ17︓5809）
異性から無理やり

性交された経験

6.0% 6.5%

相談しなかった 46.9 % 67.5 %

警察︓平成30年１〜12⽉犯罪統計

性犯罪認知件数（2018.H30年）

平成26年⿃取県の性暴⼒被害https://www.pref.tottori.lg.jp/257306.htm

で変えよう！刑法性犯罪

⼀般社団法⼈Spring
代表理事 ⼭本 潤

2014年 9⽉
松島みどり法務⼤⾂就任会⾒

2014年11⽉
法務省「性犯罪の罰則に
関する検討会」

2015年7月院内集会
法務省職員による「刑法検討会まとめの報告」

強盗より強姦の
ほうが罪が軽いこ
とに憤り

あ性暴力被害のことを
全く知らない人たちが
被害者に大きな影響を
与える法律を作ってい
る！

性暴力被害がどういう経験なのかが
知られていない

2017年7⽉７⽇設⽴
⽇本初︕法⼈化された被害者団体
・２０名強のボランティアスタッフ
・刑法性犯罪改正に向けた活動

1 2

3 4

5

7

6

8

積み残された課題とは・・・？

＊詳しくは「見直そう！刑法性犯罪 〜性被害当事者の視点から〜」を参照

・暴⾏脅迫があったことを被害者側が裁判で⽴証
⇦ ⽴証できなければ、不同意でも罪に問えない暴行脅迫要件

•内閣府調査では交際相⼿・元交際相⼿からの加害23.8%
• 「パートナー関係にあればいつでもセックスOK」という認識
⇦ DV被害

パ-トナーからの性犯罪

•「上司と部下」「先⽣と⽣徒」「先輩と後輩」等は考慮なし
• 「監護者」は「親（⾥親）」や「施設職員」程度
⇦ 対等でない関係における被害は潜在化しやすい

地位・関係性

•性交の意味やリスクを理解し、相⼿に意思を伝えることが
できる年齢「13歳」 しかし、中学⽣に性交は教えない

⇦ 13歳以上の被害者には、成⼈と同じ暴⾏脅迫要件が適⽤
性交同意年齢

•強制性交等罪１０年
•強制わいせつ罪７年
⇦ 過ぎたら加害者を罪に問えない

時効

•廃⽌
⇦不起訴事例が続いている集団強姦罪

2018年パルシス
テム助成⾦により
印刷されました。

・未成年の被害者が刑事的処罰のために訴えることが難しい
・成⼈になったときは、時効、もしくは時効が迫っている。
【ドイツ】⼦どもの時の性被害をコールセンターに問い合わせた⼈の平均年齢46歳
→30歳まで延⻑公訴時効を延⻑、その後20年間訴えられる
▶提案 時効の廃⽌

2017年刑法性犯罪
改正で変わったこと

強姦罪

強制性交
等罪

名称
3年以上の
有期懲役

5年以上の
有期懲役

重刑
化

親告罪

⾮親告罪

起訴

男性器の⼥
性器への挿
⼊のみ

⼝腔・肛⾨
への挿⼊も

定義
拡大

なし

監護者であるこ
と乗じた性犯
罪創設

地位
関係
性

強制性交等罪（旧強姦罪）
旧刑法 第１７７条（強姦罪）
暴⾏⼜は脅迫を⽤いて 13歳以上の⼥⼦を姦淫（かんいん）
した者は、強姦の罪とし、３年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の⼥⼦を姦淫した者も、同様とする。

新刑法177条（強制性交等）
13歳以上の者に対し、暴⾏⼜は脅迫を⽤いて性交、肛⾨性交⼜
は⼝腔性交（以下「性交等」という。）をした者は、強制性交等の
罪とし、５年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性
交等をした者も、同様とする。

最も解決したい課題

▼性加害をした人が有罪にならない
▼弱い立場の人が性暴力を受ける
（子ども、障害者、若年層、外国籍
、ジェンダー差、職業・・・）

▼性暴力を許す社会の風潮

⽑布をかぶせられた→暴⾏にならないの︖
「殺すぞ」と⾔われた→脅迫にならないの︖
▶提案
・同意のない性交、意思に反した性交を処罰する規定を作る
・不同意規定がある国
イギリス、アメリカカリフォルニア州、ドイツ、カナダ、ブータン、インド

⽇本 ミシガン州 ニューヨー
ク州

イギリス フランス ドイツ 韓国

法定刑 ５年以上
の
有期懲役
（20年）

無期拘禁
または有期
拘禁（第
１級性犯
罪）

５年以上
２５年以
下の
拘禁刑（
第１級性
犯罪）

終⾝刑 １０年以
上１５年
以下の
拘禁刑

２年以上
１５年以
下の
⾃由刑

３年以上
３０年以
下の懲役

公訴
時効

１０年 時効なし（
第１級性
犯罪）

時効なし（
第１級性
犯罪）１
８歳まで停
⽌

時効なし 満２０年
３０歳
まで停⽌

２０年
３０歳まで
停⽌

１０年
成⼈まで停
⽌
１３歳未
満、障碍者
時効なし

性交同意
年齢

１３歳
未満

１６歳
未満

１７歳
未満

１６歳
未満

１５歳
未満

１４歳
未満

１３歳
未満

諸外国との比較
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11 12
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15
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24 2524 25

第１分科会 第１分科会

相談が受けつ
けられない

捜査が始まら
ない

起訴不十分
不起訴相当

無罪

【相談】

強制性交等：

3.7%
含強制わいせつ

：18.5%

【起訴率】H28
強姦：36.1%
強制わいせつ：40.1%

警察
検察

裁判所

相談 送検 起訴

司法運用の問題

性暴力は身近な出来事
平成29年度
▶内閣府男女共同参画局
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/chousa/pdf/h29danjokan-7.pdf

１) 無理⽮理に性交等（⼝腔・肛⾨性交含む）をされた経験
⼥性の （ ） ⼈に 1⼈
男性の （ ） ⼈に 1⼈

２）⼩学校⼊学前や⼩学⽣の時の性交等（⼝腔・肛⾨性交含む）
⼥性の （ ） %
男性の （ ） %

３)加害者が、知っている⼈
（ ）％

４)誰にもそのことを相談していない
（ ）％

１３

１４．９

６７

８８．８

１７．３

５６．１

加害者側の要因 被害者側の要因

社会・政策レベル

性暴力に対する法的な制裁措置が弱い
社会の常識として暴力を容認する傾向がある（暴力容認の性役割・社会規範）

男性優位が当たり前の社会になっている

コミュニティ・組織レベル

性暴力に対するコミュニティ・組織の道徳的な制裁措置が弱い（コミュニティ・組織性暴力に寛容）
コミュニティ・組織の経済力が低い（貧困地域）

関係性レベル

2人以上のパートナーをもつ、それを奨励する家族
仲間からのプレッシャーに弱い

二人以上のパートナーをもつ

個人レベル

＜個人のバックグラウンド＞
低い社会的地位・経済力、暴力団への加入

＜子ども時代の暴力被害＞
性暴力・身体的暴力の被害経験、DV目撃経験

＜メンタルヘルス上の問題＞
反社会的人格障害、飲酒問題、ドラッグ

＜個人のバックグラウンド＞
若年、低学歴、独り身、子ども時代の性産業従事

＜子ども時代の暴力被害＞
性暴力の被害経験、DV目撃経験
＜メンタルヘルス上の問題＞

抑うつ、飲酒問題、ドラッグ、過去の暴力被害経験

WHO世界保健機関・ロンドン大学ジェンダー暴力研究センター2010『DV・性暴力防止のためのテイク・アクション』

性暴力を発生させる要因

構造的な暴力
個人にしわ寄せが行く
特に弱い立場の人

▼福岡地⽅裁判所久留⽶⽀部 準強姦罪無罪判決
2019年3月12日、福岡地方裁判所久留米支部は、女性が飲食店で深酔いして抵
抗できない状況にある中、性的暴行をし、準強姦罪に問われた福岡市内の会社
役員男性に対し、「女性はテキーラなどを数回一気飲みさせられ、嘔吐しても
眠り込んでおり、抵抗できない状態だった」と認定したが、女性が目を開けた
り、何度か声を出したりしたことから、「女性が許容している、と被告が誤認
してしまうような状況にあった」「女性が拒否できない状態であったことは認
められるが、被告がそのことを認識していたと認められない」として、無罪と
判断。

▼静岡地⽅裁判所浜松⽀部 強制性交等致傷罪無罪判決
2019年3月19日、静岡地方裁判所浜松支部は、女性に対する強制性交等
致傷罪に問われたメキシコ人男性に対し、被告人の暴行が被害者の反
応を著しく困難にする程度であったことは認めましたが、被害者が「
頭が真っ白になった」などと供述したことから、女性が抵抗できなか
ったのは精神的な理由によると認定し、「被告からみて明らかにそれ
とわかる形での抵抗はなかった」として、無罪と判断

加害者が性交に同意したと誤解したら、無罪になる
相⼿の反応に鈍感な⼈ほど有利

▼名古屋地⽅裁判所岡崎⽀部 準強制性交等罪無罪判決
2019年3月26日、名古屋地方裁判所岡崎支部は、中学2年から長女（19）への性
的虐待を行っていた父親の2017年8月と9月の性交に対して、長女が「性交に同
意していなかったこと」を認めましたが、性交を拒んだ際に受けた暴力は恐怖
心を招くようなものでなく、従わざるを得ないような強い支配、従属関係にあ
ったとまでは言い難いとし、「被害者が抗拒不能の状態だったと認定すること
はできない」として無罪

▼静岡地⽅裁判所 強姦罪無罪判決
2019年3月28日、12歳長女に対する約2年間にわたる、週3回の頻度で性行為を
強要されていたと検察側が主張し強姦などで起訴された男性について、静岡地
方裁判所は「唯一の直接証拠である被害者の証言は信用できない」と無罪とし
ました。理由として、⻑⼥が児童相談所職員に毎週⾦曜⽇に性交されていると証⾔して
いたが、証⼈尋問では⾦曜⽇じゃなくなったなどと証⾔し、被害の頻度や曜⽇について供述
が変遷しているので、検察官の主張は採⽤できないと結論。

断固として反対 できているのか？

被害時、12歳の被害者が⼀貫した証⾔ができなかった

抵抗できたのにしなかったと認定

起訴率は下がり続けている

54.5 52.2
48. 45.2 47.9 50.3
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54.7 56.9 57.4
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49.4 48.8
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40.1
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69.5
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56.2
60.5

88.5 87.9

76.1

59.3
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68.8
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67.7

55.6

0.

22.5

45.

67.5

90.

112.5

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

性犯罪起訴率

強姦 強制わいせつ 集団強姦 集団強姦致死

強制わいせつ
強姦

集団強姦

集団強姦致死

・ＰＴＳＤの発症率（Kessler et al., 1995）
→レイプ被害を経験した男性の65%

⼥性の45.9%
・精神疾患、物質乱⽤率（全⽶⼥性調査，1992）
→レイプ被害者（⼥性）のうつ病発症率30％
（犯罪被害者ではない場合10％の発症率）
→性暴⼒被害者がアルコール関連問題を抱える割合は

⾮被害者の13.4倍、薬物関連問題は26．0倍
・性的被害経験のある学⽣は⾮被害者の学⽣と⽐べ

⾃殺企図の割合が6.4倍（Tomasula et al, 2012）

性被害後の精神的後遺症

性暴⼒と報道対話の会
⽬⽩⼤学⼈間学部⼼理カウンセリング学科 専任講師
（公社）被害者⽀援都⺠センター 臨床⼼理⼠ 齋藤 梓

加害者側の要因 被害者側の要因

社会・政策レベル

性暴力に対する法的な制裁措置が弱い
社会の常識として暴力を容認する傾向がある（暴力容認の性役割・社会規範）

男性優位が当たり前の社会になっている

コミュニティ・組織レベル

性暴力に対するコミュニティ・組織の道徳的な制裁措置が弱い（コミュニティ・組織が性暴力に寛容）
コミュニティ・組織の経済力が低い（貧困地域）

関係性レベル

2人以上のパートナーをもつ、それを奨励する家族
仲間からのプレッシャーに弱い

二人以上のパートナーをもつ

個人レベル

＜個人のバックグラウンド＞
低い社会的地位・経済力、暴力団への加入

＜子ども時代の暴力被害＞
性暴力・身体的暴力の被害経験、DV目撃経験

＜メンタルヘルス上の問題＞
反社会的人格障害、飲酒問題、ドラッグ

＜個人のバックグラウンド＞
若年、低学歴、独り身、子ども時代の性産業従事

＜子ども時代の暴力被害＞
性暴力の被害経験、DV目撃経験
＜メンタルヘルス上の問題＞

抑うつ、飲酒問題、ドラッグ、過去の暴力被害経験

WHO世界保健機関2010『暴力防止：世界における実践成果と証明』、ロリ・ヘイズ2011『DV防止に何が効くのか？』

性暴力をなくすには
（世界的に効果が証明されている実践）

性暴力に対する法的措置を強化する・公正にする（性暴力禁止法）
社会の意識改革をし暴力を容認しないのが当たり前にする(キャンペーン、メディア、ワークショップ、トレーニング)

男性も女性も対等に働き活躍できる社会にする

コミュニティ・組織の意識改革をし、暴力を容認しないのが当たり前にする
（キャンペーン、メディア、ワークショップ、組織・学校内トレーニング）

女性の経済的エンパワメント
（小規模ビジネス・マイクロファイナンス支援）
被害者に対するケアとサポートを強化する
虐待・体罰・飲酒問題を予防する

虐待・体罰を予防する
（虐待禁止法、親・教師のトレーニング）

飲酒問題をなくす（飲酒を制限する法律、断酒会）

男性を巻き込むと成
功しやすい

刑法性犯罪改正

17 18

19 20

21

23

22

24

政治に声を届け働きかけることで
刑法改正を目指します！

議員

省庁市民

⾒直しが必要という
世論を盛り上げる

解決する方法

▼ロビイング
・市⺠の声を届ける
・議員・省庁への
働きかけ

＃OneVoiceキャン
ペーン全国アクション
・⾒直しが必要という世
論を盛り上げる

202１年or
２０２２年6月

2018年
法務省調査研
究WGの開催

刑法を検討する会議に
当事者・性暴⼒の実態
を理解している専⾨家を
半数以上⼊れる

2020年 法務省
刑法性犯罪見直しを
はじめる

仮）・刑法改正見直しを求める
署名が10万人集まる
・国に請願が提出される

@国会議員会館

＃One Voiceキャンペーンの目標

計画案（１）
刑法性犯罪を審議中の国会議員会館を
全国の#One Voiceメッセージで埋め尽くす！

計画案（２）
公式twitterなど
SNSで拡散キャンペーン！

その他、
街頭ジャック︕︖などなど…

Springが、皆さんの声を社会に伝えます！！
一緒に声を届けてくれるスタッフ募集中！

法務省
• 3年後に見直しを検討するかは
わからない

•調査や裁判例を判断していく

前回検討委員会
12⼈（裁判所1⼈、法務省1⼈、警察庁1⼈、刑法学者6⼈、加害
者側弁護⼠１⼈、被害者側弁護⼠1⼈、臨床⼼理⼠1⼈）

↓ 
今後
検討会委員を決める

↓
見直ししない

↓
見直し
検討項目を決める

当事者・性暴⼒被害を
理解している専⾨家を
半数以上⼊れる

附則がついた！

政府は、この法律の施行後三年を目途として（中略）必要
があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講
ずるものとする。

2020年？
法律を議論するには2年かかる。もうスタートしないと間
に合わない！

キャンペーン戦略

1⼈1⼈の声を集めて刑法改正する

メディアに取り上げられ・・

One Voice が政治を動かす！

市民活動が

政治の場に届いた！

One Voiceが多ければ多いほど、政治・社会を動かす力
大きくなる！

１、ロビイングで市民の声を政治に届ける

与党・野党議員 ６０⼈との⾯談
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26 2726 27

第１分科会 第１分科会

３、調査研究
「性暴⼒の被害経験に関する調査」
同意のある性交と同意のない性交との違いを明らかに
→31⼈にインタビュー、被害件数41件
多くは顔⾒知りらの被害
⾞や暗い場所に追い込まれる、上下関係につけこまれる

「エントラップ（罠）型」が19件
被害を認識するのに時間がかかり

⾃分を責める⼈も多い。
9件は警察に相談、有罪は2件

協力研究者と質的調査

https://spring-research.webnode.jp/

2019年５月13日 山下法務大臣と最
高裁判所長官に要望書提出

Springの歴史
▼前⾝団体「性暴⼒と刑法を考える当事者の会」
2015年8⽉〜2017年6⽉
・法制審議会に２回要望書を提出、ヒアリング出席
・他３団体とビリーブキャンペーン、前回刑法改正を後押し

▼⼀般社団法⼈Spring
2017年7⽉〜
2017年7⽉ 法務省⼤⾂政務官 要望書提出
2017年12⽉ 与党 １２議連 設⽴後押し
2018年2⽉ 12団体からなる刑法改正市⺠プロジェクト 取りまとめ
2018年7⽉ 英国視察
2018年11⽉ 院内集会「現場からの報告」刑法改正市⺠プロジェクト140⼈
2019年3⽉ ＃me tooで変えよう︕刑法性犯罪 全国キャンペーンスタート
2019年5⽉ 法務⼤⾂に要望書提出
2019年6⽉ 3団体で法務省刑事局⻑に4万５千⼈の署名を提出

性暴力と

刑法を考える
当事者の会

・2018年 ⽇本政府主催WAW︕
（世界⼥性会議）にブース出展
・2019年３/23,24WAW︕
にブース出展

２、世界に声を届けるイベント開催
ノーベル平和
賞最年少受賞
マララさん
来⽇
スピーチ

２、世界に声を届けるイベント開催

延べ参加人数３３０人

HP,blog,FB,twitter,メールマガジン

４、広報で伝える

2019年6月24日 法務省刑事局長に4万
5千人の署名を提出

http://chng.it/wvDsXqQRxX

・リアルを知る
・市⺠の声を集める
・政治に声を届ける

・社会の変化に対応する
・受け⼊れがたい⾏為を
規制し、重⼤性に⾒合う
刑を定める
・児童と弱者が保護される
・処罰されるべき犯罪であ
ると加害者に強いメッセー
ジを送る

刑法性犯罪改正刑法を検討する会議に
当事者・性暴⼒の実態を
理解している専⾨家を
半数以上⼊れる

法務省が
選ぶ

全国キャンペーン
OneVoiceアクション
・⾒直しが必要という
世論を盛り上げる

【フラワーデモとのコラボ】
毎月11日開催
8月全国18か所開催
OneVoiceを集める
11/10(日)共催イベント
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大きな力になる！ひとりの声が

あなたのお友達にも広めてください！

ロビイングはお⾦がかかる︕
のに、収益にならない。。。
2018年度
ロビイングの収⼊5万円 ⽀出595900円 （⼈件費なし）
2019年度〜
全国キャンペーン展開︕
国会議員は地⽅から選出される。
性暴⼒はどこでも起こる。地⽅から
刑法改正の機運を盛り上げよう︕

Spring ご支援のお願い

でさらに赤字化…？

Spring会員②

名称 区分 会費 申し込み・決済方法 特典

Early Spring メルマガ会員 0円/月 グーグルフォーム メルマガ配信(月2回)

個人向け

Spring 寄付会員 500円/月
クレジットカード(ピーネクラブ)
ゆうちょ振込一括(6,000円/年) 銀行
振込（準備中）

メルマガ配信 (月2回) 活動
報告書(年1回) イベント参加
費割引 10%

Breeze 寄付会員 1,000円/月
クレジットカード(ピーネクラブ)
ゆうちょ振込一括(12,000円/年) 銀
行振込（準備中）

メルマガ配信 (月2回) 活動
報告書(年1回) イベント参加
費割引 10%

Water 寄付会員 3,000円/月
クレジットカード(ピーネクラブ)ゆ
うちょ振込一括(36,000円/年) 銀行
振込（準備中）

メルマガ配信 (月2回) 活動
報告書(年1回) イベント参加
費割引 10%

Sun 寄付会員 5,000円/月
クレジットカード(ピーネクラブ)ゆ
うちょ振込一括(60,000円/年) 銀行
振込（準備中）

メルマガ配信 (月2回) 活動
報告書(年1回) イベント参加
費 無料 名前をWeb掲載(
希望時)

団体向け

Earth 団体会員 10,000円/年 ゆうちょ振込一括
銀行振込（準備中）

活動報告書(年1回) 団体名
Web掲載(希望時)

単発ご寄付

Supporter 単発寄付 ご自由に
クレジットカード(準備中) ゆうち
ょ振込 銀行振込（準備中） イベン
ト時募金箱へ

準備中

＊スタッフとして活動をす方は「Spring」正会員となります

＊ご入会は、Springパンフレット及びWebから申し込む事ができます。

あなたの#One Voiceを書いてください！

刑法改正に向けた“前向き”なメッセージをお願いします。
このあと、写真撮影を行います！

Spring 全国キャンペーン
＃me too で変えよう！刑法性犯罪

各地⽅でイベントを開催

関⼼がある⼈に
⼿をあげてもらう

＃OneVoice全国アクション︕

3⽉16⽇（⼟）神奈川県 ＜神奈川STaRT＞
30⼈中８⼈が＃OneVoiceメンバーに

6⽉9⽇（⽇）⼤阪府
＜⼤坂被害者アドボカシーセンター＞
26⼈中７⼈が＃OneVoiceメンバーに

7⽉13⽇（⼟）沖縄 ＜おきなわCap＞
49⼈中６⼈が＃OneVoiceメンバーに

８⽉24⽇（⼟） 福岡県久留⽶
＜NO!SHくるめ・あいたた俱楽部＞
10⽉14⽇（⽉・祝） 名古屋
12⽉7⽇（⼟）岡⼭県

▼2019年10⽉までに各都
道府県から40枚の
OneVoice写真を集める
▼ 2019年11⽉国会議員
会館に47都道府県の
OneVoiceシートを届ける
▼１１⽉全国⼀⻫アクション
▼2020年秋までに
全国から4万７千枚の
OneVoice写真を集める
▼刑法改正を求める署名を
法務⼤⾂に渡す

OneVoiceシート
にメッセージを記⼊し、写真を撮って
onevoice@spring-voice.org
に送ってください。
上記QRコードからも申し込めます
＊ OneVoice写真は、web、国会議員会
館などの公の場で公開されます
＊⼿元や、OneVoiceシートで顔が移らない
ようにとっても⼤丈夫です。

Spring会員①

被害当事者の声を集めた冊子を
500部作成することができ、
一人でも多くの人に当事者の声を
届けることができます。

1,000円会員を
１年間継続すると

3,000円会員を
１年間継続すると

5人のSpringスタッフが
3回ロビイングへ行くことで、
国会議員や関係省庁へ
被害者の声を要望書等にして
届けることができます。

活動を地方へ広げる全国キャン
ペーンイベントが一回開催でき
、市民や地方議員へ当事者の声
を直接届けることができます。

5,000円会員を
１年間継続すると

あなたのご支援で、たとえばこんな事ができます。

突き刺さりたいゴール

▼してはいけないことを明確に定め、違反した
場合には、適切に対応する

▼心身に大きなダメージを受けた被害者は、支
援を受けないと訴えられない

▼被害者を支援し、司法の手続きが進むこと、
被害者が回復することが重要

▼加害者を訴追する
▼加害者が性暴力行動を手放すための治療教育

41 42

43 44

45

47

46

48
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司法面接の現状と課題
～今後の司法面接のあり方～

大田原 俊輔（おおたわら しゅんすけ）氏

弁護士法人やわらぎ　代表弁護士（鳥取県弁護士会所属）
鳥取県弁護士会こどもの権利委員会委員長
鳥取県弁護士会元会長（平成20年度、平成28年度）
鳥取県弁護士会犯罪被害者支援委員会委員
特定非営利法人こどもの虐待防止ネットワーク鳥取理事

略歴
平成 ２年　中央大学法学部法律学科卒業
平成 ５年　司法試験合格
平成 ８年　弁護士登録（鳥取県弁護士会入会）、「大田原俊輔法律事務所」開設。
平成16年　事務所法人化、「弁護士法人やわらぎ」代表弁護士。

コーディネーター

第２分科会

正確な事実を子どもにとってできる限り少ない負担で子どもから聞き取るための面接手
法である「司法面接」についてその概要を説明し、「司法面接」とその前提となる「多機
関連携」の課題について、鳥取県内の現状と全国的な流れの比較検討を踏まえて、司法・
福祉・医療のそれぞれの立場のパネリストがディスカッションを行い、子どもにとって
より良い「司法面接」と子どものための専門機関の連携を考える。

概　要

北野 彬子（きたの あきこ）氏

きたの法律事務所　弁護士（鳥取県弁護士会所属）

略歴
平成17年　大阪市立大学法学部卒業
平成19年　関西学院大学司法研究科卒業
平成20年　司法試験合格
平成22年　弁護士登録

コーディネーター

飛田 桂（ひだ けい）氏

神奈川県弁護士会所属
ベイアヴェニュー法律事務所
NPO法人神奈川子ども支援センターつなっぐ代表理事

略歴
平成26年  1月　神奈川県弁護士会（当時の横浜弁護士会）登録
平成26年  1月　日本大通り法律事務所入所
平成30年12月　ベイアヴェニュー事務所開所
平成31年 ４月　NPO法人神奈川子ども支援センターつなっぐ開設

パネリスト

片桐 千恵子（かたぎり ちえこ）氏

医療法人同愛会　博愛病院　産婦人科部長

略歴
平成 元年　鳥取大学医学部卒業
平成 ６年　鳥取大学大学院医学研究科外科系専攻博士課程修了
平成 ７年　米国　ハワイ大学産科婦人科留学
平成 ８年　博愛病院産婦人科
平成17年　鳥取大学医学部産科婦人科　（助教）
平成23年　博愛病院産婦人科

パネリスト

中村 葉子（なかむら ようこ）氏

横浜地方検察庁　総務部長　検事　（令和元年10月現在） 
社会福祉士（平成29年登録）
精神保健福祉士（平成31年登録）

略歴
平成5年 検事任官
平成19 ～ 21年度 司法研修所教官（３年間）
平成26年度～ 京都・名古屋・横浜地検の総務部長として児童虐待多機関連携担当

パネリスト
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北野 彬子氏　資料

1
2

小松原 慶一（こまつばら けいいち）氏

鳥取県米子児童相談所　児童心理司
公認心理師

略歴
平成19年　京都文教大学臨床心理学部卒業
平成21年　鳥取大学大学院医学部医学系研究科　博士前期修了
同年　　　 鳥取県入庁　県内児童相談所に勤務し現在に至る

パネリスト

石橋 弥雪（いしばし みゆき）氏

鳥取県米子児童相談所　参事兼相談課長

略歴
平成３年３月 龍谷大学文学部卒業
平成３年４月 鳥取県入庁
平成28年 現所属に配置となり現在に至る。

パネリスト
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27
28

飛田 桂氏　資料

日本における保護の協働

出頭要求

→拒否

立ち入り調査

→拒否

裁判所の許可

→臨検・捜索

警察

捜査の際の連携
協同面接（平成２７年１０月２８日通知）

・児童相談所、検察
庁、警察が三機関
で協力して、子ど
もの面接について
の負担を軽減する
ために、一緒に面
接を行う。

・面接官は、１人だ
けれども、バック
スタッフとして、
他の機関も入って
いる。二機関のこ
ともある。

・面接の際には、録音
録画して、いわゆる
フォレンジックインタ
ビュー（司法面接）と
いう、オープンクエス
チョンを基本とする面
接技法が使用される。

非虐待親権者

犯罪被害者弁護士

子どもが話したことを最大限活用する

施設・学校

裁判所

裁判所（民事・家事）

検察庁

警察

シェルター

医療

引きこもり相談、犯罪被害相談

子ども担当弁護士

弁護士（民事・家事）

児童相談所 中立的機関

本日の予定

① 「保護」と「捜査」の違い

② 「児童相談所」でも「捜査機関」でもない、中
立的な機関で話を聴く必要性

③ 子どもを中心とした議論

NPO法人神奈川子ども支援センターつなっぐ代表理事
ベイアヴェニュー法律事務所 弁護士 飛 田 桂

中立的に子どもから話を聴く

警察からの情報提供

諸外国での情報提供

 捜査機関であっても、児童相談所に情報提
供（相互に情報提供）

日本での情報提供の議論
 児童相談所から、捜査機関（一方）

捜査機関 児童相談所

児童相談所捜査機関

捜査事項照会、差押、

親
が
薬
物

子どもの話が利用される分野

施設・学校

裁判所

犯罪被害者弁護士

裁判所（民事・家事）

検察庁

警察

シェルター

医療

引きこもり相談、犯罪被害相談

子ども担当弁護士

弁護士（民事・家事）

非虐待親権者
児童相談所

子どもの話したことを
子どものために使う

協同面接において捜査機関で子どもが話す
→原則として捜査機関以外が使えない。

中立的な機関などで子どもが話す
→捜査機関も使えるが、他機関で使える。それに
より、二次被害が極めて少なくなる。

1 2
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子どもを中心
とした議論

9

① 早期に中立的な機関で証拠を収集

② 日本独自の最低限のルールを制度化す
る必要（「子どもから話を聴く職業」）

③ 信用性の議論（日本の裁判例では、信
用性とプロトコールの話の混同も）

9
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の
性

被
害

。
警

察
が

認
知

し
，

協
同

面
接

に
児

相
も

同
席

要
請

。

保
護

者
が

本
児

の
姉

に
身

体
的

虐
待

を
行

っ
た

現
場

に
い

た
。

ネ
グ

レ
ク

ト
（

保
護

者
以

外
の

者
か

ら
性

的
虐

待
）

。

強
制

わ
い

せ
つ

疑
い

、
ネ

グ
レ

ク
ト

施
設

内
の

児
童

間
の

性
被

害
児

ネ
グ

レ
ク

ト
（

保
護

者
の

友
人

か
ら

の
性

加
害

、
保

護
者

の
元

夫
か

ら
の

身
体

的
虐

待
、

児
童

の
兄

の
友

人
か

ら
の

性
加

害
）

心
理

的
虐

待
（

母
か

ら
兄

に
対

す
る

身
体

的
虐

待
の

目
撃

）
,
外

出
先

で
成

人
か

ら
の

淫
行

被
害

（
保

護
者

ネ
グ

レ
ク

ト
ケ

ー
ス

扱
い

）
,

施
設

内
の

性
逸

脱
問

題
（

施
設

内
ネ

グ
レ

ク
ト

ケ
ー

ス
扱

い
）

Q2
実
施
件
数

Q３
被
害
内
容 そ

の
他

19
9件

70
0件

2件
0

20
0

40
0

60
0

80
0

児
相
＋
警
察

児
相
＋
警
察
＋
検
察
庁

児
相
＋
検
察

件 数

協
同
面
接
の
実
施
件
数

性
的
虐
待

, 4
75

, 
49

%
身
体
的
虐
待

, 3
12

, 
32

%

そ
の
他

, 1
79

, 
19

%

被
害
内
容

性
的
虐
待

身
体
的
虐
待

そ
の
他

10
11
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【
取
扱
注
意
】

場
所

が
子

ど
も

の
開

示
の

ブ
ロ

ッ
ク

に
な

ら
な

い
よ

う
に

考
慮

し
た

。
事

件
化

の
可

能
性

が
高

い
も

の
は

、
手

続
き

の
都

合
上

、
検

察
で

行
っ

た
。

検
察

庁
の

指
示

に
よ

り
決

定

録
音

、
録

画
機

材
が

あ
る

こ
と

。

一
時

保
護

委
託

先
の

施
設

録
音

録
画

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
設

備
の

確
保

。

児
童

へ
の

心
理

的
影

響
，

児
童

の
身

体
的

・
心

理
的

負
担

の
軽

減

ア
ク

セ
ス

の
し

や
す

さ
面

接
室

の
雰

囲
気

な
ど

の
児

童
の

心
理

的
負

担
の

軽
重

三
機

関
の

職
員

が
一

同
に

モ
ニ

タ
ー

が
出

来
る

場
所

で
，

設
備

等
が

整
い

，
落

ち
着

い
て

実
施

で
き

る
と

こ
ろ

。
（

児
童

へ
の

負
担

を
考

え
る

と
，

本
来

は
児

童
で

の
実

施
が

望
ま

し
い

）

裁
判

時
の

証
拠

化
の

た
め

，
三

機
関

（
検

察
・

警
察

・
児

相
）

で
取

り
決

め
た

協
同

面
接

の
基

本
方

針
の

中
で

実
施

場
所

は
検

察
庁

を
定

め
て

い
る

。

児
童

の
安

全
確

保

児
童

へ
の

心
理

的
な

影
響

児
童

の
負

担
軽

減
（

児
童

が
所

在
す

る
場

所
）

，
録

画
機

材
の

整
っ

て
い

る
場

所

警
察

署

一
時

保
護

中
の

児
童

に
つ

い
て

は
、

移
送

や
環

境
の

変
化

等
の

精
神

的
な

負
担

を
考

慮
し

児
童

相
談

所
で

の
実

施
と

し
た

。

モ
ニ

タ
ー

ル
ー

ム
の

あ
る

と
こ

ろ
を

選
ん

だ
。

子
ど

も
が

慣
れ

て
い

る
場

所
を

選
ん

だ
。

警
察

及
び

検
察

が
決

定
し

た
。

児
童

の
負

担
感

に
配

慮
し

つ
つ

も
,
司

法
面

接
が

円
滑

に
行

え
る

環
境

を
考

慮
し

た
。

被
害

児
童

の
虐

待
状

況
・

年
齢

・
性

別
な

ど

聴
取

者
の

利
便

性
を

考
慮

し
た

。

本
人

へ
の

負
担

が
少

な
い

こ
と

犯
罪

捜
査

の
一

環
と

し
て

実
施

し
て

い
る

こ
と

か
ら

検
察

庁
で

行
っ

た
。

児
童

の
負

担
軽

減
・

子
ど

も
の

負
担

軽
減

（
移

動
し

な
い

方
法

）

子
ど

も
の

移
動

な
ど

負
担

を
軽

減
す

る
こ

と

児
童

の
身

体
的

・
心

理
的

負
担

・
児

童
が

安
全

な
環

境
の

中
で

安
心

し
て

話
せ

る
こ

と
、

面
接

場
所

ま
で

の
移

動
時

間
が

短
い

等
、

児
童

の
負

担
軽

減
に

つ
な

が
る

こ
と

。
・

事
前

協
議

の
場

で
検

事
が

検
察

の
設

備
等

を
考

慮
し

て
決

定
し

た
。

児
童

の
負

担
（

移
動

の
手

間
）

，
機

材
等

の
環

境

子
ど

も
が

話
し

や
す

い
環

境
，

面
接

者
の

所
属

場
所

子
ど

も
へ

の
身

体
的

・
心

理
的

負
担

を
考

慮
。

そ
の

次
に

利
便

性
な

ど
。

当
所

に
録

音
・

録
画

の
機

材
が

整
備

さ
れ

た
専

用
の

面
接

室
が

な
い

た
め

。

・
児

童
の

保
護

状
況

，
検

察
庁

面
接

室
の

整
備

状
況

（
※

平
成

3
0
年

9
月

以
降

は
基

本
的

に
検

察
庁

で
の

実
施

と
な

っ
て

い
る

。
）

・
子

ど
も

が
安

心
し

て
話

せ
る

場
所

と
，

三
者

に
と

っ
て

利
便

性
の

良
い

場
所

を
選

ん
だ

。
・

面
接

実
施

機
関

の
意

見
。

聴
取

者
の

所
属

や
設

備
の

状
況

児
童

に
負

担
が

か
か

ら
な

い
よ

う
に

身
柄

を
保

護
さ

れ
て

い
る

場
所

で
行

え
る

よ
う

に
配

慮
し

た
。

児
童

へ
の

負
担

軽
減

，
面

接
を

行
う

設
備

・
環

境
が

整
っ

て
い

る
こ

と
。

子
ど

も
の

負
担

軽
減

医
療

機
関

実
施

場
所

を
決

め
る

に
当

た
っ

て
考

慮
し

た
こ

と

移
動

距
離

等
の

児
童

の
負

担
，

環
境

（
マ

ジ
ッ

ク
ミ

ラ
ー

な
ど

）

児
相

に
設

備
が

な
い

た
め

，
警

察
署

か
検

察
庁

と
な

る

●
司

法
面

接
を

実
施

で
き

る
ハ

ー
ド

面
●

モ
ニ

タ
ー

で
観

察
で

き
る

バ
ッ

ク
ヤ

ー
ド

や
録

音
・

録
画

で
き

る
場

所
●

訴
追

す
る

た
め

に
検

事
が

聴
取

す
る

こ
と

に
な

る
（

児
童

の
安

心
感

に
配

慮
し

て
警

察
が

一
時

保
護

所
で

聴
取

し
た

事
例

は
あ

る
）

基
本

的
に

は
、

児
童

の
負

担
軽

減
の

た
め

児
童

相
談

所
で

の
実

施
を

要
請

し
て

い
る

。
検

察
庁

の
録

音
・

録
画

機
材

を
児

童
相

談
所

に
設

置
し

、
検

事
が

児
童

相
談

所
内

で
実

施
す

る
ケ

ー
ス

も
増

え
て

い
る

。
ま

た
、

検
事

の
都

合
等

に
よ

り
要

請
が

あ
る

際
は

、
検

察
庁

で
実

施
し

て
い

る
。

実
施

場
所

に
つ

い
て

は
事

前
検

討
の

際
に

決
定

し
て

い
る

。

子
ど

も
の

負
担

の
軽

減
を

第
一

に
考

え
て

場
所

を
決

定
　

・
面

接
室

や
機

材
が

そ
ろ

っ
て

い
る

た
め

当
該

児
童

の
一

時
保

護
先

に
近

い
場

所
。

い
つ

も
検

察
庁

か
ら

日
時

場
所

の
指

定
が

あ
る

。
司

法
面

接
を

行
う

の
が

検
察

だ
っ

た
の

で
，

場
所

も
検

察
庁

と
な

っ
た

。

録
音

、
録

画
で

き
る

設
備

が
整

っ
た

部
屋

が
あ

る
こ

と

児
童

の
心

理
的

負
担

の
軽

減
，

検
察

庁
の

判
断

児
童

が
安

心
し

て
話

が
出

来
る

環
境

に
つ

い
て

考
慮

し
た

。
検

察
庁

・
警

察
・

児
相

の
３

者
で

実
施

す
る

場
合

，
原

則
機

材
の

あ
る

検
察

庁
で

行
う

こ
と

と
し

て
い

る
。

一
時

保
護

中
の

子
ど

も
は

負
担

軽
減

の
た

め
に

、
な

る
べ

く
児

相
で

実
施

す
る

よ
う

に
し

た

【
取
扱
注
意
】

Q７
事
案
を
提
供
し
た
機
関

家
庭

裁
判

所

警
察

本
部

や
警

察
署

そ
の

他

Q６
面
接
の
実
施
時
期

Q８
実
施
場
所

28
件

46
7件

12
3件

70
件

12
件

3件

12
2件

0

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

一
時
保
護
前

一
時
保
護
後

２
週
間
以
内

一
時
保
護
後

１
か
月
以
内

一
時
保
護
後

３
か
月
以
内

一
時
保
護
後

６
か
月
以
内

一
時
保
護
後

６
か
月
以
内

そ
の
他

件 数

面
接
の
実
施
時
期

検
察
庁

, 3
79

, 
39

%

児
童
相
談
所

, 5
46

, 
57

%

そ
の
他

, 3
4,

 4
%

実
施
場
所

検
察
庁

児
童
相
談
所

そ
の
他

検
察
庁

, 2
8,

 3
%

児
童
相
談
所

, 6
05

, 
71

%

警
察

, 2
16

, 
26

%

事
案
を
提
供
し
た
機
関

検
察
庁

児
童
相
談
所

警
察

12
13

【
取
扱
注
意
】

●
公

判
に

お
け

る
証

拠
と

し
て

の
有

効
性

●
訴

追
す

る
た

め
に

、
検

察
が

聴
取

す
る

こ
と

に
な

る

司
法

面
接

を
実

施
す

る
た

め
の

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

を
受

け
て

い
る

こ
と

，
司

法
面

接
の

経
験

の
有

無
。

検
察

の
調

書
が

と
れ

る
よ

う
，

検
察

官
が

実
施

加
害

者
と

別
の

性
別

の
職

員
。

検
察

実
施

の
場

合
は

，
検

察
で

決
定

。

警
察

に
情

報
提

供
を

し
、

三
者

協
同

面
接

を
実

施
す

る
こ

と
と

な
っ

た
時

点
で

、
事

件
化

す
る

こ
と

を
前

提
に

、
検

察
官

が
面

接
者

と
な

っ
て

い
る

。

繰
り

返
し

の
聴

取
に

よ
る

被
害

児
の

負
担

を
最

小
限

に
す

る
た

め
、

検
事

に
よ

る
聴

取
を

最
優

先
と

す
る

が
、

被
害

児
の

年
齢

や
被

害
状

況
、

事
件

化
の

可
能

性
、

証
拠

の
確

保
等

を
考

慮
し

、
警

察
や

検
察

と
協

議
の

上
で

決
定

し
て

い
る

被
害

確
認

面
接

の
経

験
，

児
童

の
年

齢
，

主
と

し
て

事
情

聴
取

を
行

う
機

関

・
立

件
，

起
訴

の
可

能
性

（
虐

待
の

重
篤

度
）

・
可

能
な

限
り

一
度

で
聴

取
が

済
む

よ
う

な
イ

ン
タ

ビ
ュ

ア
ー

の
経

験
，

知
識

イ
ン

タ
ビ

ュ
ア

ー
に

必
要

な
研

修
を

全
て

受
講

し
，

当
該

児
童

と
面

識
の

な
い

女
性

職
員

。
起

訴
の

可
能

性
の

高
い

事
案

で
は

，
検

察
官

が
イ

ン
タ

ビ
ュ

ア
ー

を
務

め
た

も
の

も
あ

っ
た

。

警
察

は
、

特
定

の
プ

ロ
ト

コ
ル

で
な

く
「

誘
導

し
な

い
」

「
O
P
E
N
な

質
問

を
す

る
」

等
を

留
意

し
て

加
害

者
の

性
と

違
う

警
察

官
が

聞
く

こ
と

で
対

応
し

た
。

結
果

、
警

察
が

ほ
か

の
プ

ロ
ト

コ
ル

で
は

含
ま

れ
な

い
、

捜
査

と
し

て
聞

き
た

い
内

容
も

含
め

た
聞

き
取

り
と

な
っ

た
。

Ｎ
Ｉ

Ｃ
Ｈ

Ｄ
と

Ｒ
Ａ

Ｔ
Ａ

Ｃ
の

手
法

の
折

衷
，

Ｎ
Ｉ

Ｃ
Ｈ

Ｄ
の

グ
ラ

ン
ド

ル
ー

ル
。

説
明

に
Ｒ

Ａ
Ｔ

Ａ
Ｃ

の
ア

ナ
ト

ミ
カ

ル
ド

ー
ル

使
用

警
察

が
通

常
行

っ
て

い
る

事
情

聴
取

の
手

法

そ
の

他
４

件
は

不
明

。

人
形

を
使

用
し

て
い

た
。

ク
ロ

ー
ズ

ド
ク

エ
ス

チ
ョ

ン
を

多
用

し
て

い
た

。

検
察

が
で

き
る

場
合

に
は

そ
れ

を
優

先
し

た
。

専
門

的
ス

キ
ル

の
有

無
。

訓
練

を
受

け
て

い
る

人
，

性
別

明
確

な
面

接
者

の
選

定
基

準
は

決
ま

っ
て

い
な

い
が

、
起

訴
相

当
事

件
の

場
合

は
検

察
官

、
事

件
化

の
可

能
性

が
あ

り
、

処
罰

意
思

が
あ

る
場

合
は

警
察

官
、

処
罰

意
思

も
な

く
事

件
化

の
可

能
性

が
低

い
（

な
い

）
場

合
は

児
相

職
員

が
面

接
を

実
施

し
て

い
る

。
児

童
に

発
達

等
の

特
性

の
あ

る
場

合
は

、
児

相
職

員
に

よ
る

面
接

を
要

請
さ

れ
る

こ
と

が
あ

る
。

Q1
1プ

ロ
ト
コ
ル

裁
判

時
の

証
拠

化
の

た
め

，
三

機
関

（
検

察
・

警
察

・
児

相
）

で
取

り
決

め
た

協
同

面
接

の
基

本
方

針
の

中
で

イ
ン

タ
ビ

ュ
ア

ー
は

検
察

と
定

め
て

い
る

。

研
修

を
受

け
た

者
が

行
う

。
児

相
は

今
後

の
支

援
を

行
う

に
当

た
り

，
D
V
D
が

証
拠

採
用

さ
れ

た
時

に
保

護
者

と
の

関
係

に
支

障
を

き
た

す
恐

れ
が

あ
る

。

面
接

記
録

の
証

拠
能

力
の

高
さ

子
ど

も
が

開
示

し
や

す
い

人
。

 
事

件
化

が
明

ら
か

な
場

合
は

面
接

回
数

を
減

ら
す

た
め

検
事

に
依

頼
し

た

検
察

庁
の

指
示

に
よ

り
決

定

事
件

を
立

件
す

る
た

め
に

必
要

な
事

項
を

も
れ

な
く

聴
取

す
る

こ
と

。
検

察
が

主
導

で
決

定
し

た
も

の
。

共
同

面
接

の
研

修
を

受
講

し
て

い
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

特
に

性
的

虐
待

の
場

合
、

児
童

と
同

性
で

あ
る

こ
と

。
児

童
の

担
当

職
員

以
外

で
あ

る
こ

と
。

コ
ー

ナ
ー

ハ
ウ

ス

警
察

が
面

接
を

実
施

し
た

も
の

で
あ

り
、

プ
ロ

ト
コ

ル
に

つ
い

て
は

不
明

。

検
察

官
実

施
の

面
接

に
つ

い
て

は
、

不
明

な
も

の
も

あ
る

。

そ
の

他
２

件
，

検
事

が
実

施
し

た
た

め
不

明

そ
の

他
の

プ
ロ

ト
コ

ル

警
察

、
検

察
の

意
向

を
考

慮
。

児
童

へ
の

心
理

的
負

担
|
※

実
際

は
証

拠
能

力
の

問
題

も
あ

り
，

検
察

主
導

の
面

接
が

多
い

（
面

接
者

に
つ

い
て

も
，

当
初

か
ら

検
察

官
が

担
当

す
る

と
決

ま
っ

て
い

る
こ

と
が

多
い

）

Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｈ
Ｄ

, 5
00

, 
61

%

Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｌ
Ｄ

Ｆ
Ｉ
Ｒ
Ｓ
Ｔ

, 1
68

, 
20

%そ
の
他

, 1
54

, 
19

%

プ
ロ
ト
コ
ル

Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｈ
Ｄ

Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｌ
Ｄ

Ｆ
Ｉ
Ｒ
Ｓ
Ｔ

そ
の
他

【
取
扱
注
意
】

司
法

面
接

の
有

資
格

者
で

，
原

則
女

性
の

担
当

官
を

起
用

。
（

性
的

虐
待

に
つ

い
て

は
必

ず
女

性
）

司
法

面
接

が
立

件
手

続
の

一
環

と
な

る
こ

と
か

ら
,
検

察
官

に
行

っ
て

も
ら

う
こ

と
と

し
て

い
る

。

被
害

児
童

の
虐

待
状

況
・

年
齢

・
性

別
な

ど
　

事
件

立
件

起
訴

さ
れ

た
際

の
証

拠
と

な
る

得
る

よ
う

，
検

察
が

行
う

と
の

意
見

が
出

さ
れ

た
。

立
件

に
至

っ
た

場
合

に
，

再
度

聴
取

を
し

な
く

て
も

良
い

よ
う

に
配

慮
し

た
。

事
件

性
が

高
い

か
ど

う
か

刑
事

裁
判

に
な

っ
た

場
合

の
面

接
記

録
（

調
書

）
の

証
拠

能
力

事
件

化
が

明
白

な
場

合
は

、
イ

ン
タ

ビ
ュ

ア
ー

を
検

事
と

し
た

。

Q1
0イ

ン
タ
ビ
ュ
ア
ー

Q９
録
録
機
材
手
配
機
関

日
本

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
ク

協
会

事
件

化
が

想
定

さ
れ

る
ケ

ー
ス

だ
っ

た
の

で
，

検
察

官
が

実
施

。
検

察
で

決
め

ら
れ

た
た

め
不

明

聴
取

者
と

書
記

官
の

性
別

。
事

前
に

当
該

児
童

の
要

望
を

確
認

し
た

。
事

件
化

の
有

無
。

客
観

的
聴

取
の

訓
練

を
受

け
た

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

・
臨

床
心

理
士

他
機

関
と

は
ど

こ
か

イ
ン

タ
ビ

ュ
ア

ー
を

決
め

る
際

に
考

慮
し

た
こ

と

当
初

か
ら

検
挙

の
方

向
で

あ
れ

ば
、

検
察

官
が

実
施

。
今

後
の

証
拠

能
力

を
考

慮
し

て
、

検
察

官
が

優
先

し
て

実
施

し
て

い
る

。

立
件

・
捜

査
の

状
況

に
よ

り

立
件

面
接

回
数

を
減

ら
す

こ
と

。
子

ど
も

が
話

し
易

く
な

る
こ

と
。

犯
罪

捜
査

の
一

環
と

し
て

実
施

し
て

い
る

こ
と

か
ら

検
察

庁
が

行
っ

た
。

逮
捕

，
立

件
ま

で
を

円
滑

に
被

害
児

へ
の

面
接

回
数

を
最

小
限

に
す

る
。

児
相

職
員

の
場

合
，

今
後

担
当

す
る

可
能

性
が

な
い

職
員

を
選

ぶ
。

客
観

的
証

拠
の

有
無

を
確

認
す

る
必

要
（

そ
の

た
め

警
察

官
が

イ
ン

タ
ビ

ュ
ア

ー
と

な
っ

た
）

検
察
庁

, 5
32

, 
55

%

児
童
相
談
所

, 3
83

, 
39

%

警
察

, 5
4,

 6
%機

材
を
手
配
し
た
機
関

検
察
庁

児
童
相
談
所

警
察

50
0人
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5人
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5人

10
2人

0

20
0

40
0

60
0

検
察
庁

警
察

児
相
職
員

他
機
関

人 数

イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー

14
15
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【
取
扱
注
意
】

聞
き

取
り

の
た

め
の

設
備

が
あ

る
検

察
庁

が
保

管
し

，
他

機
関

に
提

供
す

る
。

現
時

点
で

は
，

設
備

の
実

施
場

所
が

検
察

庁
に

限
ら

れ
て

い
る

た
め

，
全

て
の

ケ
ー

ス
に

つ
い

て
上

記
の

取
扱

と
し

て
い

る
。

保
管

機
関

は
，

通
常

検
察

庁
や

警
察

。
た

だ
し

，
三

者
協

同
面

接
で

立
件

が
困

難
と

さ
れ

た
事

例
（

１
例

）
に

つ
い

て
は

児
相

が
保

管
。

児
童

相
談

所
で

保
管

・
取

り
扱

い
は

異
な

ら
な

い

記
録

（
Ｄ

Ｖ
Ｄ

や
相

談
記

録
）

は
三

機
関

で
保

管
し

て
い

る
。

実
施

場
所

が
記

録
原

本
を

保
管

検
察

庁

検
察

（
※

検
察

官
が

イ
ン

タ
ビ

ュ
ア

ー
）

検
察

庁
・

児
相

保
管

す
る

機
関

は
イ

ン
タ

ビ
ュ

ア
ー

で
あ

る
検

察
。

（
協

同
面

接
は

全
件

検
察

で
実

施
す

る
こ

と
に

し
て

い
る

。
）

検
察

庁
。

実
施

場
所

や
イ

ン
タ

ビ
ュ

ア
ー

に
よ

っ
て

扱
い

は
異

な
ら

な
い

。

検
察

庁
で

実
施

し
た

場
合

は
，

検
察

庁
が

保
管

。
児

相
で

実
施

し
た

場
合

も
検

察
庁

で
保

管
す

る
が

，
音

声
デ

ー
タ

だ
け

は
児

相
も

別
に

収
録

し
て

保
管

し
て

い
る

。

録
音

・
録

画
機

材
を

用
意

し
た

機
関

（
2
）

記
録

を
交

付
す

る
機

関
（

そ
の

他
）

使
用

し
た

録
音

・
録

画
機

材
を

所
有

す
る

機
関

イ
ン

タ
ビ

ュ
ア

ー
が

所
属

す
る

機
関

で
保

管

（
２

）
貴

所
が

原
本

を
保

管
す

る
場

合
，

反
訳

書
・

D
V
D
の

複
製

を
他

機
関

に
交

付
し

て
い

る
か

検
察

庁

●
原

本
は

、
実

施
し

た
検

察
や

警
察

に
保

管
さ

れ
て

い
る

※
児

童
相

談
所

が
原

本
を

保
管

す
る

こ
と

は
な

い

記
録

原
本

は
録

音
・

録
画

機
材

の
管

理
者

（
検

察
庁

又
は

児
童

相
談

所
）

が
保

管
・

管
理

し
て

い
る

。
児

童
相

談
所

の
機

材
を

使
用

し
た

場
合

は
、

児
童

相
談

所
が

記
録

原
本

を
保

管
・

管
理

す
る

た
め

、
警

察
か

ら
の

捜
査

関
係

事
項

照
会

書
に

よ
り

、
Ｄ

Ｖ
Ｄ

の
複

製
を

交
付

し
て

い
る

。

当
所

で
実

施
し

、
当

所
で

保
管

し
て

い
る

。

検
察

庁
。

場
所

・
イ

ン
タ

ビ
ュ

ア
ー

が
違

え
ど

，
変

わ
ら

ず

使
用

し
た

機
材

を
保

有
し

て
い

る
機

関
が

そ
れ

ぞ
れ

保
管

。

3件

18
件

9件

0件0件 0
5

10
15

20
25

30

貴
庁
以
外
の
児
相

警
察

検
察
庁

被
害
児
童

(被
虐
待
児
の
親
権
者

)

被
害
児
童
代
理
人
弁
護
士

件
数

反
訳
書
・

DV
Dの

複
製
の
交
付
先
（
他
機
関
）

【
取
扱
注
意
】

検
察

・
警

察
　

　
イ

ン
タ

ビ
ュ

ア
ー

の
所

属
機

関
が

保
存

検
察

、
児

童
相

談
所

・
児

相
で

実
施

し
た

場
合

は
，

児
相

。
児

相
・

警
察

・
検

察
で

保
管

。
・

検
察

庁
で

実
施

し
た

場
合

は
，

検
察

庁
。

持
ち

出
し

不
可

。

検
察

庁
。

録
音

・
録

画
機

材
を

用
意

し
た

所

検
察

庁

検
察

庁
。

検
察

庁
に

お
い

て
，

検
察

官
が

実
施

し
た

の
で

，
検

察
庁

が
原

本
を

保
管

。

児
相

に
て

児
相

職
員

が
イ

ン
タ

ビ
ュ

ア
ー

の
場

合
，

原
本

は
児

相
で

保
管

し
て

い
る

。
検

察
が

行
っ

た
場

合
は

，
検

察
だ

っ
た

。

児
相

＋
警

察
＋

検
察

の
場

合
は

検
察

庁
。

児
相

＋
警

察
の

場
合

は
警

察
。

検
察

庁
が

全
て

の
事

案
に

対
し

，
自

ら
録

画
し

，
記

録
原

本
を

保
管

す
る

。
な

お
，

児
相

で
実

施
し

た
場

合
に

は
，

所
で

も
録

画
し

，
補

助
的

な
保

管
を

児
相

で
行

っ
て

い
る

。

異
な

ら
な

い

検
察

庁
。

こ
れ

ま
で

全
て

検
察

庁
で

行
っ

た
た

め
同

一
の

扱
い

で
あ

る
。

・
検

察
庁

（
実

施
場

所
が

児
相

の
場

合
は

児
相

機
材

で
並

行
録

画
し

て
い

る
）

。
・

実
施

場
所

に
よ

っ
て

変
わ

る
。

・
検

察

児
相

が
主

体
的

に
協

同
面

接
を

実
施

し
た

場
合

は
，

記
録

原
本

を
保

管
し

て
い

る
が

，
基

本
的

に
は

検
察

庁
が

記
録

原
本

を
保

管
し

て
い

る
。

児
相

で
行

っ
た

場
合

は
児

相
で

保
管

し
て

い
る

。
他

の
実

施
場

所
で

行
っ

た
こ

と
は

な
い

。

検
察

児
相

で
は

関
知

し
て

い
な

い

記
録

原
本

は
実

施
主

体
で

保
管

検
察

庁
で

検
察

官
・

警
察

官
が

イ
ン

タ
ビ

ュ
ア

ー
の

場
合

は
検

察
庁

が
原

本
を

保
管

し
、

児
童

相
談

所
に

は
提

供
さ

れ
な

い
。

調
書

と
し

て
検

察
庁

が
作

成
。

児
童

相
談

所
で

は
B
S
，

立
ち

合
い

人
な

ど
が

そ
れ

ぞ
れ

記
録

を
作

成
。

基
本

は
児

童
相

談
所

で
保

管
す

る

イ
ン

タ
ビ

ュ
ア

ー
が

検
察

官
の

場
合

は
、

検
察

庁
が

保
管

。
イ

ン
タ

ビ
ュ

ア
ー

が
児

童
相

談
所

職
員

の
場

合
は

、
児

童
相

談
所

が
保

管
。

検
察

。
検

察
が

入
ら

な
い

場
合

は
警

察
。

実
施

場
所

で
保

管
が

基
本

。

イ
ン

タ
ビ

ュ
ア

ー
に

よ
っ

て
異

な
る

が
、

検
察

の
記

録
原

本
は

検
察

で
、

児
相

の
記

録
は

児
相

で
保

管
し

て
い

る
。

実
施

場
所

が
検

察
以

外
の

場
合

は
、

事
前

の
確

認
に

よ
り

当
初

も
記

録
を

撮
る

こ
と

は
あ

る
。

イ
ン

タ
ビ

ュ
ア

ー
の

所
属

機
関

（
１

）
記

録
を

保
管

す
る

機
関

Q1
3記

録
の
取
扱

Ｎ
Ｉ

Ｃ
Ｈ

Ｄ
プ

ロ
ト

コ
ル

の
グ

ラ
ウ

ン
ド

ル
ー

ル
を

実
施

し
な

い
方

法
。

加
害

者
で

な
い

家
族

，
親

族
と

検
察

官
が

同
席

し
た

。
ラ

タ
ッ

ク
。

そ
の

他
に

つ
い

て
は

、
検

事
や

警
察

官
が

供
述

調
書

の
作

成
、

読
み

聞
か

せ
等

を
録

音
・

録
画

の
上

、
実

施
し

て
い

る
。

Q1
2バ

ッ
ク
ス
タ
ッ
フ

通
常

の
検

察
官

・
警

察
官

の
聴

取

検
察

側
で

決
定

し
て

い
た

た
め

不
明

検
察

庁

79
件

4件
05010
0

15
0

児
相
ス
タ
ッ
フ

被
害
者
代
理
人

件 数

バ
ッ
ク
ス
タ
ッ
フ

16
17

【
取
扱
注
意
】

◆
「

は
い

」
が

１
ヶ

所
あ

り
捜

査
関

係
事

項
照

会
書

に
よ

る
警

察
へ

の
資

料
提

供
に

つ
い

て

原
則

写
し

の
交

付
，

使
用

は
し

な
い

，
必

要
な

時
は

協
議

を
す

る
。

バ
ッ

ク
ス

タ
ッ

フ
に

入
っ

た
者

が
メ

モ
を

と
り

，
各

自
機

関
で

保
管

す
る

こ
と

は
可

。

（
３

）
①

と
同

じ
（

録
音

・
録

画
記

録
媒

体
の

貸
し

出
し

）

（
４

）
交

付
や

利
用

方
法

に
つ

い
て

の
事

前
協

議
等

に
お

け
る

取
決

め
内

容

（
参

考
）

明
確

な
取

決
め

は
な

い
が

、
現

在
、

児
童

三
機

関
連

携
協

議
会

の
中

で
、

面
接

記
録

の
家

裁
に

お
け

る
疎

明
資

料
の

取
扱

い
に

つ
い

て
継

続
検

討
さ

れ
て

い
る

。

閲
覧

者
の

範
囲

等
一

定
の

条
件

を
付

し
て

提
供

さ
れ

る
。

 
 
※

「
な

い
」

に
も

回
答

あ
り

児
相

の
求

め
に

応
じ

て
Ｄ

Ｖ
Ｄ

を
検

察
庁

が
提

供
す

る
旨

の
取

り
決

め
。

D
V
D
に

つ
い

て
，

警
察

に
賃

借
証

を
作

成
し

，
貸

し
出

す
こ

と
を

取
り

決
め

た
。

し
か

し
，

立
件

せ
ず

と
の

判
断

と
な

り
，

不
必

要
と

の
こ

と
で

賃
借

し
て

い
な

い
。

貸
し

出
し

し
て

い
る

。

借
用

書
，

受
領

書
，

返
還

書
の

提
出

児
童

相
談

所
に

て
記

録
し

た
も

の
は

３
者

で
共

有
す

る
こ

と
、

検
察

で
記

録
し

た
も

の
は

共
有

で
き

な
い

こ
と

を
確

認
し

た
。

検
察

庁
が

原
本

を
保

管
し

た
場

合
、

写
し

は
交

付
さ

れ
ず

適
宜

閲
覧

を
申

請
。

刑
事

訴
訟

法
第

１
９

７
条

第
２

項
　

第
５

項

D
V
D
の

交
付

は
必

要
が

あ
れ

ば
警

察
・

検
察

庁
へ

行
う

。
反

訳
は

そ
れ

ぞ
れ

の
機

関
で

必
要

が
あ

れ
ば

作
成

す
る

。

児
相

の
弁

護
士

も
交

え
て

検
察

と
の

協
議

を
重

ね
た

結
果

，
交

付
や

複
製

は
出

来
な

い
が

長
期

間
の

貸
し

出
し

は
検

察
が

了
承

し
て

い
る

。
※

５
/
１

４
付

け
で

厚
労

省
と

最
高

検
察

庁
か

ら
協

同
面

接
の

記
録

共
有

に
つ

い
て

通
知

が
発

出
さ

れ
た

た
め

，
ま

た
取

扱
が

変
わ

る
と

思
わ

れ
る

。

児
童

相
談

所
が

原
本

を
所

有
す

る
場

合
は

、
警

察
か

ら
の

捜
査

関
係

事
項

照
会

を
受

け
て

、
写

し
を

交
付

す
る

こ
と

に
し

て
い

る
。

捜
査

関
係

事
項

照
会

に
よ

り
交

付

必
要

な
場

合
，

実
施

機
関

へ
照

会
す

る
旨

を
事

前
に

取
り

決
め

て
い

る
。

個
々

の
事

案
で

は
な

く
、

県
内

の
児

相
と

警
察

、
検

察
で

の
連

携
協

議
の

中
で

検
察

に
よ

り
試

行
案

が
示

さ
れ

、
そ

れ
に

基
づ

き
実

施
さ

れ
て

い
る

。

作
成

機
関

が
保

管
す

る
。

事
例

ご
と

に
協

議
し

て
い

る
。

貸
し

出
し

の
方

法
，

返
却

日
程

交
付

時
に

伴
う

手
続

方
法

捜
査

関
係

事
項

照
会

書
へ

の
回

答
と

し
て

提
出

す
る

（
４

）
交

付
や

利
用

方
法

に
つ

い
て

の
事

前
協

議
等

で
の

取
決

め
の

有
無

22
件

29
件

3件

05101520253035

あ
る

な
い

無
回
答

件 数

交
付
や
利
用
方
法
に
つ
い
て
の
事
前
協
議
等
で
の
取
り
決
め

【
取
扱
注
意
】

記
録

の
写

し
は

交
付

さ
れ

ず
、

必
要

に
応

じ
て

貸
与

さ
れ

た
。

検
察

が
聴

取
し

た
場

合
、

提
供

は
受

け
ら

れ
な

い
。

（
同

席
し

て
の

筆
記

記
録

を
自

ら
し

た
り

、
検

察
庁

に
て

録
画

を
見

る
こ

と
は

許
可

さ
れ

た
）

　
当

所
職

員
が

面
接

に
て

筆
記

記
録

し
た

も
の

で
対

応
し

、
そ

の
ケ

ー
ス

で
は

支
障

は
で

な
か

っ
た

。

事
件

の
証

拠
と

な
る

た
め

，
児

相
へ

の
複

製
等

の
提

供
は

不
可

と
さ

れ
た

。

写
し

の
交

付
は

拒
否

さ
れ

た
。

・
検

察
庁

か
ら

原
本

の
写

し
が

交
付

さ
れ

な
い

。
・

録
音

録
画

が
制

限
さ

れ
、

実
施

で
き

な
か

っ
た

。
・

面
接

場
面

に
児

相
職

員
が

立
ち

会
い

、
聴

取
内

容
の

メ
モ

を
も

と
に

記
録

を
作

成
し

て
い

る
た

め
、

所
内

の
情

報
共

有
は

可
能

で
あ

り
、

大
き

な
支

障
は

な
い

。
し

か
し

、
共

同
面

接
時

の
反

訳
書

が
提

供
さ

れ
れ

ば
よ

り
正

確
な

情
報

が
得

ら
れ

る
た

め
、

ケ
ー

ス
ワ

ー
ク

に
有

効
で

あ
る

と
考

え
ら

れ
る

。

検
察

庁
が

原
本

を
保

管
し

た
場

合
、

写
し

は
交

付
さ

れ
ず

適
宜

閲
覧

を
申

請
。

必
要

な
部

分
の

み
の

交
付

。

検
察

か
ら

，
原

本
の

取
扱

い
に

つ
い

て
整

理
が

さ
れ

て
い

な
い

と
の

話
が

あ
っ

た
。

協
同

面
接

の
場

で
記

録
を

し
て

，
後

で
文

書
化

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

例
え

ば
，

後
か

ら
当

該
児

童
に

「
そ

れ
は

話
し

た
こ

と
が

あ
る

」
と

言
わ

れ
な

い
か

，
聞

き
漏

ら
し

が
な

い
か

心
配

に
な

る
。

基
本

的
に

検
察

官
が

代
表

聴
取

者
に

な
っ

た
場

合
は

、
児

童
相

談
所

に
は

Ｄ
Ｖ

Ｄ
等

の
複

写
の

交
付

は
な

い
。

バ
ッ

ク
ス

タ
ッ

フ
と

し
て

面
接

時
の

記
録

を
取

っ
て

い
る

の
で

特
に

支
障

は
な

い
。

但
し

、
情

報
は

三
機

関
で

共
有

し
た

い
。

基
本

的
に

検
察

官
が

代
表

聴
取

者
に

な
っ

た
場

合
は

、
児

童
相

談
所

に
は

Ｄ
Ｖ

Ｄ
等

の
複

写
の

交
付

は
な

い
。

バ
ッ

ク
ス

タ
ッ

フ
と

し
て

面
接

時
の

記
録

を
取

っ
て

い
る

の
で

特
に

支
障

は
な

い
。

但
し

、
情

報
は

三
機

関
で

共
有

し
た

い
。

交
付

は
不

可
。

閲
覧

は
可

能
。

家
庭

裁
判

所
へ

の
２

８
条

申
立

て
や

親
権

の
喪

失
・

停
止

等
の

申
立

て
に

録
音

録
画

し
た

も
の

を
使

用
で

き
な

い
。

職
員

の
メ

モ
や

記
憶

に
基

づ
く

記
録

に
な

っ
て

し
ま

う
の

で
，

聞
き

漏
ら

し
な

ど
の

可
能

性
が

あ
る

。
記

録
媒

体
で

は
な

く
，

職
員

の
記

憶
に

基
づ

く
記

録
な

の
で

，
聞

き
漏

れ
な

ど
の

可
能

性
が

あ
る

。

（
3
）

写
し

の
交

付
や

使
用

が
制

限
さ

れ
た

場
合

は
あ

る
か

写
し

の
交

付
は

な
く

、
原

本
を

保
管

し
て

い
る

部
署

内
で

の
閲

覧
の

み

複
写

不
可

。
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

に
接

続
で

き
る

パ
ソ

コ
ン

で
の

視
聴

不
可

。
目

的
外

使
用

不
可

。

写
し

を
提

供
し

て
も

ら
え

な
い

検
察

が
実

施
し

た
も

の
に

つ
い

て
、

写
し

の
交

付
が

認
め

ら
れ

な
か

っ
た

。

写
し

の
交

付
や

使
用

の
制

限

（
3
）

①
②

写
し

の
交

付
や

使
用

が
制

限
さ

れ
た

場
合

原
則

写
し

の
交

付
・

使
用

は
し

な
い

が
，

必
要

な
場

合
は

協
議

の
上

可
能

で
あ

る
。

●
写

し
は

と
ら

な
い

●
原

則
貸

し
出

し
の

み
(
D
V
D
)
●

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
に

つ
な

が
る

パ
ソ

コ
ン

で
は

、
D
V
D
を

見
な

い

児
童

福
祉

法
第

３
３

条
や

第
２

８
条

の
申

立
て

の
際

、
刑

事
訴

訟
法

第
４

７
条

（
訴

訟
書

類
の

非
公

開
）

の
規

定
に

よ
り

、
家

事
事

件
の

疎
明

資
料

と
し

て
協

同
面

接
の

記
録

（
Ｄ

Ｖ
Ｄ

、
逐

語
禄

）
が

使
用

で
き

な
か

っ
た

。
（

当
所

が
原

本
保

管
）

当
該

ケ
ー

ス
は

、
児

童
福

祉
法

第
３

３
条

の
申

立
て

の
際

、
被

害
事

実
の

概
要

を
記

録
し

た
書

面
を

家
裁

に
提

出
し

承
認

を
得

る
こ

と
が

で
き

た
。

第
２

８
条

の
申

立
て

後
、

本
児

が
家

庭
復

帰
を

希
望

し
、

児
童

相
談

所
か

ら
取

下
げ

し
て

い
る

。

閲
覧

者
の

制
限

 
 
 
 
 
 
 
 
 
※

「
な

い
」

に
も

回
答

あ
り

調
書

の
開

示
同

席
し

た
児

相
職

員
も

記
録

を
取

っ
て

お
り

，
特

に
支

障
な

し

写
し

の
交

付
は

制
限

さ
れ

て
い

る
。

従
っ

て
，

バ
ッ

ク
ス

タ
ッ

フ
の

一
員

と
し

て
参

加
す

る
中

で
，

自
力

で
記

録
を

書
面

と
し

て
作

成
し

て
い

る
。

ケ
ー

ス
ワ

ー
ク

や
手

続
に

支
障

は
な

い
が

，
児

童
の

記
憶

に
汚

染
が

あ
っ

た
こ

と
に

当
所

が
気

付
き

に
く

い
可

能
性

が
あ

る
。

ま
た

，
バ

ッ
ク

ス
タ

ッ
フ

と
し

て
参

加
し

た
職

員
以

外
は

，
非

言
語

の
情

報
や

書
面

に
書

か
れ

て
い

な
い

内
容

以
上

の
こ

と
を

把
握

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

録
音

・
録

画
デ

ー
タ

を
検

察
著

か
ら

借
り

る
こ

と
は

可
能

で
あ

る
が

，
複

製
は

禁
じ

ら
れ

て
い

る
。

録
音

・
録

画
デ

ー
タ

と
も

検
察

庁
に

あ
る

場
合

，
デ

ー
タ

を
借

り
て

き
て

反
訳

書
を

作
成

す
る

よ
り

他
に

，
詳

細
は

記
録

を
児

相
側

に
残

し
て

お
く

方
法

が
な

い
。

22
件

25
件

5件

051015202530

あ
る

な
い

無
回
答

件 数

写
し
の
交
付
や
使
用
が
制
限
さ
れ
た
こ
と

18
19



52 5352 53

第２分科会 第２分科会

【
取
扱
注
意
】

女
性

相
談

所
担

当

加
害

親
、

入
所

施
設

職
員

、
学

校
、

祖
父

母

虐
待

の
疑

い
の

あ
る

親
権

者

施
設

長

父
方

祖
母

そ
の

他
の

場
合

　
そ

の
人

物
は

誰
か

Q1
4児

童
の
同
意
(事

後
)

面
接

に
協

力
し

て
も

ら
う

親
族

児
童

養
護

施
設

職
員

17
件

0件

30
件

01020304050

説
明
を
し
て
同
意
を
得
た

説
明
を
し
た
が
同
意
を
得
て
い
な
い

事
前
に
話
は
し
て
い
な
い

件 数

そ
の
他
の
者

97
件

66
件

16
7件

05010
0

15
0

20
0

説
明
を
し
て
同
意
を
得
た

説
明
を
し
た
が
同
意
を
得
て
い
な
い

事
前
に
話
は
し
て
い
な
い

件 数

当
該
児
童

87
件

98
件

13
1件

05010
0

15
0

20
0

説
明
を
し
て
同
意
を
得
た

説
明
を
し
た
が
同
意
を
得
て
い
な
い

事
前
に
話
は
し
て
い
な
い

件 数

当
該
児
童
の
非
虐
待
親
権
者

【
取
扱
注
意
】

Q1
4児

童
の
同
意

20
件

0件

93
件

05010
0

15
0

説
明
を
し
て
同
意
を
得
た

説
明
を
し
た
が
同
意
を
得
て
い
な
い

事
前
に
話
は
し
て
い
な
い

件 数

当
該
児
童
の
代
理
人

80
6件

15
件

57
件

0

30
0

60
0

90
0

説
明
を
し
て
同
意
を
得
た

説
明
を
し
た
が
同
意
を
得
て
い
な
い

事
前
に
話
は
し
て
い
な
い

件 数

当
該
児
童

19
1

6

35
5

05010
0

15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

40
0

説
明
を
し
て
同
意
を
得
た

説
明
を
し
た
が
同
意
を
得
て
い
な
い

事
前
に
話
は
し
て
い
な
い

件 数

当
該
児
童
の
非
虐
待
親
権
者

20
21

【
取
扱
注
意
】

Q1
7面

接
回
数

Q1
6被

害
児
童
に
面
接
を
し
た
場
合

36
2人

17
7人

0

10
0

20
0

30
0

40
0

被
害
確
認
面
接
を
受
け
た
人
数

被
害
確
認
面
接
後
に
協
同
面
接
を
受
け
た
人
数

人 数

被
害
児
童
に
面
接
を
し
た
場
合

１
回

, 5
07

, 
66

%

２
回

, 1
79

, 
23

%

３
回

, 4
7,

 6
%

４
回

, 1
6,

 2
%

５
回
以
上

, 1
8,

 3
%

面
接
回
数

１
回

２
回

３
回

４
回

５
回
以
上

12
件

26
件

3件

051015202530

被
害
確
認
面
接

協
同
面
接

警
察
検
察
の
事
情
聴
取

件 数

内
訳

（
１
回
）

【
取
扱
注
意
】

職
員

数

全
職

員

加
害

親
、

入
所

施
設

職
員

、
祖

父
母

、
学

校

警
察

本
部

主
催

の
被

害
児

童
か

ら
の

聴
取

技
法

に
関

す
る

三
者

研
修

会

Q1
5職

員
の
研
修
状
況

そ
の

他
の

場
合

　
そ

の
人

物
は

誰
か

Ｒ
Ｅ

Ｆ
Ｃ

Ｒ

テ
ー

マ
別

研
修

の
一

環
と

し
て

、
被

害
事

実
確

認
面

接
研

修
を

年
2
回

開
催

R
A
T
A
C
、

R
I
F
C
R

女
性

相
談

所
担

当

診
察

技
術

研
修

平
成

2
8
年

度
被

害
事

実
確

認
面

接
研

修
（

児
相

・
警

察
・

地
方

検
察

庁
の

共
同

研
修

）

親
権

を
持

た
な

い
実

母
（

通
告

者
）

内
容

性
的

虐
待

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

研
修

仲
真

紀
子

氏
に

よ
る

司
法

面
接

研
修

会

Ｎ
Ｉ

Ｃ
Ｈ

Ｄ
研

修
　

仲
真

紀
子

教
授

リ
フ

カ
ー

Ｎ
Ｉ

Ｃ
Ｈ

Ｄ
プ

ロ
ト

コ
ル

に
基

づ
い

た
研

修

71
3件

13
0件

40
件

0

20
0

40
0

60
0

80
0

Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｈ
Ｄ

Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｌ
Ｄ

Ｆ
Ｉ
Ｒ
Ｓ
Ｔ

そ
の
他

件 数

プ
ロ
ト
コ
ル

10
件

5件

26
件

0102030

説
明
を
し
て
同
意
を
得
た

説
明
を
し
た
が
同
意
を
得
て
い
な
い

事
前
に
話
は
し
て
い
な
い

件 数

そ
の
他
の
者

22
23
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第２分科会 第２分科会

【
取
扱
注
意
】

Q1
8子

ど
も
の
負
担

協
同

面
接

に
よ

っ
て

子
ど

も
の

負
担

は
軽

減
さ

れ
た

と
思

う
か

捜
査

上
の

必
要

と
い

う
こ

と
で

，
警

察
や

検
察

の
都

合
で

実
施

さ
れ

た
。

ま
た

協
同

面
接

と
言

い
な

が
ら

，
結

局
は

捜
査

で
あ

る
の

で
，

児
相

は
蚊

帳
の

外
の

感
じ

が
強

い
。

そ
の

他
に

も
事

情
聴

取
・

実
況

見
分

・
実

況
見

分
調

書
の

確
認

な
ど

，
子

ど
も

の
負

担
に

な
る

捜
査

が
重

な
り

，
子

ど
も

は
か

な
り

精
神

的
に

し
ん

ど
い

様
子

で
あ

っ
た

。

子
ど

も
の

心
理

的
苦

痛
や

不
安

に
配

慮
し

，
話

を
聴

く
こ

と
が

子
ど

も
に

と
っ

て
，

出
来

事
の

再
体

験
と

な
る

「
二

次
被

害
」

を
回

避
，

緩
和

す
る

な
ど

，
子

ど
も

に
与

え
る

負
担

を
で

き
る

だ
け

少
な

く
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

施
設

の
機

関
が

そ
れ

ぞ
れ

面
接

を
す

る
こ

と
に

比
べ

，
協

同
面

接
で

一
回

で
対

応
す

る
こ

と
に

よ
り

，
子

ど
も

の
負

担
が

軽
減

さ
れ

た
。

聞
か

れ
る

回
数

が
少

な
い

。
前

後
の

ケ
ア

に
配

慮
で

き
る

。

児
童

の
面

接
回

数
が

減
り

，
被

害
体

験
を

想
起

す
る

負
担

を
軽

減
さ

せ
ら

れ
て

い
る

。

行
っ

た
こ

と
の

な
い

検
察

庁
で

の
面

接
，

さ
ら

に
検

事
か

ら
の

聴
取

で
緊

張
し

て
し

ま
う

ケ
ー

ス
が

多
か

っ
た

。

協
同

面
接

で
行

わ
れ

な
い

場
合

，
被

害
確

認
面

接
，

警
察

の
聴

取
，

検
察

の
聴

取
で

，
同

じ
話

を
何

度
も

し
な

く
て

は
な

ら
な

く
な

る
。

共
同

面
接

だ
っ

た
と

し
て

も
，

調
書

の
作

成
，

現
場

検
証

等
も

含
め

る
と

複
数

回
に

な
る

こ
と

が
多

い
が

，
話

を
す

る
回

数
が

減
る

こ
と

の
メ

リ
ッ

ト
は

大
き

い
。

一
方

で
，

一
度

で
話

を
し

き
れ

な
い

場
合

も
あ

り
，

追
加

情
報

を
ど

の
よ

う
に

扱
う

か
の

課
題

が
残

る
。

8件

13
件

6件

05101520

被
害
確
認
面
接

協
同
面
接

警
察
検
察
の
事
情
聴
取

件 数

内
訳

（
３
回
）

5件

9件

6件

03691215

被
害
確
認
面
接

協
同
面
接

警
察
検
察
の
事
情
聴
取

件 数

内
訳

（
４
回
）

9件
10
件

9件

03691215

被
害
確
認
面
接

協
同
面
接

警
察
検
察
の
事
情
聴
取

件 数

内
訳

（
５
回
）

42
件

9件

4件

01020304050

は
い

い
い
え

無
回
答

件 数

子
ど
も
の
負
担
は
減
っ
た
と
思
う
か

【
取
扱
注
意
】

・
３

回
：

事
情

聴
取

、
再

現
実

況
検

分
及

び
被

害
内

容
再

確
認

を
行

っ
た

た
め

。
・

７
回

及
び

６
回

：
児

童
の

病
状

を
考

慮
し

１
回

あ
た

り
の

時
間

を
短

く
し

た
た

め
。

警
察

か
ら

，
「

捜
査

の
た

め
，

（
あ

る
こ

と
に

つ
い

て
）

焦
点

化
し

た
質

問
を

し
て

欲
し

い
」

と
の

依
頼

が
あ

っ
た

た
め

。
当

該
児

童
か

ら
新

た
な

事
実

を
聞

い
た

た
め

。

児
童

が
幼

児
の

た
め

，
関

係
作

り
を

し
な

が
ら

，
回

数
を

分
け

て
面

接
し

た
。

（
協

同
面

接
3
回

（
初

回
中

断
)
，

調
書

作
成

1
回

）
1
回

目
の

面
接

で
，

緊
張

し
て

話
が

で
き

な
か

っ
た

た
め

中
断

し
，

日
を

改
め

た
。

回
数

が
３

回
を

超
え

た
場

合
，

そ
の

理
由

必
要

な
情

報
が

十
分

に
聞

き
取

れ
な

か
っ

た
た

め
。

証
拠

の
確

認
の

た
め

。

本
人

が
な

か
な

か
話

せ
ず

，
ラ

ポ
ー

ル
を

と
る

の
に

回
数

が
か

か
っ

た
も

の
が

あ
る

●
性

被
害

児
童

に
は

、
な

る
べ

く
早

い
段

階
で

被
害

確
認

面
接

を
す

る
が

、
立

件
す

る
こ

と
が

決
ま

っ
た

後
に

協
同

面
接

が
行

わ
れ

た
た

め
、

合
計

3
回

に
な

っ
た

。
●

本
人

が
慣

れ
な

い
場

所
、

見
知

ら
ぬ

人
の

聴
取

に
緊

張
が

強
く

面
接

が
困

難
で

あ
っ

た
。

そ
の

た
め

、
協

同
面

接
を

複
数

回
実

施
し

た
。

●
本

児
の

説
明

し
た

内
容

に
つ

い
て

、
検

察
庁

よ
り

警
察

が
入

手
し

た
手

帳
を

も
と

に
再

度
面

接
し

た
い

と
の

要
請

が
あ

っ
た

（
2
回

目
）

。
加

害
者

よ
り

、
性

交
渉

に
同

意
が

あ
っ

た
と

主
張

さ
れ

た
と

し
て

、
検

察
庁

よ
り

再
度

の
面

接
の

要
請

が
あ

っ
た

（
3
回

目
）

。

・
　

詳
細

な
被

害
開

示
が

な
か

っ
た

た
め

、
複

数
回

実
施

し
た

た
め

。
・

　
他

の
被

害
事

実
の

開
示

が
あ

り
、

協
同

面
接

を
複

数
回

実
施

し
た

た
め

。
・

　
被

疑
者

の
供

述
が

異
な

る
た

め
、

再
度

、
被

害
状

況
に

つ
い

て
聴

取
し

た
た

め
。

・
　

犯
罪

事
実

の
特

定
の

た
め

、
検

事
・

警
察

官
が

追
加

事
項

を
聴

取
し

た
た

め
。

・
被

害
が

複
数

回
あ

り
，

そ
れ

ぞ
れ

の
エ

ピ
ソ

ー
ド

に
つ

い
て

確
認

す
る

こ
と

で
，

面
接

が
長

時
間

に
な

っ
た

た
め

，
１

回
目

の
面

接
を

中
断

し
て

２
回

目
を

実
施

す
る

こ
と

と
し

た
。

・
上

記
ケ

ー
ス

で
は

被
害

確
認

面
接

の
結

果
を

受
け

て
協

同
面

接
を

実
施

す
る

こ
と

が
決

定
し

た
。

協
同

面
接

に
お

い
て

も
複

数
回

の
被

害
の

エ
ピ

ソ
ー

ド
を

確
認

し
た

た
め

，
面

接
が

長
時

間
に

な
り

，
児

童
の

負
担

を
考

慮
し

て
面

接
を

中
断

し
て

日
を

改
め

た
。

・
児

童
の

発
言

量
，

証
言

内
容

に
不

十
分

な
点

が
あ

っ
た

た
め

・
児

童
と

被
疑

者
の

証
言

内
容

に
差

異
が

あ
り

，
再

度
確

認
が

必
要

だ
っ

た
た

め

起
訴

の
た

め
に

必
要

な
追

加
調

査
の

た
め

１
～

２
回

目
が

非
開

示
だ

っ
た

た
め

。
被

害
の

詳
細

な
聴

き
取

り
の

た
め

と
な

っ
た

た
め

。

・
児

相
が

被
害

事
実

確
認

面
接

を
行

っ
た

後
に

、
三

機
関

連
携

の
対

象
と

し
、

共
同

面
接

を
行

い
、

更
に

事
件

化
の

た
め

に
供

述
　

調
書

作
成

す
る

た
め

の
聴

取
が

行
わ

れ
る

た
め

。
・

担
当

検
事

の
転

勤
に

伴
い

、
新

し
い

検
事

が
再

度
聴

取
す

る
こ

と
を

希
望

。
録

音
録

画
済

み
の

記
録

を
活

用
す

る
こ

と
を

申
し

入
れ

た
が

、
聞

き
入

れ
て

も
ら

え
な

か
っ

た
た

め
。

・
児

童
が

加
害

者
に

抱
く

複
雑

な
心

情
か

ら
聴

取
に

消
極

的
に

な
り

、
共

同
面

接
が

複
数

回
に

な
っ

た
こ

と
に

加
え

、
供

述
調

書
作

成
の

た
め

に
検

察
聴

取
が

必
要

と
な

っ
た

た
め

。

回
答

に
あ

い
ま

い
な

点
が

多
か

っ
た

た
め

。
警

察
の

意
向

に
よ

り
対

応
し

て
い

る
た

め
。

１
人

の
被

害
児

童
に

対
し

て
何

回
面

接
し

て
い

る
か

把
握

し
て

い
な

い
。

複
数

回
実

施
し

て
い

る
場

合
は

、
捜

査
で

必
要

と
さ

れ
た

た
め

実
施

さ
れ

て
い

る
。

当
初

は
協

同
面

接
対

象
で

な
か

っ
た

も
の

が
，

後
か

ら
協

同
面

接
対

象
と

な
っ

た
。

・
加

害
者

が
複

数
だ

っ
た

。
　

・
検

事
の

人
事

異
動

に
よ

る
再

聴
取

　
・

被
疑

者
の

否
認

が
予

想
さ

れ
た

た
め

慎
重

を
期

し
た

。

捜
査

・
立

件
上

の
都

合
か

ら
必

要
と

な
る

た
め

事
件

の
た

め
，

警
察

・
検

察
で

各
々

出
て

き
た

証
拠

を
合

わ
せ

て
聞

い
た

た
め

。

被
害

確
認

面
接

実
施

後
に

，
被

害
児

童
の

弟
妹

に
対

す
る

虐
待

が
発

覚
し

，
目

撃
状

況
を

確
認

す
る

必
要

が
生

じ
た

た
め

。
新

た
な

情
報

が
あ

っ
た

た
め

，
３

回
目

を
実

施
し

た
。

警
察

・
検

察
が

逮
捕

・
起

訴
に

必
要

と
し

た
た

め

16
件

27
件

14
件

010203040

被
害
確
認
面
接

協
同
面
接

警
察
検
察
の
事
情
聴
取

件 数

内
訳

（
２
回
）

24
25

【
取
扱
注
意
】

年
に

１
・

２
回

司
法

面
接

の
実

施
状

況
や

課
題

等
に

つ
い

て
児

相
・

警
察

・
検

察
で

情
報

交
換

を
し

て
い

る
。

平
成

2
9
年

度
に

協
定

を
結

ん
で

い
る

。
地

方
検

察
庁

・
警

察
・

児
童

相
談

所
の

三
機

関
に

お
け

る
確

認
事

項
と

し
て

、
対

象
と

な
る

事
案

（
児

童
を

被
害

者
等

と
す

る
虐

待
事

案
及

び
性

犯
罪

事
案

）
、

対
象

者
（

原
則

、
中

学
生

以
下

の
被

害
者

及
び

知
的

障
害

、
発

達
障

害
等

の
障

害
を

有
す

る
児

童
）

、
各

機
関

の
窓

口
及

び
代

表
者

聴
取

の
方

法
を

定
め

て
い

る
。

協
同

面
接

の
前

に
事

前
協

議
を

行
い

，
役

割
等

を
確

認
し

て
い

る
。

三
者

で
手

続
き

を
決

め
て

い
る

県
警

察
・

児
相

及
び

地
方

検
察

庁
の

三
者

で
，

「
児

童
虐

待
事

案
に

対
す

る
県

警
・

児
相

・
検

察
庁

の
連

携
に

つ
い

て
」

の
取

り
決

め
を

行
っ

て
い

る
。

そ
の

中
で

，
合

同
司

法
面

接
や

カ
ン

フ
ァ

レ
ン

ス
等

に
つ

い
て

取
り

決
め

て
い

る
。

警
察

・
検

察
と

文
書

に
て

ル
ー

ル
の

取
り

決
め

を
行

っ
て

い
る

。
（

事
前

協
議

・
窓

口
な

ど
）

警
察

、
検

察
、

児
相

の
連

絡
の

窓
口

と
な

る
担

当
者

、
連

絡
方

法
を

決
め

た
。

検
察

・
警

察
・

県
及

び
市

児
相

・
県

及
び

市
主

管
課

，
医

療
機

関
で

行
っ

て
い

る
「

児
童

虐
待

事
案

に
関

す
る

多
機

関
連

携
協

議
会

」
内

で
，

児
童

虐
待

事
案

の
早

期
連

携
の

流
れ

を
確

認
し

て
い

る
。

(
1
）

協
定

・
意

思
統

一
を

行
っ

て
い

る
場

合
　

そ
の

内
容

◆
「

は
い

」
１

回
で

面
接

が
終

わ
っ

た
か

ら
。

思
い

出
し

た
く

な
い

内
容

を
何

度
も

話
さ

ず
に

済
む

た
め

。
◆

「
い

い
え

」
検

察
官

が
面

接
者

に
な

っ
た

場
合

は
軽

減
さ

れ
る

場
合

が
多

い
。

警
察

が
何

回
も

事
情

聴
取

す
る

こ
と

が
あ

り
，

そ
の

場
合

に
は

軽
減

さ
れ

て
い

な
い

。

何
度

も
話

を
聞

か
れ

る
負

担
が

軽
減

し
た

●
面

接
の

回
数

が
減

ら
せ

る
●

何
度

も
辛

い
事

実
を

話
さ

な
く

て
よ

い
●

被
害

に
つ

い
て

繰
り

返
し

聞
く

こ
と

を
避

け
る

こ
と

が
で

き
る

面
接

回
数

も
少

な
く

な
り

負
担

は
軽

減
し

て
い

る
。

ま
た

、
３

機
関

が
被

害
事

実
の

共
有

の
み

な
ら

ず
、

各
機

関
の

方
針

等
を

共
有

し
、

連
携

し
た

支
援

が
で

き
て

い
る

。

関
係

機
関

が
個

別
に

面
接

す
る

こ
と

に
比

べ
、

面
接

回
数

・
時

間
の

削
減

に
つ

な
が

っ
て

い
る

と
思

わ
れ

る
。

児
童

が
被

害
内

容
に

つ
い

て
話

す
機

会
が

，
協

同
面

接
の

一
度

限
り

で
済

む
こ

と
が

多
く

な
っ

た
。

聴
取

回
数

を
減

ら
し

，
同

様
の

質
問

を
繰

り
返

す
こ

と
を

妨
げ

た
た

め

Q1
9協

定
や
意
思
統
一

◆
は

い
（

子
ど

も
家

庭
セ

ン
タ

ー
の

回
答

）
検

察
庁

，
警

察
，

児
相

で
児

童
虐

待
事

案
に

対
す

る
連

携
に

つ
い

て
窓

口
や

通
報

ル
ー

ト
を

決
め

て
い

る
。

◆
い

い
え

（
そ

の
他

の
児

相
）

連
携

に
つ

い
て

の
通

知
あ

り
（

平
成

３
０

年
７

月
２

４
日

付
け

子
家

発
０

７
２

４
第

１
号

厚
労

省
家

庭
福

祉
課

長
通

知
）

検
察

・
警

察
・

児
相

の
三

者
で

協
議

の
上

，
検

察
よ

り
実

施
要

領
を

策
定

し
，

事
業

認
知

後
の

情
報

提
供

，
協

同
面

接
実

施
の

流
れ

，
処

分
前

カ
ン

フ
ァ

レ
ン

ス
等

に
つ

い
て

取
り

決
め

を
し

て
い

る
。

検
察

・
警

察
・

児
相

の
３

者
で

協
議

の
上

，
実

施
要

領
を

策
定

（
検

察
に

よ
る

）
（

事
案

認
知

後
の

情
報

提
供

，
協

同
面

接
実

施
の

流
れ

，
処

分
前

カ
ン

フ
ァ

レ
ン

ス
な

ど
）

地
方

検
察

庁
，

警
察

本
部

，
児

相
の

間
で

協
同

面
接

の
流

れ
を

取
り

決
め

て
い

る
。

警
察

、
検

察
及

び
児

童
相

談
所

で
協

同
面

接
の

段
取

り
等

に
つ

い
て

申
し

合
わ

せ
を

行
っ

て
い

る
。

警
察

や
検

察
と

，
①

全
体

ス
ケ

ジ
ュ

ー
ル

，
②

当
日

の
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
，

③
当

日
の

聴
取

内
容

，
④

保
護

者
へ

の
対

応
な

ど
に

つ
い

て
確

認
を

行
う

。
児

相
は

当
該

児
童

に
つ

い
て

，
事

前
説

明
や

動
機

付
け

，
当

日
の

移
送

や
付

き
添

い
，

保
護

者
へ

の
対

応
な

ど
を

行
う

。
児

相
が

警
察

に
緊

急
連

絡
し

た
ケ

ー
ス

を
，

警
察

が
検

察
と

協
議

し
，

日
程

を
決

め
，

児
相

に
連

絡
が

来
る

こ
と

に
な

っ
て

い
る

。

29
件

21
件

0件
010203040

は
い

い
い
え

無
回
答

件 数

協
定
・
意
思
統
一
を
行
っ
て
い
る
か

【
取
扱
注
意
】

何
度

も
聞

か
れ

ず
に

済
む

の
で

，
心

理
的

な
負

担
が

軽
減

さ
れ

た
。

緊
張

と
不

安
の

中
で

何
度

も
面

接
を

受
け

る
必

要
が

な
い

た
め

（
未

回
答

）
件

数
が

少
な

い
た

め
，

ま
だ

判
断

が
出

来
か

ね
る

刑
事

手
続

き
を

行
う

う
え

で
、

聴
取

回
数

の
減

少
や

手
続

き
の

項
目

の
削

減
は

以
前

よ
り

図
ら

れ
る

よ
う

に
な

っ
た

が
、

日
程

調
整

ま
で

の
日

数
の

増
加

や
保

護
の

長
期

化
等

、
そ

の
他

の
新

た
な

課
題

に
よ

り
、

負
担

が
か

か
る

こ
と

も
増

え
て

い
る

と
感

じ
る

。

事
実

確
認

の
た

め
の

面
接

を
複

数
回

実
施

す
る

こ
と

が
な

い

・
面

接
の

回
数

が
減

少
・

警
察

の
事

情
聴

取
が

省
略

さ
れ

る
こ

と
が

あ
る

◆
は

い
以

前
は

各
機

関
が

そ
れ

ぞ
れ

同
じ

こ
と

を
聞

い
て

い
た

が
、

面
接

回
数

が
減

っ
た

こ
と

に
よ

り
、

児
童

へ
の

負
担

は
軽

減
さ

れ
て

い
る

。
◆

い
い

え
年

少
の

被
害

児
に

対
し

て
事

前
の

心
理

教
育

が
な

さ
れ

な
い

ま
ま

共
同

面
接

が
行

わ
れ

、
加

害
親

に
つ

い
て

の
聴

取
に

拒
否

的
に

な
っ

て
し

ま
っ

た
。

後
日

改
め

て
心

理
教

育
を

行
っ

た
上

で
、

児
童

の
治

療
的

観
点

と
法

２
８

条
申

し
立

て
の

た
め

聴
取

を
実

施
。

結
果

的
に

複
数

回
の

面
接

を
行

う
こ

と
に

な
り

負
担

軽
減

と
は

言
い

難
く

感
じ

た
。

・
集

中
力

が
続

か
な

い
た

め
，

回
数

が
少

な
く

て
済

み
，

子
ど

も
に

と
っ

て
良

か
っ

た
と

感
じ

る
。

・
児

相
が

直
接

被
害

状
況

を
確

認
し

な
く

て
も

ケ
ア

の
支

援
が

可
能

に
な

っ
た

た
め

。

聴
き

取
り

の
回

数
が

最
小

限
で

す
む

た
め

何
度

も
同

様
の

面
接

を
行

わ
ず

に
済

む
と

い
う

心
理

的
負

担
の

軽
減

関
係

機
関

が
一

同
に

会
し

て
質

問
等

の
確

認
を

実
施

す
る

こ
と

で
、

児
童

が
必

要
以

上
に

面
談

を
行

う
な

ど
の

負
担

を
軽

減
す

る
こ

と
が

で
き

た
と

考
え

る
た

め
。

協
同

面
接

後
も

事
情

聴
取

が
行

わ
れ

た
ケ

ー
ス

が
あ

り
、

子
ど

も
の

負
担

は
軽

減
さ

れ
て

い
な

い
と

感
じ

て
い

る
。

協
同

面
接

後
に

さ
ら

に
事

情
聴

取
が

あ
り

，
児

童
の

負
担

と
な

っ
た

。
協

同
面

接
の

中
で

，
児

童
が

事
実

を
話

そ
う

と
せ

ず
，

事
実

を
話

す
こ

と
で

家
族

が
刑

事
責

任
を

問
わ

れ
る

か
も

し
れ

な
い

と
い

う
葛

藤
を

抱
え

て
し

ま
っ

た
。

面
接

回
数

の
減

少

司
法

機
関

職
員

が
聴

取
し

た
被

害
事

実
を

、
重

ね
て

児
相

で
聞

く
こ

と
は

、
あ

ま
り

な
い

た
め

。
児

相
の

助
言

を
受

け
た

検
事

、
警

察
官

が
、

子
ど

も
の

特
性

に
配

慮
す

る
た

め
。

言
葉

に
す

る
こ

と
に

よ
り

，
当

時
の

記
憶

を
思

い
出

す
こ

と
と

な
り

負
担

が
大

き
い

。

最
小

限
の

面
接

回
数

と
な

る
た

め
。

必
要

最
低

限
の

回
数

で
実

施
で

き
た

。

被
害

事
実

に
つ

い
て

，
複

数
回

開
示

す
る

こ
と

に
よ

る
児

童
の

心
理

的
負

担
を

軽
減

で
き

る
。

被
害

事
実

の
聞

き
取

り
が

安
全

な
環

境
で

プ
ロ

ト
コ

ル
沿

っ
た

内
容

で
進

め
ら

れ
る

た
め

。
個

別
の

ケ
ー

ス
に

よ
っ

て
環

境
に

左
右

さ
れ

に
く

く
な

っ
た

。
た

だ
，

そ
の

後
追

加
で

警
察

・
検

察
か

ら
事

情
聴

取
さ

れ
る

た
め

，
協

同
面

接
は

逮
捕

・
起

訴
に

値
す

る
か

ど
う

か
判

断
す

る
程

度
の

役
割

し
か

担
っ

て
い

な
い

と
感

じ
る

こ
と

も
あ

る
。

・
聴

取
回

数
が

結
果

的
に

複
数

回
と

な
る

例
が

あ
る

。
・

聴
取

の
内

容
も

従
来

の
事

情
聴

取
の

手
法

に
よ

り
行

わ
れ

て
い

る
。

そ
の

た
め

、
公

判
維

持
や

有
罪

に
で

き
る

か
の

視
点

が
強

い
。

◆
は

い
面

接
回

数
を

少
な

く
す

る
こ

と
に

よ
り

，
当

該
児

童
に

何
度

も
事

件
内

容
を

想
起

さ
せ

る
こ

と
を

必
要

最
小

限
に

留
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

◆
い

い
え

事
件

化
に

当
た

り
，

何
度

も
児

童
に

対
し

て
事

情
聴

取
が

行
わ

れ
る

。
協

同
面

接
１

回
当

た
り

の
時

間
が

長
く

て
，

児
童

に
負

担
が

か
か

る
。

三
機

関
が

一
度

の
面

接
で

情
報

を
聴

取
で

き
た

た
め

。

被
害

確
認

面
接

，
協

同
面

接
は

１
回

と
し

て
い

る
が

，
そ

の
後

事
案

に
よ

り
警

察
・

検
察

の
事

情
聴

取
に

協
力

し
て

い
る

。
事

案
と

し
て

も
重

篤
度

，
児

童
の

年
齢

，
状

況
等

に
よ

り
事

情
聴

取
を

行
っ

て
い

る
。

面
接

回
数

が
減

っ
て

い
る

か
ら

１
，

２
度

の
面

接
で

終
了

し
て

い
る

点
で

は
軽

減
さ

れ
て

い
る

と
思

う
。

知
ら

な
い

人
，

場
所

に
対

し
，

繰
り

返
し

話
す

子
ど

も
の

負
担

は
大

き
い

た
め

，
協

同
面

接
に

よ
り

回
数

が
減

り
，

負
担

も
軽

減
さ

れ
て

い
る

と
思

う
。

代
表

聴
取

す
る

こ
と

で
、

面
接

の
回

数
が

減
り

児
童

の
精

神
的

な
負

担
軽

減
に

つ
な

が
っ

て
い

る
。

協
同

面
接

を
行

な
う

こ
と

で
、

聞
き

取
り

の
回

数
が

減
り

、
子

ど
も

の
負

担
は

軽
減

さ
れ

て
い

る
。

複
数

の
機

関
に

よ
り

同
じ

内
容

の
面

接
を

繰
り

返
し

，
重

複
を

し
な

い
た

め
。

問
２

で
回

答
し

た
児

童
に

つ
い

て
は

，
児

相
の

聞
き

取
り

が
不

要
と

な
っ

た
。

１
回

で
面

接
を

終
え

る
こ

と
が

出
来

た
場

合
が

あ
る

。
た

だ
し

，
結

果
的

に
何

度
も

聴
取

し
た

場
合

も
あ

る
の

で
，

児
童

へ
の

負
担

は
完

全
に

軽
減

さ
れ

た
と

は
言

い
切

れ
な

い
。

そ
の

後
の

児
童

の
情

緒
面

の
揺

れ
幅

は
比

較
的

大
き

く
な

ら
な

か
っ

た
。

◆
は

い
・

聞
か

れ
る

回
数

が
減

っ
た

た
め

・
面

接
の

回
数

が
減

る
こ

と
で

，
児

童
へ

の
負

担
軽

減
に

繋
が

る
た

め
・

面
接

が
一

度
で

終
わ

る
の

で
，

心
理

的
な

負
担

は
軽

減
さ

れ
た

と
思

う
。

◆
い

い
え

・
被

害
児

童
の

発
達

年
齢

に
合

わ
せ

た
対

応
で

は
な

か
っ

た
。

ケ
ー

ス
に

よ
っ

て
は

、
協

同
面

接
の

実
施

に
よ

り
そ

の
後

の
聴

取
を

し
な

い
で

済
ん

だ
も

の
も

あ
る

た
め

。
（

そ
の

事
例

は
な

ぜ
再

度
の

聴
取

を
実

施
し

な
い

で
済

ん
だ

か
、

は
捜

査
・

立
件

状
況

に
よ

る
。

そ
れ

以
外

の
事

例
で

は
軽

減
の

効
果

は
薄

い
）
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【
取
扱
注
意
】

検
察

・
警

察
・

児
相

の
三

者
で

連
絡

協
議

会
を

年
３

回
開

催
，

具
体

的
な

事
案

と
通

し
て

振
り

返
り

と
課

題
の

検
討

を
し

て
い

る
。

三
者

の
代

表
者

で
司

法
面

接
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
チ

ー
ム

を
つ

く
り

，
細

か
な

手
続

な
ど

の
調

整
を

適
宜

行
っ

て
い

る
。

検
察

庁
及

び
警

察
と

の
窓

口
に

な
る

担
当

職
員

を
決

め
て

い
る

（
虐

待
対

応
主

幹
）

。

・
検

察
庁

が
音

頭
を

と
っ

て
毎

年
虐

待
関

係
の

研
修

会
を

実
施

し
て

い
る

。
そ

の
中

で
，

司
法

面
接

の
重

要
性

の
話

は
出

て
い

る
。

・
平

成
２

９
年

度
に

児
相

で
司

法
面

接
の

研
修

を
２

日
間

実
施

し
た

。
（

あ
く

ま
で

も
児

相
職

員
の

研
修

の
一

環
）

平
成

２
９

年
度

か
ら

中
央

児
童

相
談

所
に

警
察

官
が

派
遣

さ
れ

て
お

り
、

三
機

関
連

携
に

か
か

る
研

修
の

企
画

立
案

、
三

機
関

協
議

が
想

定
さ

れ
て

い
る

ケ
ー

ス
に

つ
い

て
児

相
と

多
機

関
の

調
整

役
を

担
っ

て
い

る
。

・
協

同
面

接
で

録
音

録
画

し
た

デ
ー

タ
は

警
察

、
検

察
の

捜
査

資
料

と
し

て
使

わ
れ

，
協

同
と

は
言

い
な

が
ら

も
児

相
に

は
共

有
し

て
も

ら
え

な
い

こ
と

に
困

っ
て

い
る

。
・

警
察

主
導

で
司

法
面

接
が

行
わ

れ
る

た
め

，
児

相
と

し
て

子
ど

も
の

意
思

を
ど

れ
だ

け
尊

重
す

れ
ば

良
い

の
か

迷
い

が
あ

る
。

子
ど

も
が

司
法

面
接

を
拒

否
す

る
場

合
、

子
ど

も
を

支
持

し
て

よ
い

の
か

、
あ

る
い

は
説

得
す

べ
き

な
の

か
悩

ん
で

し
ま

う
。

・
協

同
面

接
以

外
の

事
情

聴
取

、
実

況
見

分
、

実
況

見
分

調
書

の
確

認
な

ど
も

子
ど

も
に

と
っ

て
か

な
り

の
負

担
に

な
る

。
・

子
ど

も
や

保
護

者
へ

の
説

明
は

、
一

時
保

護
を

し
て

い
る

児
相

の
役

割
に

な
る

が
、

子
ど

も
に

「
も

う
終

わ
っ

た
よ

。
よ

く
頑

張
っ

た
ね

。
」

と
伝

え
て

お
い

て
、

警
察

ま
た

は
検

察
か

ら
再

度
面

接
を

行
う

と
連

絡
が

入
る

場
合

が
あ

る
。

そ
う

な
る

と
、

子
ど

も
や

保
護

者
は

児
相

に
対

し
て

陰
性

感
情

を
強

く
持

ち
、

後
の

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
ク

に
大

き
な

影
響

を
及

ぼ
す

こ
と

に
な

る
。

・
警

察
も

検
察

も
立

件
で

き
る

こ
と

、
事

件
化

し
て

処
理

で
き

る
こ

と
が

目
的

で
あ

り
、

そ
れ

が
で

き
た

ら
終

わ
り

で
あ

る
が

、
加

害
者

が
釈

放
さ

れ
た

り
、

出
所

し
た

り
す

れ
ば

再
被

害
の

リ
ス

ク
は

上
が

る
し

、
子

ど
も

の
ケ

ア
の

観
点

か
ら

言
っ

て
も

児
相

の
支

援
は

終
わ

ら
な

い
。

・
警

察
や

検
察

か
ら

す
れ

ば
、

児
相

も
捜

査
対

象
に

す
ぎ

ず
、

本
質

的
な

意
味

で
の

連
携

は
可

能
な

の
か

疑
問

が
残

る
。

・
地

方
検

察
庁

，
県

警
本

部
，

市
児

相
，

県
児

相
（

３
ヶ

所
）

，
県

庁
の

計
７

機
関

で
会

議
を

年
２

回
実

施
。

・
各

機
関

が
児

童
虐

待
に

関
す

る
対

応
事

例
を

発
表

し
，

多
機

関
連

携
の

強
化

に
向

け
て

協
議

を
行

っ
て

い
る

。

年
に

１
回

事
例

交
換

会

・
地

方
検

察
庁

、
警

察
、

児
童

相
談

所
の

３
機

関
で

取
扱

事
案

の
報

告
と

振
り

返
り

等
を

行
う

中
で

、
連

携
に

お
け

る
課

題
が

散
見

さ
れ

た
た

め
、

合
意

内
容

の
見

直
し

を
含

め
て

年
３

回
程

度
の

協
議

を
行

っ
て

い
る

。

検
察

・
警

察
・

主
管

課
と

１
年

１
回

程
度

，
連

絡
会

議
を

開
催

し
て

い
る

が
，

協
議

内
容

は
協

同
面

接
に

係
る

手
続

等
に

限
定

し
た

も
の

で
は

な
い

。

検
察

・
警

察
・

児
相

の
三

者
で

毎
月

１
回

程
度

情
報

共
有

の
仕

方
に

つ
い

て
協

議
し

て
い

る
。

年
に

1
回

以
上

、
三

者
（

児
相

、
県

警
、

検
察

）
で

三
者

連
携

の
試

行
に

つ
い

て
基

準
、

早
期

連
携

の
あ

り
方

等
を

協
議

し
て

い
る

。

警
察

お
よ

び
検

察
庁

と
年

３
～

４
回

程
度

、
協

同
面

接
の

進
め

方
等

に
つ

い
て

協
議

し
て

い
る

。

・
検

察
庁

，
県

警
本

部
，

児
童

家
庭

課
，

児
相

で
協

同
面

接
実

施
の

た
め

の
連

携
強

化
，

実
務

レ
ベ

ル
の

情
報

交
換

（
年

２
回

～
３

回
）

・
病

院
，

検
察

，
警

察
，

児
相

で
会

議
を

し
て

い
る

（
月

１
回

）
・

児
相

，
県

警
，

検
察

で
連

携
体

制
の

確
認

等
（

年
１

回
程

度
）

●
全

体
会

　
年

3
回

　
●

コ
ア

メ
ン

バ
ー

会
議

　
月

1
回

　
●

事
例

勉
強

会
　

月
1
回

・
子

ど
も

へ
の

説
明

　
・

そ
の

後
の

処
分

に
つ

い
て

地
方

検
察

庁
、

警
察

本
部

、
５

県
市

の
児

童
相

談
所

を
構

成
員

と
し

、
協

同
面

接
に

特
化

し
た

「
児

童
３

機
関

連
携

協
議

会
」

を
年

４
回

程
度

実
施

し
て

、
課

題
や

問
題

点
を

共
有

し
、

３
機

関
の

連
携

強
化

を
図

っ
て

い
る

。

毎
年

１
回

，
児

相
・

警
察

・
検

察
庁

で
合

同
会

議
を

実
施

し
て

い
る

。
主

と
し

て
，

各
管

轄
で

の
取

組
状

況
の

報
告

，
事

例
の

共
有

を
行

っ
て

い
る

。

・
児

相
と

警
察

少
年

課
の

意
見

交
換

（
年

２
回

）
・

児
相

と
検

察
庁

の
意

見
交

換
（

年
２

回
）

平
成

3
0
年

度
に

関
係

機
関

会
議

（
警

察
、

児
相

、
県

）
を

実
施

し
、

現
状

と
課

題
を

共
有

し
た

。
次

年
度

も
同

会
議

を
実

施
予

定
。

児
相

・
警

察
・

検
察

の
三

機
関

に
お

け
る

更
な

る
連

携
強

化
に

関
す

る
協

議
会

が
年

１
～

２
回

開
催

さ
れ

，
出

席
し

て
い

る
。

平
成

３
１

年
３

月
よ

り
，

検
察

庁
及

び
警

察
担

当
・

病
院

医
師

ら
と

2
ヶ

月
に

１
回

連
絡

会
を

持
っ

て
お

り
，

ケ
ー

ス
情

報
の

共
有

や
実

施
後

の
反

省
点

の
共

有
等

を
行

っ
て

い
る

。

児
相

と
警

察
本

部
と

検
察

庁
の

三
機

関
で

年
１

回
連

携
会

議
を

実
施

し
て

い
る

。
平

成
３

０
年

度
は

検
事

よ
り

協
同

面
接

実
施

５
例

に
つ

い
て

報
告

が
あ

っ
た

。

全
体

会
・

実
務

者
に

よ
る

コ
ア

会
議

　
月

１
回

程
度

検
察

庁
，

警
察

，
児

相
で

週
３

回
程

度
協

同
面

接
を

行
っ

た
事

案
に

つ
い

て
事

後
の

検
証

を
行

っ
て

い
る

。

検
察

・
警

察
・

児
相

に
よ

る
多

機
関

連
携

会
議

を
年

２
回

持
ち

回
り

で
実

施
し

，
事

例
検

討
や

情
報

交
換

を
し

て
い

る
。

検
察

・
警

察
・

児
相

に
よ

る
連

絡
会

議
を

年
２

回
開

催
し

て
い

る
検

察
庁

・
警

察
本

部
・

児
相

・
県

主
管

課
と

年
２

回
，

連
携

の
進

め
方

の
協

議
，

事
例

検
討

な
ど

を
行

っ
て

い
る

。

工
夫

し
て

い
る

こ
と

，
困

っ
て

い
る

こ
と

，
改

善
の

提
案

な
ど

Q2
1そ

の
他

特
別

の
取

組
を

行
っ

て
い

る
場

合
　

そ
の

内
容

地
方

検
察

庁
、

警
察

本
部

、
児

童
相

談
所

で
２

か
月

に
１

回
、

事
例

に
基

づ
く

課
題

の
抽

出
、

共
有

、
課

題
解

決
に

向
け

て
の

取
決

め
に

つ
い

て
協

議
す

る

Q2
0特

別
の
取
組

【
取
扱
注
意
】

年
に

一
度

，
県

全
体

で
検

察
・

警
察

・
児

相
の

連
絡

協
議

会
を

開
催

さ
れ

て
い

る
（

検
察

庁
主

催
）

。
ま

た
，

各
検

察
庁

支
部

単
位

で
連

絡
会

を
開

催
し

て
い

る
と

こ
ろ

も
あ

る
。

年
一

回
以

上
、

上
記

三
機

関
と

の
意

見
交

換
を

実
施

。
ま

た
協

同
面

接
を

実
施

し
た

後
は

振
り

返
り

と
検

証
を

行
う

こ
と

と
し

て
い

る
。

検
察

・
警

察
・

児
相

で
の

児
童

三
機

関
連

携
協

議
会

を
２

ヶ
月

に
１

回
行

っ
て

い
る

。

検
察

庁
主

催
で

児
相

・
検

察
庁

・
警

察
と

年
１

回
連

絡
協

議
会

を
実

施
し

，
連

絡
体

制
等

確
認

し
て

い
る

。

年
１

回
、

児
相

と
検

察
庁

で
運

用
上

の
問

題
点

を
協

議

検
察

庁
、

警
察

、
児

相
の

三
機

関
が

定
期

的
に

集
ま

り
協

議
会

を
実

施
し

て
い

る
。

検
察

庁
の

呼
び

か
け

に
対

し
，

警
察

本
部

，
県

庁
子

ど
も

家
庭

課
及

び
児

相
が

年
に

２
回

協
議

を
行

っ
て

い
る

。

児
年

１
～

２
回

，
協

同
面

接
ル

ー
ル

の
確

認
な

ど
を

行
っ

て
い

る
。

児
相

、
警

察
、

検
察

の
三

者
で

年
１

回
、

担
当

者
の

顔
合

わ
せ

、
事

例
検

討
会

を
行

っ
て

い
る

。

検
察

・
警

察
・

県
及

び
市

児
相

・
県

及
び

市
主

管
課

，
医

療
機

関
と

，
年

1
回

「
児

童
虐

待
事

案
に

関
す

る
多

機
関

連
携

協
議

会
」

を
開

催
し

，
児

童
虐

待
事

案
の

早
期

連
携

の
流

れ
や

各
機

関
の

担
当

者
，

取
り

組
み

事
例

検
討

，
ミ

ニ
講

演
な

ど
を

行
っ

て
い

る
。

児
相

・
検

察
・

警
察

で
の

三
者

協
議

会
を

年
１

・
２

回
開

催
し

，
司

法
面

接
の

実
施

状
況

や
課

題
等

に
つ

い
て

協
議

し
て

い
る

。

検
察

・
警

察
・

児
相

の
三

者
で

協
同

面
接

前
の

カ
ン

フ
ァ

レ
ン

ス
の

実
施

に
つ

い
て

取
り

決
め

て
い

る
。

検
察

、
警

察
、

児
相

の
3
者

で
協

定
を

締
結

し
て

い
る

。

当
所

が
警

察
へ

通
報

し
た

場
合

、
警

察
が

仲
介

に
入

り
、

実
施

の
可

否
お

よ
び

日
時

・
場

所
を

検
討

し
て

い
る

。

三
機

関
で

年
に

１
回

事
例

検
討

と
し

て
，

意
見

交
換

を
し

て
い

る
。

・
地

方
検

察
庁

、
警

察
、

児
童

相
談

所
の

３
機

関
で

①
対

象
窓

口
、

②
認

知
事

案
の

通
報

・
情

報
提

供
、

③
協

議
・

検
討

、
④

代
表

者
に

よ
る

聴
取

（
共

同
面

接
）

、
⑤

研
修

会
の

開
催

等
に

つ
い

て
、

文
書

で
合

意
が

な
さ

れ
て

い
る

。

（
2
）

定
期

的
に

会
議

・
協

議
を

行
っ

て
い

る
場

合
　

そ
の

内
容

◆
「

は
い

」
に

つ
い

て
も

回
答

あ
り

事
前

に
三

者
協

議
を

行
う

こ
と

検
察

・
警

察
・

児
相

の
三

者
で

話
し

合
い

を
積

み
重

ね
て

，
協

同
面

接
を

行
う

ま
で

の
手

順
，

児
童

の
記

憶
の

汚
染

を
防

ぐ
た

め
，

面
接

ま
で

事
件

の
こ

と
を

で
き

る
だ

け
聞

か
な

い
よ

う
に

す
る

等
取

り
決

め
て

い
る

。

・
警

察
と

り
ま

と
め

の
通

達
で

，
対

象
事

案
，

手
続

，
実

施
要

領
が

取
り

決
め

ら
れ

て
い

る
（

三
者

協
議

済
）

・
警

察
，

検
察

庁
と

対
象

事
案

，
面

接
者

，
記

録
媒

体
の

取
扱

い
等

に
つ

い
て

取
り

決
め

て
い

る

●
警

察
・

地
検

・
児

相
の

3
機

関
に

て
、

情
報

共
有

す
る

ケ
ー

ス
に

関
す

る
基

準
、

面
接

前
の

協
議

事
項

、
面

接
官

、
面

接
場

所
の

決
定

方
法

や
基

準
、

手
順

、
処

分
前

カ
ン

フ
ァ

レ
ン

ス
等

に
つ

い
て

。
連

絡
窓

口
や

連
絡

方
法

。

協
同

面
接

に
関

す
る

協
定

は
締

結
し

て
い

な
い

。
協

同
面

接
の

ケ
ー

ス
を

認
知

し
た

際
の

連
絡

・
調

整
窓

口
、

協
同

面
接

ま
で

の
流

れ
（

事
前

検
討

、
事

後
検

討
の

実
施

等
）

に
つ

い
て

は
概

ね
意

思
統

一
で

き
て

い
る

。

事
前

協
議

を
行

い
，

面
接

手
順

や
役

割
を

確
認

し
て

い
る

。

警
察

署
・

検
察

庁
と

事
前

確
認

や
協

議
を

し
て

お
り

，
イ

ン
タ

ビ
ュ

ア
ー

，
場

所
な

ど
を

取
り

決
め

て
い

る
。

中
心

と
な

る
機

関
が

面
接

計
画

書
を

作
成

し
，

実
施

前
に

三
者

で
事

前
協

議
を

行
う

。
実

施
後

に
も

協
議

を
行

う
。

検
察

・
警

察
・

児
相

の
三

機
関

で
，

基
本

方
針

を
取

り
決

め
て

い
る

。
こ

の
中

で
，

対
象

と
な

る
事

案
や

児
童

，
事

案
認

知
時

の
措

置
，

協
同

面
接

方
法

な
ど

に
つ

い
て

取
り

決
め

て
い

る
。

検
察

庁
・

県
警

本
部

・
県

庁
・

県
市

児
相

で
協

議
を

重
ね

，
連

携
強

化
実

施
要

領
を

定
め

て
い

る
。

31
件

16
件

1件
010203040

は
い

い
い
え

無
回
答

件 数

定
期
的
な
会
議
・
協
議
を
行
っ
て
い
る
か

28
29

【
取
扱
注
意
】

＜
困

っ
て

い
る

こ
と

＞
当

所
の

人
員

不
足

や
地

理
的

問
題

（
検

察
庁

と
の

距
離

）
が

あ
り

、
早

め
の

日
程

で
調

整
で

き
な

い
こ

と
が

あ
る

こ
と

人
事

異
動

に
よ

り
、

被
害

確
認

面
接

が
で

き
る

人
の

確
保

が
難

し
く

、
特

定
の

職
員

の
負

担
が

大
き

い
こ

と

司
法

面
接

を
取

り
入

れ
る

こ
と

で
，

子
ど

も
が

複
数

回
の

聞
き

取
り

を
受

け
る

と
い

う
問

題
に

つ
い

て
は

，
徐

々
に

で
は

あ
る

が
解

消
に

向
か

っ
て

い
る

と
思

う
。

司
法

面
接

の
件

数
は

増
加

傾
向

に
あ

り
，

司
法

面
接

で
協

同
す

る
経

験
が

蓄
積

さ
れ

つ
つ

あ
る

。
し

か
し

な
が

ら
，

司
法

面
接

を
実

施
し

た
ケ

ー
ス

に
つ

い
て

，
そ

の
面

接
が

効
果

的
で

あ
っ

た
か

，
よ

り
子

ど
も

に
負

担
を

か
け

る
こ

と
な

く
実

施
す

る
た

め
に

は
さ

ら
に

ど
の

よ
う

な
工

夫
が

で
き

た
か

等
の

ケ
ー

ス
検

証
（

振
り

返
り

）
を

す
る

機
会

が
な

い
。

司
法

面
接

の
実

施
を

重
ね

る
だ

け
で

な
く

，
実

施
し

た
ケ

ー
ス

を
検

証
し

て
，

よ
り

よ
い

面
接

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

取
り

組
む

こ
と

が
で

き
る

と
良

い
と

思
う

。

他
機

関
の

都
合

で
、

実
施

ま
で

の
期

間
が

長
く

な
っ

て
し

ま
う

こ
と

が
あ

る
。

〇
家

事
事

件
に

お
け

る
面

接
記

録
の

疎
明

資
料

と
し

て
の

活
用

に
つ

い
て

面
接

記
録

を
家

事
事

件
に

お
い

て
疎

明
資

料
と

し
て

活
用

す
る

こ
と

に
つ

い
て

、
刑

事
訴

訟
法

の
規

定
に

よ
り

制
約

が
あ

る
た

め
、

児
童

相
談

所
は

対
応

に
苦

慮
し

て
い

る
。

児
童

の
た

め
に

協
同

面
接

を
実

施
し

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
そ

の
面

接
結

果
（

詳
細

な
被

害
開

示
）

を
児

童
の

権
利

擁
護

の
た

め
の

家
事

事
件

に
活

用
で

き
な

い
と

い
う

矛
盾

が
生

じ
て

い
る

の
が

現
状

で
あ

る
。

児
童

福
祉

法
第

３
３

条
や

第
２

８
条

の
申

立
て

が
想

定
さ

れ
る

（
親

権
者

が
一

時
保

護
の

延
長

や
施

設
入

所
に

同
意

し
な

い
）

ケ
ー

ス
に

つ
い

て
は

、
協

同
面

接
と

は
別

に
児

童
相

談
所

で
被

害
事

実
確

認
面

接
を

実
施

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
状

況
に

な
り

か
ね

な
い

が
、

児
童

の
負

担
軽

減
と

い
う

協
同

面
接

の
趣

旨
に

反
し

て
し

ま
う

。
上

記
事

例
の

よ
う

に
、

協
同

面
接

が
児

童
に

と
っ

て
真

に
有

効
に

な
る

よ
う

刑
事

訴
訟

法
等

の
関

係
法

令
の

改
正

も
必

要
で

あ
る

と
感

じ
て

い
る

。

・
福

祉
的

な
立

場
の

児
相

と
検

察
や

警
察

と
は

役
割

も
視

点
も

違
う

。
互

い
の

機
関

の
違

い
に

つ
い

て
，

理
解

は
し

て
い

る
も

の
の

，
「

子
ど

も
の

利
益

の
た

め
に

何
が

一
番

よ
い

か
」

と
い

う
と

こ
ろ

の
ズ

レ
が

生
じ

る
こ

と
が

あ
り

，
難

し
さ

を
感

じ
て

い
る

。
・

１
回

の
き

き
と

り
と

は
い

え
，

子
ど

も
に

と
っ

て
は

初
め

て
の

場
所

や
人

で
あ

り
，

緊
張

を
強

い
ら

れ
る

場
面

で
あ

る
。

一
時

保
護

で
家

庭
か

ら
離

さ
れ

る
な

ど
環

境
の

変
化

も
あ

る
。

で
き

る
だ

け
子

ど
も

が
安

全
感

を
感

じ
る

よ
う

に
丁

寧
な

説
明

を
心

が
け

て
い

る
。

・
他

県
で

は
検

察
庁

に
司

法
面

接
の

窓
口

係
が

あ
り

，
司

法
面

接
の

実
施

に
繋

が
り

や
す

い
が

，
当

県
に

お
い

て
は

事
件

を
担

当
す

る
検

事
に

よ
っ

て
温

度
差

が
あ

る
よ

う
に

感
じ

る
。

・
協

同
面

接
の

タ
イ

ミ
ン

グ
が

遅
く

な
る

こ
と

で
，

ケ
ー

ス
ワ

ー
ク

に
支

障
が

出
た

り
，

児
童

の
記

憶
が

曖
昧

に
な

り
，

正
確

な
情

報
が

得
ら

れ
な

い
こ

と
が

あ
る

た
め

，
協

同
面

接
を

出
来

る
だ

け
早

い
時

期
に

行
え

る
よ

う
に

し
て

い
き

た
い

。

性
的

虐
待

の
２

つ
の

ケ
ー

ス
に

つ
い

て
，

被
害

児
童

が
刑

事
裁

判
に

証
人

と
し

て
出

廷
を

し
た

。
い

ず
れ

も
三

機
関

の
協

同
面

接
（

司
法

面
接

）
を

行
っ

た
が

，
被

告
人

や
弁

護
人

が
面

接
の

記
録

を
証

拠
と

し
て

認
め

る
こ

と
に

同
意

し
な

か
っ

た
の

で
，

検
察

か
ら

出
廷

の
要

請
が

あ
っ

た
。

２
つ

の
ケ

ー
ル

と
も

被
害

児
童

は
出

廷
し

た
が

，
休

憩
を

挟
ん

だ
と

は
い

え
３

時
間

に
わ

た
り

，
検

事
・

弁
護

人
・

裁
判

官
か

ら
尋

問
を

受
け

た
。

被
害

児
童

の
一

人
は

，
「

ま
た

父
親

に
殺

さ
れ

る
夢

を
見

る
か

も
」

と
言

う
な

ど
不

安
定

に
な

っ
た

。
も

う
一

人
の

被
害

児
童

は
精

神
科

の
入

院
を

継
続

し
て

い
る

。
出

廷
を

し
た

こ
と

に
よ

り
，

将
来

に
わ

た
っ

て
，

被
害

児
童

の
精

神
面

に
負

の
影

響
が

出
る

こ
と

が
危

惧
さ

れ
る

。
協

同
面

接
（

司
法

面
接

）
の

記
録

が
裁

判
所

で
証

拠
採

用
さ

れ
，

被
害

児
童

が
出

廷
し

な
く

て
も

良
く

な
る

こ
と

を
望

む
。

本
来

各
機

関
が

各
々

の
役

割
を

十
分

に
理

解
し

，
同

じ
立

場
に

立
っ

て
実

施
す

る
べ

き
と

考
え

る
が

，
実

際
に

は
警

察
検

察
優

位
の

も
と

事
が

進
む

こ
と

が
多

く
，

児
相

の
支

援
活

動
に

支
障

を
き

た
す

こ
と

が
多

く
あ

る
。

子
ど

も
の

負
担

軽
減

の
た

め
，

協
同

面
接

を
行

う
前

に
確

認
す

べ
き

事
項

を
共

有
す

る
必

要
が

あ
る

。

・
面

接
を

受
け

る
児

童
に

対
し

て
，

話
す

動
機

付
け

を
す

る
の

に
苦

労
し

て
い

る
。

・
面

接
中

に
フ

ラ
ッ

シ
ュ

バ
ッ

ク
す

る
児

童
が

い
る

た
め

，
面

接
後

に
心

理
司

等
が

ク
ー

ル
ダ

ウ
ン

や
ケ

ア
を

す
る

よ
う

に
し

て
い

る
。

・
主

に
面

接
官

を
担

っ
て

い
る

検
察

官
の

異
動

が
あ

り
，

司
法

面
接

の
適

切
な

実
施

や
面

接
の

質
の

確
保

に
苦

慮
し

て
い

る
。

・
協

同
面

接
で

得
た

記
録

に
つ

い
て

は
，

三
者

で
共

有
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
。

・
三

者
の

予
定

を
調

整
す

る
の

が
難

し
い

こ
と

。
・

被
害

確
認

面
接

が
で

き
る

職
員

の
育

成
と

技
術

の
向

上
が

必
要

。

・
共

同
面

接
に

お
い

て
児

相
と

し
て

は
、

児
童

の
年

齢
や

知
的

能
力

等
に

応
じ

て
質

問
の

言
葉

を
平

易
に

し
た

り
、

児
童

の
ペ

ー
ス

に
合

わ
せ

た
配

慮
を

し
て

ほ
し

い
を

考
え

、
事

前
協

議
で

そ
の

旨
を

伝
え

る
が

、
仮

に
そ

の
場

で
了

解
を

さ
れ

た
と

し
て

も
、

実
際

の
面

接
場

面
で

は
児

相
が

期
待

す
る

配
慮

は
得

ら
れ

難
い

。
・

立
件

を
目

指
す

た
め

に
検

事
が

被
害

確
認

面
接

を
行

う
こ

と
は

妥
当

だ
と

思
う

が
、

依
然

と
し

て
誘

導
的

な
面

接
を

行
う

担
当

者
も

存
在

す
る

こ
と

は
事

実
で

あ
り

聴
取

技
術

の
向

上
が

課
題

の
一

つ
と

言
え

る
。

・
三

機
関

連
携

を
行

う
際

に
、

検
察

庁
が

主
導

権
を

握
る

こ
と

が
多

い
。

事
件

化
を

視
野

に
入

れ
た

場
合

に
は

妥
当

と
い

え
る

が
、

事
前

協
議

の
内

容
も

事
件

化
に

向
け

た
進

め
方

の
確

認
が

中
心

と
な

り
や

す
い

。
児

童
の

特
性

や
聴

取
に

際
し

て
の

一
般

的
反

応
等

に
つ

い
て

面
接

担
当

者
の

理
解

を
促

し
、

よ
り

効
果

的
な

共
同

面
接

が
実

施
で

き
る

よ
う

工
夫

す
る

必
要

が
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
。

司
法

面
接

の
重

要
性

に
つ

い
て

は
，

児
童

虐
待

を
扱

う
関

係
機

関
で

は
認

識
し

て
い

る
が

，
ど

こ
が

中
心

に
な

っ
て

研
修

を
行

う
か

な
ど

，
調

整
が

必
要

な
状

況
で

あ
る

。

児
相

の
建

物
や

設
備

が
老

朽
化

し
て

お
り

，
協

同
面

接
を

行
う

場
と

し
て

も
不

十
分

で
あ

る
た

め
，

現
在

全
面

的
な

建
て

替
え

を
進

め
て

い
る

。

事
件

化
さ

れ
，

D
V
D
が

証
拠

採
用

さ
れ

な
け

れ
ば

，
ビ

デ
オ

リ
ン

ク
な

ど
配

慮
は

さ
れ

る
が

，
証

言
を

求
め

ら
れ

る
。

※
断

る
こ

と
は

出
来

る
。

児
相

内
に

三
機

関
合

同
面

接
が

実
施

で
き

る
施

設
が

な
い

。

共
同

面
接

後
、

被
害

児
が

一
時

保
護

さ
れ

て
い

る
と

、
安

全
が

確
保

さ
れ

て
い

る
た

め
か

、
加

害
者

逮
捕

ま
で

時
間

が
か

か
っ

て
い

る
よ

う
に

感
じ

る
。

検
察

、
警

察
の

迅
速

な
対

応
を

お
願

い
し

た
い

。
・

イ
ン

タ
ビ

ュ
ア

ー
の

資
質

向
上

・
検

察
官

が
イ

ン
タ

ビ
ュ

ア
ー

に
な

っ
た

り
、

捜
査

機
関

が
バ

ッ
ク

ス
ス

タ
ッ

フ
に

入
っ

た
り

し
て

い
る

こ
と

を
、

子
ど

も
に

説
明

せ
ず

に
面

接
を

実
施

す
る

の
は

適
切

か
疑

問
に

思
う

。

課
題

と
な

っ
て

い
る

こ
と

と
し

て
、

平
成

2
8
年

度
に

警
察

・
検

察
・

児
相

の
三

者
が

合
同

で
被

害
事

実
確

認
面

接
研

修
（

N
I
C
H
D
）

を
行

っ
た

が
、

継
続

的
な

取
り

組
み

に
な

っ
て

い
な

い
た

め
に

、
受

講
者

の
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

研
修

や
増

え
続

け
る

新
任

職
員

に
対

す
る

研
修

が
で

き
て

い
な

い
現

状
で

あ
る

。
そ

の
た

め
、

児
相

で
事

案
発

生
し

た
場

合
に

、
対

応
で

き
る

職
員

が
限

ら
れ

て
い

る
。

ま
た

、
初

と
な

る
協

同
面

接
を

昨
年

度
に

検
察

庁
で

実
施

し
た

が
、

元
々

子
ど

も
の

不
安

が
強

い
中

、
対

応
者

の
不

慣
れ

や
場

所
に

対
す

る
抵

抗
が

大
き

く
影

響
し

、
十

分
な

結
果

が
得

ら
れ

ず
、

2
回

実
施

す
る

こ
と

に
な

っ
た

。
こ

の
ケ

ー
ス

は
、

交
番

に
性

被
害

を
訴

え
、

一
時

保
護

と
な

っ
た

き
ょ

う
だ

い
事

案
で

あ
る

が
、

す
で

に
警

察
に

被
害

を
申

告
し

、
児

童
と

し
て

は
済

ん
で

い
る

と
い

う
と

ら
え

や
、

「
思

い
出

し
た

く
な

い
」

と
い

う
気

持
ち

が
強

か
っ

た
た

め
、

協
同

面
接

と
し

て
改

め
て

話
を

聞
か

れ
る

こ
と

に
つ

い
て

抵
抗

が
強

か
っ

た
も

の
と

思
わ

れ
る

。
＜

改
善

の
提

案
＞

・
職

員
が

異
動

に
よ

り
入

れ
替

わ
る

中
、

組
織

と
し

て
の

共
通

認
識

が
持

て
る

よ
う

な
取

り
組

み
が

必
要

（
研

修
や

対
応

フ
ロ

ー
の

共
有

、
O
J
T
）

・
継

続
的

な
研

修
の

機
会

が
必

要
|
・

現
場

に
即

し
た

協
同

面
接

の
仕

組
み

作
り

が
必

要
（

対
応

ケ
ー

ス
が

少
な

い
た

め
、

実
際

に
対

応
を

振
り

返
り

な
が

ら
、

仕
組

み
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
）

・
協

同
面

接
で

あ
れ

、
被

害
確

認
面

接
で

あ
れ

、
子

ど
も

側
の

負
担

は
大

き
い

。
負

担
感

が
あ

る
中

、
話

を
聞

い
て

も
ら

え
た

と
い

う
体

験
が

意
味

が
あ

る
も

の
に

す
る

た
め

に
も

、
事

後
の

フ
ォ

ロ
ー

体
制

が
必

要
。

ま
た

非
加

害
保

護
者

が
子

ど
も

を
守

る
存

在
に

な
る

た
め

に
も

、
協

同
面

接
の

意
義

や
安

心
で

き
る

生
活

づ
く

り
に

つ
い

て
理

解
を

深
め

ら
れ

る
よ

う
な

親
支

援
が

必
要

。

児
童

の
ケ

ア
を

考
え

る
児

童
相

談
所

、
逮

捕
立

件
を

考
え

る
警

察
と

検
察

の
立

場
の

違
い

が
あ

り
、

相
互

理
解

が
必

要

30
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小松原 慶一氏　資料

再発する加害行為

• 平成20年度家庭復帰した133児相988事例の内、
性暴力被害のあった事例は28事例。そのうち加害
者の居る家庭に帰ったのは13事例

• そのうち62%で措置解除年度内に再発（8事例）

• 特に保護者の強い要請で帰宅（子どもも帰宅を希
望）した71％（ 8事例中5事例）で措置解除した
年度内に再発

日本子ども家庭総合研究所：山本恒雄

性暴力被害の特殊性

典型的なプロセス：繰り返し何度も尋ねられる

親

担任

友人

校長

養護
教諭

友人の親

カウン
セラー

医師

弁護
士
警察
児相

裁判

これらを防ぐ
司法⾯接の取り組み

7

（被害事実確認面接）

＜想定されうる面接回数＞

学校 児相・医療 警察 検察 裁判

↑被害発覚 ※●が面接

21

司法⾯接の概要
について

鳥取県米子児童相談所

児童心理司 小松原慶一

子どもの虐待防止推進全国フォーラムin鳥取

司法面接の現状と課題
～今後の司法面接のあり方～

面接における諸問題

n虐待や事件が疑われるケース

→大人は最悪の事態を想定する

→それを検証するような態度

→クローズド質問が増える

→誘導や暗示となり得る働きかけになる

→客観性がなくなる 4

6

繰り返し聞くデメリット

n精神的二次被害

・辛い話を繰り返すことは精神的にも負担

n証言の変化

・子どもは忘れやすく、誘導を受けやすい。

・面接をする度に、内容が変化していく。

（大人の影響力の高さ）

司法面接とは

n以下の目的を持った面接のこと

・子どもからの聞き取りの負担を少なくする

・客観的事実の聞き取る

8

（被害事実確認面接）

1 2

3 4

5

7

6

8

11

米子児童相談所の性的虐待対応

平成2３年度 平成2４年度 平成2５年度 平成2６年度 平成2７年度 平成2８年度

性的対応件数 １ １ ３（2） ７ ３ ５

司法面接 受講
＊NICHDを習得

地域への研修の開始
＊研修実施 5件
（検察庁・要対協・生徒指導部会等：合計約170名

協同面接の実施
・警察の聴取の省略
・検察の司法面接の立ち会い

弁護士との勉強会
＊司法面接に係る弁護士との勉強会

＊警察・検察・児相の連携強化会議

連携の促進
＊警察・弁護士との司法面接検証会

＊司法面接シンポジウムの参加
＊初期対応研修を西部県域の全小中

学校対象に実施（全心理司が対応）

【これまでの取り組み】

おわりに
・

【今後の課題】

n司法・福祉・教育・医療との更なる協力

・鳥取県内での面接者の育成と研修実施

・研修受講者の相互交流

・性被害対応のガイドラインの作成

・警察・検察との連携（合同研修）

・協同面接の定義（申し合わせ事項の作成）

・トラウマ治療

15

10

NICHDプロトコル（概要）
(National Institute of Child Health and Human Development)
1. 導入

2. グラウンドルール

3. ラポール

4. 出来事を思い出す練習（エピソード記憶の練習）

5. 自由報告（本題への移行）

6. 【ブレイク】

7. クローズド質問（脅し・目撃者，開示，問題）

8. クロージング

9 終了

司法面接の共通項

n原則：一度だけの面接で、録音録画する。

n面接手順

①中立的会話でラポール形成

②自由報告により出来事の報告を求める

③出てきたことがらについて質問

（オープンからクローズへ）

④感謝し、終結する

9

問題と目的
n 性的虐待は特に発覚しにくい

n 発覚後の対応が困難

（子どもの安全確保→加害者排除≒法的対応）

n 被害聴取の児童の負担が大きい

↓

負担軽減のための「司法面接」

（福祉・司法・教育の連携）

同時に

初期対応の周知が必要
12

米子児童相談所の性的虐待対応２

平成29年度 平成30年度 平成31年度

性的対応件数 １ ３（１） ４（２）

司法面接概要研修
・警察、検察、児相合同研修
・警察、検察、弁護士を含め
た勉強会

警察・検察が代表者
＊児相が警察・検察のサポート
・事前の情報共有

協同面接の代表者が警察
・NICHDによる警察の面接

・児相が警察事案のサポート

【これまでの取り組み】

9 10

11 12

13

15

14
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石谷 暢男（いしたに のぶお）氏

鳥取県小児科医会会長、鳥取県東部小児科医会会長、鳥取県東部医師会副会長、
鳥取いのちの電話業務執行担当理事、鳥取県社会福祉審議会児童福祉専門分
科会児童支援部会委員、鳥取県東部地区児童虐待の対応に係わる医療機関と
の意見交換会委員、鳥取市学校不適応対策専門委員会委員長、鳥取市いじめ
防止対策推進委員会委員、鳥取市小児慢性特定疾患審査会委員長、鳥取市学
校保健会会長、鳥取県学校保健会理事、鳥取子ども学園評議員・第三者委員、
子どもの心の診療ネットワーク会議委員、鳥取市教育支援委員会副委員長、鳥取県八頭郡就学支
援委員会副委員長、鳥取県教育センター専門医相談教育相談員、鳥取市こども発達支援ネットワー
ク推進会議会長、鳥取市要保護児童対策地域協議会代表者会議委員、成長科学協会地区委員、日
本小児心身医学会認定医・指導医・代議員、子どものこころ専門医機構「子どものこころ専門医」、
日本小児科医会「子どもの心相談医」、日本小児科学会認定小児科専門医、日本内分泌学会認定
内分泌代謝科専門医

略歴
昭和57年 ３月　島根医科大学（現：島根大学）医学部医学科卒業
昭和57年 ４月　鳥取大学医学部小児科入局
昭和62年 ４月　雲南共存病院（現：雲南市立病院）小児科医長
平成 元年 ８月　石谷小児科医院　院長
平成  3年12月　医療法人　石谷小児科医院理事長

専門編集
・総合小児医療カンパニア「移行期医療」―子どもから成人への架け橋を支えるー　中山書店
分担執筆
・初学者のための小児心身医学テキスト　「向精神薬の使い方」日本小児心身医学会　
・総合小児医療カンパニア「移行期医療」―子どもから成人への架け橋を支えるー　中山書店
・ 総合小児医療カンパニア「小児科コミュニケーションスキル」―子どもと家族の心をつかむ対

話術「不登園・不登校」　中山書店

コーディネーター

医療と他機関連携
～子ども虐待予防と多機関連携で

子どもの未来を守る～

第３分科会

香川（高松）、大分（中津）、静岡（浜松）での子ども虐待予防と多機関連携の取り組み
の実践から、子どもの未来を守る医療と多機関連携・協働による子どもを虐待死させな
い包括的支援システムの構築を考える。

概　要

・総合診療専門医マニュアル　「起立性調節障害」「片頭痛」　南江堂
・小児科学レクチャー　子どもの不定愁訴「学校との連携や学校医の参画」　総合医学社4巻1号
・小児科臨床ピクシス　小児プライマリケア「患者へのアンケート調査」　中山書店、
・小児科臨床ピクシス　起立性調節障害「プライマリケア医や校医の役割」　中山書店
・ 小児科臨床ピクシス　発熱の見方と対応　「詐病、Münchausen syndrome by proxy」中山

書店
・小児の心身症　小児歯科臨床　第7巻第6号
・成育の視点に立った学校保健マニュアル　「不登校」　診断と治療社
・学校医は学校に行こう！「朝起きると不定愁訴を訴える子ども」医師薬出版株式会社
・からだの科学臨時増刊小児科医が変わる「心のケア心身症に取り組む」日本評論社
・小児期：学童期　心療内科第2巻4号　科学評論社
・ 今日からできる思春期外来　思春期における対象喪失とモーニングワーク　低身長と思春期　

JIM第14巻６号
・小児期における頭痛の症例　治療学　第36巻　7号　ライフサイエンス出版
・ 外来小児科と社会的な活動―不登校児への関わりを通してー　小児科診療　第61巻11号診断

と治療社
・ 子どもの集団生活と心身の健康「学校における健康相談」小児科臨床58巻4号　日本小児医事

出版
・小児疾患診療のための病態生理３「起立性調節障害」小児内科48巻増刊
・「小児科外来で見る不登校」外来小児科19巻3号
・ プライマリケアにおけるライフストレス緩和のマネジメント「小児診療に対して」　医薬ジャー

ナル社
・小児心身医学会ガイドライン集　日本小児心身医学会編　南江堂
・小児科外来　薬の処方プラクテイス　「起立性調節障害、乗り物酔い」中山書店
・はじめよう臨床医にできる子育てサポート21　くせ・性格に関するサポート　医学書院
・ 今日からできる思春期診療　なんとなく不安・眠れない・よくおなかをこわす・過呼吸を起こ

す　医学書院
・子どもの心とからだ第28巻1号「不登校診療事例集」
・幼児健診　小児科臨床63巻増刊号　小児医事出版
・小児科ナースの疾患別ケアハンドブック　心身症・精神疾患　メディカ出版
・小児科外来診療のコツと落とし穴３　乳幼児健診　中山書店
・小児科外来診療のコツと落とし穴４　外来診断　中山書店
・ レジデンスハンドブック　抗不安薬・睡眠薬・抗うつ薬・気分安定薬の使い方　「起立性調節障害」

アルタ出版
・私の生き方　医の道を歩む　第4集　「心技一体」文教図書出版
・ 子の心晴れて懸るは虹　開業小児科医によるこころに問題をもった子供達（主に不登校児・生徒）

への取り組み　日本小児科医会会報　13巻
・不登校の事例を解析して　日本医師会雑誌代128巻　第9号
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井上 登生（いのうえ なりお）氏

医療法人井上小児科医院（大分県中津市）理事長
日本子ども虐待医学会副理事長／日本小児科学会（専門医・指導医）
福岡大学臨床教授（小児科学）2010-2017年
厚生労働省　社会保障審議会（児童部会社会的養育専門委員会）：委員
中津市医師会理事／中津市次世代育成支援行動計画策定委員会会長／中津市
子ども・子育て会議会長
中津市要保護児童対策地域協議会副会長／ヘルシースタートおおいた推進会議（北部圏域）会長／等

略歴
1983年 福岡大学医学部卒、同年福岡大学医学部小児科入局
1986年９月～
1988年３月 英国ロンドン大学児童青年期精神医学部門留学
 ：D.C.A.P.; Diploma of Child and Adolescent Psychiatry 取得
1988年４月 福岡大学筑紫病院小児科　→　重症心身障害児（者）施設久山療育園
1992年４月 福岡大学医学部助手
1994年４月 井上小児科医院院長、現在に至る

著書等
① 坂井聖二・奥山真紀子・井上登生監修．（2005）子ども虐待の臨床：医学的診断と対応．南山堂．

Failure to Thrive．pp.153-168．Munchausen syndrome by proxy．pp.193-203．
②奥山眞紀子・氏家武・井上登生編．（2009）子どもの心の診療医になるために．南山堂．
③ 井上登生．（2013）子ども虐待とアタッチメント障害．杉山登志郎編．子ども虐待への新た

なケア．pp．21-37．東京：学研教育出版．
④ 井上登生．（2013）子ども虐待”マネジメント．田原卓浩編．小児科医の役割と実践：ジェ

ネラリストのプロになる．pp.118-124．東京：中山書店．

パネリスト

山崎 知克（やまざき ともかつ）氏

浜松市子どものこころの診療所　所長
日本小児精神神経学会常務理事、日本小児心身医学会理事、日本乳幼児医学
心理学会理事、日本夜尿症学会理事
子どものこころ専門医機構理事、全国乳児福祉協議会協議員
東京慈恵会医科大学小児科学講座講師（西新橋校、非常勤）
精神科嘱託医として浜松市児童相談所、浜松乳児院、児童養護施設清明寮、
児童養護施設和光寮に勤務

略歴
平成 ５年　　　　  東京慈恵会医科大学医学部卒業
平成 ５年～７年  　初期研修医として東京慈恵会医科大学附属病院勤務
平成 ７年～ 16年　 東京慈恵会医科大学小児科学講座に入局，神奈川県衛生看護専門学校附属病

院小児科，神奈川県立厚木病院小児科，東京都立母子保健院小児科，東京都
立大塚病院小児科に勤務

平成16年～ 19年　国立病院機構天竜病院精神科，医療法人好生会三方原病院精神科医長
平成19年～ 23年　 社会福祉法人浜松市社会福祉事業団　発達医療総合福祉センター附属診療所

長，センター長
平成23年　　　　  同　子どものこころの診療所　所長（現職）

著書等
逆境的小児期体験が子どものこころの健康に及ぼす影響．山崎知克．日児誌2019; 123: 824-
833.
子どものこころの診療における「ひとり親家庭」の現状と課題．山崎知克，他．子の心とからだ
2018; 27: 332-339.
子どもの保健Ⅰー心身の発達，健康と安全．山崎知克　編著（建帛社，2013）
DV・虐待にさらされた子どものトラウマを癒やすーお母さんと支援者のためのガイド．バンク
ロフト 著．白川美也子・山崎知克　共監訳（明石書店，2006）

パネリスト
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石谷 暢男氏　資料

⽯⾕

⼩児科

医院

⿃取県教育センター

専⾨医相談（相談医）

⿃取市教育⽀援委員会
（副委員⻑）

⿃取市不適応対専⾨委員会
（委員⻑）

・５歳児発達相談（相談医）

・乳幼児健診（健診医）

児童虐待に対応に係る

医療機関との意⾒交換会

（医師会代表委員）

⿃取市学校保健会（会⻑）

⿃取市こどもの発達
⽀援ネットワーク推
進会議（会⻑）

⿃取市こ
ども家庭
発達⽀援
センター

⿃取県
福祉相
談セン
ター

⿃取県
教育委員会

社会福祉法⼈⿃取こども学園
（評議員・第三者委員）
情緒障害短期治療施設
（児童⼼理治療施設）

（嘱託医）

⿃取市要保護児童
対策地域協議会代
表者会議（委員）

⿃取県社
会福祉審
議会

５歳児健診
（健診医）

⼋頭町
保健セ
ンター

児童福祉専⾨分科会
児童⽀援部会委員
（医師会代表）

５保育園・１幼稚園
２⼦ども園・３学校医

⿃取市いじめ防⽌対策推進
委員会（委員）

⿃
取
市
教
育
委
員
会

⿃取
いのちの
電話
（理事）

⿃取県学校保健会（理事・監事）

⾃死対策委員会
（委員⻑）

⿃取市
保健セター

⼦どもとその家族を⽀援するための相談診療における当院と諸機関との関係図

成⻑科学協会
地区委員

ISHITANI  CLINIC  FOR  CHILDRENʼS  DISEASES  AND  HEALTH  CARE  (TOTTORI  JAPAN)  

⼦どものストレッサー ♦家庭
親⼦関係、家族の病気・⼊院・死、同胞関係（兄弟葛藤
など）、両親の不仲、両親の不倫、不⼗分な住宅環境、
両親の知能・性格の偏り（知的障害、性格障害、⼈格障
害、精神障害など）、⼈間関係（三世代同居、両親と祖
⽗⺟との葛藤、⼤家族、⼊り婿の⽗など）、環境の変化
（⽗親の単⾝赴任及び家族への復帰、両親の離婚・再婚、
転居、別居、外国⽣活、帰国、⼤家族からの分離、親の
失業・休職・転職・就職など）、両親及び祖⽗⺟の過⼲
渉・放任・無理解など不適切なしつけ、両親の性交渉の
⽬撃、虐待（⾝体的・⼼理的・性的・ネグレクト）、親
の喫煙、親の法律違反による処罰、早期教育など

ISHITANI  CLINIC  FOR  CHILDRENʼS  DISEASES  AND  HEALTH  CARE  (TOTTORI  JAPAN)  

⼦どものストレッサー ◆本⼈
⾃分⾃⾝の病気罹患・⼊院（悪性腫瘍、慢性疾患、
⾻折など）、⾷欲の阻害、性欲の阻害、所有権・欲の阻
害、テクノストレス（メディア依存、ゲーム依存）によ
る孤独、ハードスケジュール、知的障害（境界知能も含
む）、発達障害、事故（交通事故、⼼理的外傷体験な
ど）、出⽣の秘密、喪失体験（失恋・不登校など）、⽣
活習慣の乱れ、容姿、スタイル（低⾝⻑・性器や乳房・
乳⾸の形や⼤きさなど）、将来の不安

ISHITANI  CLINIC  FOR  CHILDRENʼS  DISEASES  AND  HEALTH  CARE  (TOTTORI  JAPAN)  

医者⼀⼈でできる事は限られているしかし、何もできないわけではない。
皆で智恵を出し合い、⽀え合う事で、⼦どもの命を守る事ができる。
医療と他機関連携

⼦ども虐待予防多機関連携で⼦どもの未来を守る
⼦ども虐待死させない包括的⽀援システムの構築を⽬指して

１．⼦どもたちを虐待死させないために 〜私達医療者がなすべき事〜 （⽊下あゆみ先⽣）

①虐待とは ②虐待の医学的診断 ③虐待を繋ぐ

④⼦どもの代弁者でいるために（虐待対応に対する⼩児科医の役割、チャイルドファースト）

２．逆境的⼩児体験が⼦どものこころの健康に及ぼす影響と親⼦並⾏治療の現状」

〜発達性トラウマ障害への親⼦並⾏治療〜 （⼭崎知克先⽣）

３．⼦ども虐待を予防するコミュニティケアシステムと新しい社会的養育ビジョンを⽬指して

〜平成28年児童福祉法等改正法を受けて〜 （井上登⽣先⽣）
ISHITANI  CLINIC  FOR  CHILDRENʼS  DISEASES  AND  HEALTH  CARE  (TOTTORI  JAPAN)  

医療分科会
コーディネーター

⿃取県⼩児科医会 会⻑
医療法⼈ ⽯⾕⼩児科医院

⽯⾕暢男

⼦どもの虐待防⽌推進全国フォーラム in とっとり 令和元年11⽉17⽇
倉吉未来中⼼（倉吉市）

ISHITANI  CLINIC  FOR  CHILDRENʼS  DISEASES  AND  HEALTH  CARE  (TOTTORI  JAPAN)  

継続的接近：⽬標とする⾏動に徐々近づいていくこと
新しい⾏動を形成する為の基本的原理

全⾯介助

徐々に⼦どもの役割をふやす

全部⾃分でする（⾃⽴⾏動）

９０％以上の成
功が⽬安

Step by step
(small step)

継続的接近

それぞれの⼦どもの能⼒に適したていねいな対応（援助）をすれば
どの⼦でも良くなる

ISHITANI  CLINIC  FOR  CHILDRENʼS  DISEASES  AND  HEALTH  CARE  (TOTTORI  JAPAN)  

⼦どものストレッサー ◆社会（保育園・幼稚園・学校）

友⼈関係（いじめなど）、部活、委員会活動、師弟
関係（教師・保育⼠の⾔動及び⼼理的・⾁体的暴
⼒、教師、保育⼠への不満など）、学業成績、指名
発⾔、進学問題（受験・進学塾など）、転校・転園
（外国へ・帰国など）、本⼈に合わない学校・園（教
育程度の問題、荒れた学校・園、存在感の持てな
い学校・園、校則など）、幼児教育・運動・体育（⽔
泳など）、早⽣まれのストレスなど

ISHITANI  CLINIC  FOR  CHILDRENʼS  DISEASES  AND  HEALTH  CARE  (TOTTORI  JAPAN)  

ストレス反応（適応状態）

ストレッ
サー

家族
親族
友⼈
医師
看護師
⼼理⼠
教師
養護教諭
保育⼠
保健師
児相職員

⾔語化
信頼関係

⾏動化
レクリエーション
クラブ・部活動
サッカー・バスケット
ボーリング・卓球
バトミントン
キャッチボール
ビリヤード
ゲーム
テレビゲーム
お菓⼦作り
つり・カラオケ
旅⾏
ボランテイア活動
保健活動

⾏動化
信頼関係

ISHITANI  CLINIC  FOR  CHILDRENʼS  DISEASES  AND  HEALTH  CARE  (TOTTORI  JAPAN)  

1 2

3 4

5

7

6

8

木下 あゆみ（きのした あゆみ）氏

独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター　育児支援対
策室　室長
小児科　医師
小児アレルギー科　医長

略歴
H10年　高知医科大学卒業
　〃　　高知医科大学小児科学教室入局
H11年　愛媛県立中央病院周産期センター
　〃　　岡山日赤病院小児科
H13年　旧国立病院機構香川小児病院小児科
H25年　病院統合に伴い現職

主な所属学会
日本小児科学会　専門医　
子どもの死亡登録・検証委員会　委員
子どもの生活環境改善委員会　委員
日本アレルギー学会　専門医
日本小児アレルギー学会
日本子ども虐待医学会　代議員　
H30年度日本子ども虐待医学会学術集会　大会長
日本子ども虐待医学会 AHT研究部　委員　
日本子ども虐待医学会 ケースレビュー委員会　委員
日本子ども虐待医学会 医療機関向け研修プログラムBEAMS　講師
日本子ども虐待防止学会　代議員
日本小児科医会　子どもの心相談医

パネリスト
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ストレス反応（不適応症状及び不適応⾏動）

ストレッサー

反社会的⾏動化

家族
親族
友⼈
医師
看護師
⼼理⼠
教師
養護教諭
保育⼠
保健師
児相職員

⾔語化
信頼関係×
信頼関係

⾏動化
×

ISHITANI  CLINIC  FOR  CHILDRENʼS  DISEASES  AND  HEALTH  CARE  (TOTTORI  JAPAN)  

⾮社会的⾏動化

×
攻撃性を
⾃分に
向ける

精神症状・⾝体症状
が出現する

×

⼦どものストレス反応（不適応症状及び不適応⾏動）

ストレッサー

反社会的⾏動化

家族
親族
友⼈
医師
看護師
⼼理⼠
教師
養護教諭
保育⼠
保健師

⾔語化
信頼関係×
信頼関係

⾏動化
×

ISHITANI  CLINIC  FOR  CHILDRENʼS  DISEASES  AND  HEALTH  CARE  (TOTTORI  JAPAN)  

⾮社会的⾏動化

×
攻撃性を
⾃分に
向ける

精神症状・⾝体症状
が出現する

×

防

⼼の問題のおこり⽅（Ⅰ）⼼の問題の起こっていない時

準 準 防

ISHITANI  CLINIC  FOR  CHILDRENʼS  DISEASES  AND  HEALTH  CARE  (TOTTORI  JAPAN)  

⼦どものストレス反応（不適応症状及び不適応⾏動）

ストレッサー 家族
親族
友⼈
医師
看護師
⼼理⼠
教師
養護教諭
保育⼠
保健師
児相職員

信頼関係
⾏動化

ISHITANI  CLINIC  FOR  CHILDRENʼS  DISEASES  AND  HEALTH  CARE  (TOTTORI  JAPAN)  

⾔語化
信頼関係

⾮社会的
⾏動化

不登校・引きこもり･摂⾷障害

家庭内暴⼒
校則違反⾏為
⾮⾏（恐喝、性的
逸脱⾏動、酒、タ
バコ、薬物乱⽤な
ど）、いじめ
暴⼒⾏為（キレル、
校内暴⼒、器物
破損、叩く、つね
る、蹴るなど）

反社会的⾏動化 反
社
会
的
⾏
動
化

×
×

ストレス反応（不適応症状及び不適応⾏動）

ストレッサー 家族
親族
友⼈
医師
看護師
⼼理⼠
教師
養護教諭
保育⼠
保健師
児相職員

信頼関係
⾏動化

ISHITANI  CLINIC  FOR  CHILDRENʼS  DISEASES  AND  HEALTH  CARE  (TOTTORI  JAPAN)  

⾔語化
信頼関係

⾮社会的
⾏動化

不登校・引きこもり･摂⾷障害

家庭内暴⼒
校則違反⾏為
⾮⾏（恐喝、性的逸脱
⾏動、酒、タバコ、薬
物乱⽤など）
いじめ
暴⼒⾏為（キレル、校
内暴⼒、器物破損、叩
く、つねる、蹴るど）

反社会的⾏動化 反
社
会
的
⾏
動
化 ×

××

ストレス反応による⾮社会的⾔語化・⾏動化・精神⾝体症状
ライフ
ステージ ⾮社会的⾔語化・⾏動化・精神⾝体症状

乳幼児期 ミルク嫌い、⾷欲のむら、吐乳、夜泣き、下痢、不機嫌発育不良（体
重増加不良）、無表情、不活発、情緒不安

幼児期
腹痛、嘔吐、下痢、便秘、夜驚症、喘息、夜尿、頻尿、吃⾳、落ち着
きのなさ、⾃傷、息⽌め発作、分離不安、登園拒否、泣き⼊れひきつ
け（噴怒けいれん）、緘黙、チック、偏⾷、⽖かみ、指しゃぶり、抜
⽑、脱⽑、発熱、登校拒否

学童期
頭痛、腹痛、関節痛、嘔吐、遺糞、頻尿、めまい、⽖かみ、喘息、
チック、虚⾔、抜⽑、脱⽑、⽴ちくらみ（めまい）、盗み、登校拒否
（不登校）、転換ヒステリー、緘黙、視⼒・聴⼒障害、全⾝倦怠、不
機嫌、イライラ、悪夢、偏⾷、アレルギー反応、発熱

思春期 起⽴性調節障害、頭痛、摂⾷障害、過換気症候群、強迫症状、不登校、
⾃傷⾏為、緘黙、胃潰瘍、⼗⼆指腸潰瘍、無気⼒、抑うつ不安

ISHITANI  CLINIC  FOR  CHILDRENʼS  DISEASES  AND  HEALTH  CARE  (TOTTORI  JAPAN)  

虐待する⺟親のストレス反応
ストレッサー
望まない妊娠、計画していな
い妊娠、若年（10代）の妊娠、
マタニティーブルー､育てに
くい⼦など

家族
親族
友⼈
医師
看護師
⼼理⼠
教師
養護教諭
保育⼠
保健師
児相職員

信頼関係⾏動化

ISHITANI  CLINIC  FOR  CHILDRENʼS  DISEASES  AND  HEALTH  CARE  (TOTTORI  JAPAN)  

⾔語化
信頼関係

⾮社会的
⾏動化

引きこもり･摂⾷障害

虐待
反社会的⾏動化

反
社
会
的
⾏
動
化 ×

××

⼼の問題のおこり⽅（Ⅱ）⼼の問題が起こるとき

準
防

準
誘

準
誘
持

防

防

ISHITANI  CLINIC  FOR  CHILDRENʼS  DISEASES  AND  HEALTH  CARE  (TOTTORI  JAPAN)  

9 10

11 12

13

15

14

16

ストレス壷と⼼の絨毯

ストレス壷
ツボ全体の材質や形は
個性と呼ばれている。

感受性

許容量

ISHITANI  CLINIC  FOR  CHILDRENʼS  DISEASES  AND  HEALTH  CARE  (TOTTORI  JAPAN)  

ツボや絨毯全体の材質や
形は個性と呼ばれている。

個性の壷と絨毯

ISHITANI  CLINIC  FOR  CHILDRENʼS  DISEASES  AND  HEALTH  CARE  (TOTTORI  JAPAN)  

ストレス

ストレスの洪⽔

ISHITANI  CLINIC  FOR  CHILDRENʼS  DISEASES  AND  HEALTH  CARE  (TOTTORI  JAPAN)  

腹痛

視⼒障害
不登校 頭痛

嘔吐
過換気 聴⼒障害

暴⼒ 強迫症状

準 ： 準備因⼦
誘 ： 誘発因⼦
防 ： 防御因⼦
持 ： 持続因⼦

誘 ＝ 最後に⼊ってきたストレス

準 ＝
素質、素因、体質
ストレス
ストレスつぼ
⼼のじゅうたん｛

＝ 環境（⼈間的、物理的）持

防 ＝
⾔語化
⾏動化
かさ
その他

によるストレスの解消

ISHITANI  CLINIC  FOR  CHILDRENʼS  DISEASES  AND  HEALTH  CARE  (TOTTORI  JAPAN)  

⼼のバランスに影響を与える諸因⼦⼼の問題の解決⽅法

準
誘
持

防
準
誘
持

防
準
誘

防

ISHITANI  CLINIC  FOR  CHILDRENʼS  DISEASES  AND  HEALTH  CARE  (TOTTORI  JAPAN)  

ストレスの解消

⾏動化
⾔語化

ストレス

ISHITANI  CLINIC  FOR  CHILDRENʼS  DISEASES  AND  HEALTH  CARE  (TOTTORI  JAPAN)  

ストレスの洪⽔
ストレス（１６） ストレス

（４）

ISHITANI  CLINIC  FOR  CHILDRENʼS  DISEASES  AND  HEALTH  CARE  (TOTTORI  JAPAN)  

同じ許容量（同じ壷の⼤きさ）であれば感受性（壷の⼝の⼤きさ）の広い壷
が早くストレスであゆれてしまい⼼の問題が現れやすい。

感受性が
強い

感受性が
低い

17 18

19 20
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23
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家族が⾃分を理解してくれない

•整理整頓が⾯倒でできない
•発達障害だということを他⼈に知られたくない
•なぜ⾃分だけがカードを使わないといけないのか
•友達に仲間はずしに遭い、いつも⼀⼈でいる（孤⽴）
•叱責されるかもしれないことへの恐怖感
•⾒通しがもてないことに対する不安
•⼈と違う毎⽇の⽣活による将来への不安
•発達障害によるいじめ
•いつも弟と⽐較され、弟より能⼒的に年下に⾒られる

ISHITANI  CLINIC  FOR  CHILDRENʼS  DISEASES  AND  HEALTH  CARE  (TOTTORI  JAPAN)  

⼀時的対応の例
ストレス

ISHITANI  CLINIC  FOR  CHILDRENʼS  DISEASES  AND  HEALTH  CARE  (TOTTORI  JAPAN)  

⼼理療法・カウンセリング

⼀時的対応
ストレス

⾏動化
⾔語化

ISHITANI  CLINIC  FOR  CHILDRENʼS  DISEASES  AND  HEALTH  CARE  (TOTTORI  JAPAN)  

さまざまな⼼の問題（発達障害）
ストレス

勉強ができない
友達ができない

⽗親が⾃⽴を強要

先⽣に叱られる 将来の不安

家族が⾃分を理
解してくれない

⽗⺟が共働きのためいつも話をする
祖⺟が祖⽗の付きそいについた

不登校

腹痛

頭痛

ISHITANI  CLINIC  FOR  CHILDRENʼS  DISEASES  AND  HEALTH  CARE  (TOTTORI  JAPAN)  

友だちにいじめられた

ストレスは⼼の問題の起こるきっかけ
ストレス

不登校

最後に⼊った
ストレス

頭痛

ISHITANI  CLINIC  FOR  CHILDRENʼS  DISEASES  AND  HEALTH  CARE  (TOTTORI  JAPAN)  

腹痛

ストレスは⼼の問題の起こるきっかけ
ストレス

最後に⼊った
ストレス
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不登校

⼦どもとの接し⽅（ソーシャルサポート）

⾏動化
⾔語化

ストレス

ISHITANI  CLINIC  FOR  CHILDRENʼS  DISEASES  AND  HEALTH  CARE  (TOTTORI  JAPAN)  

ストレスの解消

⾏動化
⾔語化

ストレス
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⼩児医療者と
してできる限
りの事をする

小児医療の逆四猿

ISHITANI  CLINIC  FOR  CHILDRENʼS  DISEASES  AND  HEALTH  CARE  (TOTTORI  JAPAN)  

虐待された⼦どものこころの状況（PTSD)

ストレス

⾔語化
⾏動化

ISHITANI  CLINIC  FOR  CHILDRENʼS  DISEASES  AND  HEALTH  CARE  (TOTTORI  JAPAN)  

さまざまな⼼の問題（虐待する養育者）
ストレス

経済的に困窮
友達ができない

内縁関係

夫からのDV 将来の不安

夫が理解してくれない

⼦どもが未熟児出産で､発達障害、
知的障害、呼吸器疾患などがあり、
病院通いが頻繁

アルコール依存

⾃傷⾏為

過⾷

ISHITANI  CLINIC  FOR  CHILDRENʼS  DISEASES  AND  HEALTH  CARE  (TOTTORI  JAPAN)  

⼦どもが⾃分の思い
通りにならない

⼦どもによ
く説明し ⼦どもをよ

く観察し
⼦どもの
話をよく
聞いて

養育者として
できる限りの

事をする

養育者の逆四猿

ISHITANI  CLINIC  FOR  CHILDRENʼS  DISEASES  AND  HEALTH  CARE  (TOTTORI  JAPAN)  
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 井上 登生氏　資料

そのような子どもに困難な状況が発生した時、
子どもが助けを求めても養育環境が適切でない、あるいは助け
を求めたのに養育者や大人に逆に叱られる・身体的暴力や無視
や言葉による心理的な暴力を受ける、ひどい時は助けを求めた
結果その代償に性的な行為を要求されることもある。

そのまま亡くなる事例もあるが、生き残った場合でもこのよう
なことが続くと、子どもは助けを求めなくなり、自分なりに解
決する方法を模索し始める。しかし、充分な経験がないので、
その子なりの解決法で必死に何とかしてその場をしのぐように
なる。

このような方法を子どもが身につけるとその行為が反応性愛着
（アタッチメント）障害、反抗挑戦性障害、行為（素行）障害
、反社会性パーソナリティ障害、注意欠陥多動障害、小児うつ
病など、子どもにとって必ずしもプラスにならない診断名をつ
けられるようになる。

理念は明文化されつつも、具体的な判断
基準がなく、一人の人間として尊重され
るとはいっても、結局は大人に従属ある
いは第二義的存在として見なされ、地位
は脆弱なままにあったといえる。

子どもの最善の利益とは何か？
『子どもの最善の利益； 』観の誕生（歴史的整理）
子ども・・・法的能力を持たない存在（親の所有物、未成熟者、補充的労働力）・・不利益性の黙認

年 イギリス：救貧法
年 日本：児童福祉法
年 世界人権宣言 第 条第２項

イギリス：旧児童法
年 日本：児童憲章
年 児童の権利宣言
年 イギリス：貴族院 判決（マクダーモット卿の解釈理論）

「子の利益」は裁判審理における単独の「考慮事項」であり、至高の考慮事項である
＊ 年児童法の理論構造（子の利益原則）の発展に寄与

ボツワナ：慣習法の適用及び確認の法 第６条「子の最善の利益」

年 イギリス：クリーブランド事件

年 イギリス：児童法 第１条第３項
児童の権利に関する条約

各国や国際社会が抱いていた、
子どもの利益を至高とする法
理論構造がなかなか示さない
いら立ちの高まりの中で、イギ
リスに明確な意志があった証。子どもの利益保護の構造的・質的変化を決定づけると共に

子どもの最善の利益を判断する基準を示した点で画期的

出典：渡邊建道：子育て支援における「子どもの最善の利益」の構築について
http://www.a-aiiku.com/pdf/4457f93a311437fd82fd51463c5b672.pdf

・ 生きる権利
・ 守られる権利
・ 育つ権利
・ 参加する権利

・ right to life
・ survival and developmental
・ the right to express their views freely

子ども虐待に至りやすい養育者の特徴

①子どもへの対応の技術が不足している

②子どもの発達の知識が不足している

③自分が不安や怒りを覚えたときの自己コントロール
能力が未熟あるいは不適切である

④養育者自身に人格の問題やコミュニケーションスキ
ルの問題および広義の精神疾患を含む精神障害や身
体的障害がある

⑤子育てに困難感を持つ養育者への地域の支援体
制が整っていない

Friedman, R.M.,  Sandler,J.,  Hernandez, M.,and Wolfe,D.A. (1981) Child Abuse. In:Mash,E.J. 
and Terdal L.G. ed. Behavioral Assessment of Childhood Disorders. Pp.221-255.

井上登生．（2005）虐待をしている養育者への対応．
小児科診療．68巻．2号．P.305-311．

子どもたちは人間社会において
最も な一群である

適切な和訳のない だが、

「（適切な養育環境にないと、）無防備で、
攻撃を受けやすく、すきだらけで、

弱くて、傷つきやすく、感じやすく、影響を受けやすい」

等の意味で筆者は使用している。

子どもの虐待防止フォーラム とっとり
医療と他機関連携：子ども虐待予防と多機関連携で子どもの未来を守る

子どもを虐待死させない包括的支援システムの構築を目指して

子ども虐待を予防するコミュニティケアシステムと
新しい社会的養育ビジョンを目指して

〜 平成 年度児童福祉法等改正法を受けて 〜

日時：令和元年 月 日（日）
場所：倉吉未来中心

演者：井上登生
所属：医療法人井上小児科医院（大分県中津市）

一方、子どもが健康で順調に育つ定型発達に必要
な場を提供するためには、健康で安定した強い絆で
結ばれた家族が必要である。

そのためには、その家族が住む地域との社会文化的
なつながり、家族が必要とする支援や住まい、経済
的な安定が保障される必要がある。

出典：井上登生：アタッチメント行動システムの発達と支援
小児の精神と神経： ：２： ，

出典（予定： 末）：井上登生：地域づくりの視点から

Community-based-approachへの転換

ハイリスク・アプローチから
ポピュレーション・アプローチへ

Home-Visitation Services；家庭訪問

Parental Education；親教育

NFP／Healthy Start America／Sure Start
Home Start ／Early Start
乳児家庭全戸訪問事業

Nobody’s Perfect／Triple P／Common Sense Parenting
Circle of Security／Watch, Wait and Wonder

Seven deadly sins of childhood: advising parents about difficult developmental phases
Schmitt BD：Child Abuse & Neglect. 1987：11（３）：421－４３２．

７つの命取りになりえる症状
； ７ deadly signs

１．Specifically colic；独特の激しい泣き
２．Awakening at night；夜中の寝くじり・夜驚
３．Normal poor appetite；小食・食思不振
４．Separation anxiety；分離不安
５．Normal exploratory behavior；探索行動
６．Normal negativism；反抗期の行動
７．Toilet-training resistance

；トイレット・トレーニングへの抵抗

1 2

3 4

5

7

6

8

子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について

社会保障審議会児童部会

児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会

（照会先）
厚生労働省雇用均等・児童家庭局
総務課虐待防止対策室（内7898、7799）

① 第１次報告（平成１７年４月）

平成１５年７月１日から同年１２月末日までに発生し確認された子
ども虐待による死亡事例２４例（２５人）を対象に検証した結果として
を行った

② 第２次報告：平成１６年１月１日から同年１２月末日までの１年間
に発生した事例について検証 以後、毎年報告

③ 第10次報告：平成２４年４月１日から平成２５年３月３１
日までの検証と第１次報告から第10次まで合計した検証

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya
/0000057947.html

子ども権利条約批准

児童虐待防止法
平成16年改正法
要対協の法定化

乳児家庭全戸訪問事業

児童福祉法等
平成28年改正法

第１条目的に予防が追加

抜本
改革！

子どもが権利の主体
子どもの最善の利益の優先原則

家庭養育優先の理念の規定

国及び地方公共団体の
支援のあり方の規定

Maltreated child
Abused child

の予後

死亡
生存者

反復性身体的外傷

反復性心的外傷

重症心身障害児
肢体不自由児

視覚・聴覚障害児

知的障害児

人格障害
反社会的行動・行為障害

非行・犯罪

提言
１．子どもが普通に生きる権利は、もっと
保証されるべきではないのか？

２．予防にかける行政的費用と、不幸にも
障害が発生した時にかかる費用を考え
れば、もう少し工夫が必要ではないか？

井上登生：第 回日本小児精神神経学会 別府 会長講演
医療法人 井上小児科医院

児童相談所における児童虐待相談処理件数の年次推移

1990年 1995年 2000年

市町村への業務移譲

1994年（平成６年）
：子ども権利条約の批准

1996年：厚労省
：子ども虐待防止の手引き

1997年（平成９年）
：児童福祉法の50年ぶりの大幅改訂

虐待関係の通知
1997年：児童虐待等に関する児童福祉法の適切な運用について
1998年：児童虐待に関し緊急に対応すべき事項について

法の整備
1999年：児童買春・ポルノ禁止法
2000年：児童虐待の防止等に関する法律
2004年：上記の一部を改正する案

2001年（平成13年）
：健やか親子21

第１～ 次報告において把握できた心中以外の虐待死事例

人

第１～ 次報告において把握できた心中で亡くなった事例

人

一体、どの位の子どもの尊い命が亡くなったら、
我が国での支援中の子どもの死がなくなるのだろう？

○社会保障審議会児童部会
新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会報（提言）

（平成 28年３月 10日）

平成28年度児童福祉法等改正法
平成29年児童福祉法及び

児童虐待防止等に関する法律の一部を改正する法律

○新たな社会的養育の在り方に関する検討会
新しい社会的養育ビジョン
（平成 29年８月 ２日）

○厚生労働省子ども家庭局
都道府県社会的養育推進計画の策定要領

（平成 30年７月 ６日）

児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策について

東京都目黒区
結愛ちゃん事件発生

平成３０年
３月

要支援児童等（特定妊婦を含む）の情報提供に係る
保健・医療・福祉・教育等の連携の一層の推進について

○「要支援児童等（特定妊婦を含む）の情報提供に係る保健・医療・福祉・教育等の連携の一層の推進について」（平成 年 月 日
雇児総発 第２号・雇児母発 第２号）を新たな通知として発出。

9 10

11 12
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15

14

16
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第３分科会 第３分科会

１．身体に関するサイン
① 栄養不良（体重増加不良／減少・低身長・るいそう）
② 原因不明あるいは発達の流れが不規則な種々の発達遅延
③ 繰り返す外傷（擦過傷・打撲傷・裂傷・火傷など）
④ 不衛生（垢まみれ・異臭・ボサボサの髪等）：体や服装の汚
れが目立ち、風呂にも入っていない
⑤ 不適切な衣服（季節はずれ・性別不明など）
⑥ 持続する疲労感／無気力（触れられる事を嫌がる、凍てつい
た眼／活動性の低下）
⑦ 急性疾患罹患時にも適切な介護を受けていない／体調が悪
くても医者に行かない
⑧ 慢性疾患への適切な治療を受けていない（重症のアトピー性
皮膚炎や気管支喘息などのアレルギー疾患や腎疾患、心臓病、
代謝性疾患など）
⑨ 遺尿・遺糞・反復性尿路感染症・チック（２次性）・脱毛・不登
校など心因性が考えられる症状の放置
⑩ 乳幼児健診未受診・予防接種未接種の既往

表１ 不適切な養護あるいは虐待を疑う時、注意すべき症状や行動上のサイン

２．行動上のサイン
① 多動／過度の乱暴／注意を引く行動：イライラしたり、
感情を押さえ切れないで暴力をふるうなど攻撃的になること
が多い／多動で落ち着きがなく、すぐにわかる嘘をつくこと
が多い

② 家に帰りたがらない／繰り返す家出・浮浪／食物を主
とした盗み／万引き／火遊び：放課後、下校時刻を過ぎても
帰ろうとせず学校に残ったり、理由もなく寄り道をする

③ 繰り返す異食行動（むさぼり食い／過食／拒食）：食べ
物への異常な執着がある（がつがつ食べたり、隠れて人の
給食や弁当を食べる）

④ いじめ（加害者・被害者の両方）：子ども同士のコミュニ
ケーションがとりにくく、孤立して、時にはほかの子どもをいじ
める（いじめられる）

⑤ 不登校：理由のない欠席や遅刻が増える／一校時や
中間休み時に登校する／傷が治るまで登校しない／弟や妹
の世話のために登校できないなど

⑥ 愛着行動の不自然さ：年齢や性別を考えると不自然に
べったりくっついて甘えることがある／触られることを極端に
嫌がる／性的なことへの関心をみせることが多くなる
⑦ 学習能力は高くても、急激に成績が低下する

⑧ 大きな声や物音などを過度に怖がる、怯える、人が変
わったように急に態度を変えることが多い

⑨ 今までみられなかった過度の爪や指を噛むような行為
、チックなどの習癖行動を示す
⑩ 家庭内・学校内暴力
⑪ 逸脱した性行動
⑫ 暴走行為：無免許運転
⑬ 物質常用：飲酒、シンナー、大麻、覚醒剤などの使用

３．特に気をつけるサイン
① 協調性がなく、自分本位となり、自己否定的な、自虐的な言
動が増えるようになる
② 自分で自分の体を傷つける行為をする

③ 自分の殻に閉じこもり、人との触れ合いが消極的になるなど、
無気力になる
④ 「自分が約束を守らなかったから」とか、「どうせ自分が悪い
んだ」とか自己を責めたり、卑下したりするようになる

⑤ 無表情あるいは無感情で、凍りついたような表情を見せはじ
める
⑥ 性的外傷体験について打ち明ける
⑦ 「死にたい」とつぶやくことがある

井上登生（ ）：子ども虐待．衛藤義勝監修：成育の視点にたった学校保健マニュアル：診断と治療社：

中津市

市区町村における支援について

資 料
１．児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策について

岡山県の からですが、全てを確認できますので下記の から確認してください
「岡山県、児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策について」で検索できます

２．厚生労働省（ ）子ども虐待対応の手引き（平成 年 月改正版）

３．井上登生
➀ 母子保健における子ども虐待予防ーコミュニティ・ケアと小児科医の役割．
子どもの虐待とネグレクト ： ：

➁ “子ども虐待”マネジメント．田原卓浩編．小児科医の役割と実践：ジェネラリ
ストのプロになる． ： ．東京：中山書店．
③ 非器質性発育障害に対する一次医療機関からの取り組み．子どもの虐待とネグ
レクト ： ：
④ 第 回社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会資料５：委員提出資料：

⑤ 第 回社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会資料２：委員提出資料：

市区町村における子ども家庭相談の流れ
ポピュレーション・アプローチとしての

乳児家庭全戸訪問事業・乳幼児健康診査等・学校教育における家庭訪問等を通しての
「気になる子ども」・「気になる妊婦・養育者」への気づき

「気になる子ども」・「気になる妊婦・養育者」
についての相談受理

子どもの安心・安全の確認、養育者への支援
の視点にたった家族全体のアセスメント

①緊急度アセスメント：「子どもの安全にかかわる危機」の有無の確認
②リスクアセスメント：「子どもの安全にかかわる危機が現時点では起こって
いないが、近い将来起こる可能性があり、それが子どもに対して重大な危害を
及ぼす可能性がある」の有無の確認
③ニーズアセスメント：必要な支援の確認

要支援・要保護の段階（グレード）の決定

初期アセスメント

井上登生(1992)：児童虐待(養育者による不当処遇児).吾郷ら、他編集．小児心身症とその関連疾患．PP.407
～415．医学書院．より引用

表３ 養育者による不当処遇児 child maltreatmentの種類とその特徴

妊婦相談･妊婦訪問

医療機関との連携
（ 産科行政連絡会･市民病院連絡会･

継続看護連絡票での連携）

予防接種

子ども医療費助成制度

妊婦･赤ちゃん
健康相談

フッ化物塗布
フッ化物洗口事業

医療機関との連携 （ 精神科･小児科との連携）
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中津市の母子保健事業の流れ

子育て世代包括支援センター

新
生
児
訪
問
指
導･

産
婦
訪
問
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22

24

＊中津市子育て世代包括支援センター
～～妊娠・出産・育児に関する 総合相談窓口～～

保健師等の専門職が、妊娠・出産等についての疑問や質問などのご相談をお聞
きし、母子保健サービスや子育てについての情報を紹介します。また、必要に応じ
て医療機関や子育て支援機関と連携しながら、切れ目のないサポートを行います。
「こんなことを聞くのもどうかなぁ」といったちょっとした質問・不安などもお気軽にご
相談ください。

赤ちゃんが、泣き止まない…

転入してきたけど、どこに相談したらいい
の！！
身近に頼れる人がいなくて子育てが不安

妊娠したけど、この先不安で大丈夫
かなぁ

予防接種をどう進めたらいいか分
からない

子どもの離乳食がなかなか進ま
ない…

おっぱいが足りているかなぁ

子どもの発達や発育のことが心
配

子育て世代包括支援センター

重症心身障害児（者）在宅療養支援体制構築
小児等在宅医療連拠点事業

学童期・思春期から
成人期に向けた保健対策

学校

放課後児童健全育成事業
放課後児童クラブ・放課後子ども総合プラン

小 学 校 中 学 校 高等学校 大学校

子ども・子育て新システム（内閣府）
子ども・子育て支援法 及び 総合こども園法

教育支援センター（適応指導教室）事業 スクーリング・サポート・ネット
ワーク事業（ ） いじめ防止対策協議会事業 ニート・ひきこもり対策

障害者総合支援法（自立支援給付・地域生活支援事業等） 障害者虐待防止法 障害者差別解消法等
児童発達支援センター

子供の貧困対策事業

要保護児童対策地域協議会

教育の支援 調査研究・施策の
生活の支援 推進体制等
保護者に対する
就労の支援
経済的支援

特定妊婦

市区町村子ども家庭総合支援拠点

要支援児童及び要保護児童等への支援業務
・ニーズアセスメント
・リスクアセスメント
・緊急アセスメント
在宅支援計画策定と子ども家庭支援の継続
関係機関との連絡調整
・要保護児童に関する児相との共同台帳作成
・保育所等児童福祉施設、幼児教育施設や学
校等子どもが家庭外で生活する機関との連携
支援状況の確認とアセスメントの継続

厚生労働省：平成
30年度子ども・子育
て支援推進調査研
究事業：鈴木秀洋
研究代表．平成31
年３月．①「市区町
村子ども家庭総合
支援拠点の設置促
進に向けた支援手
法に関する調査研
究」報告書．②ス
タートアップマニュア
ル：市区町村子ども
家庭総合支援拠点
設置に向けて．

鈴木秀洋研究所
HPから下記資料
ダウンロード可

途切れない支援のために・・「連携」

「顔の見える関係」

「機能・事業を知る」

「当事者にとって、
つなぐの意味」

こんにちは赤ちゃん訪問（乳児家庭全戸訪問）

母子支援連絡票・周産期連絡票

母 子 保 健 連 絡 会

要保護児童対策地域協議会
実務者会議

中津市 妊婦・母子支援の概念図

母
子
保
健
担
当
課

子
育
て
支
援
課

出生前後小児保健指導

（月に１回） 子育て支援課・地域医療対策課・学校
教育課・保健所・市民病院小児科・医師・児童相談所

（月に１回） 保健所・地域医療対策課・
市民病院小児科保健師

産科・小児科・精神科・行政（妊娠期～幼児期）

保健師による全戸訪問（出生後～４か月未満）

特定妊婦の同定（出生前）
産科助産師・市町村保健師・保健所保健師・市民病院保健師

※こんにちは赤ちゃん訪問（乳児家庭全戸訪問）の状況 平成 年 月より開始
・年間訪問件数 ７００人程度 訪問率 97.5％ 訪問継続者の割合25.9％（Ｈ30年度）
・訪問時期 通常生後2か月前後 ※未訪問理由も把握
・訪問スタッフ 市保健師（臨時職員含む）

母子保健事業・養育支援訪問事業研究会
（３か月に１回） 保健所・地域医療対策課・

子育て支援課・市民病院小児科保健師・小児科医

東保裕の介先生（大分県臼杵市）の原図をもとに改変

① 養育者自身が健康である
② 他人とのコミュニケーションがうまくとれる
③ 自分が困った時、助けを求めることが出来る
④ 子どもの健康や発達に対する知識や子ども
の扱い方の技術が充分（good enough）である
⑤ 経済的に困ってはいない
⑥ 子どもの兄妹にも大きな問題がない
⑦ 家族への支援システムが存在する
⑧ 家族の結びつきがしっかりしている
⑨ 地域の活動や集団との関係が良好である
⑩ 養育者自身の家族ともうまくいっている

養育者の状態判断におけるチェック項目

子育て教室（ ・トリプルＰ）
乳幼児健診（しつけ相談）
プレイルーム（遊び場）開放
ベビーマッサージ教室
育児サークル支援

一時保護委託（シェルター）
児相からの指導委託
養育支援訪問事業（アウトリーチ）
ショート／トワイライトステイ
産後ケア

かるがもステイ（親子関係再構築）
施設退所児童アフターケア

中津スペシャルケア
研究会

家族支援に関する
合同研修会

中津小児発達研究会

中
津
市
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会

児童家庭支援センターやわらぎ（大分県中津市）の支援体制

「顔の見える連携」

分野 参加施設／機関 月 回

福祉
児童養護施設、母子生活支援施設、
児童心理治療施設、児童家庭支援センター
地域子育て支援センター、障害児支援施設、
市児童福祉《子育て支援課》、児相

保健
医療

小児科医【井上小児科医院長】
保健所、市母子保健

教育 教育委員会、高校養護教諭
学校スクールカウンセラー、ソーシャルワーカー

スペシャルケア研究会
（児童家庭支援センター）

分野 参加施設／機関 月１回

福祉
中津児相
児童養護施設（管理職、保育士、心理士、ＦＳＷ）
児童家庭支援センター
市児童福祉《子育て支援課》

保健 中津児相管内母子保健 保健師
教育 教育委員会、学校スクールカウンセラー

ソーシャルワーカー、高校養護教諭

家族支援研修会（児童相談
所）

①一次予防・二次予防・三次予防を担う支援者たちが集う勉強会

分野 参加施設／機関 ３か月毎
医療 小児科医【井上小児科医院長】

市民病院医師
産科助産師、在宅助産師

保健 市母子保健
保健所、市民病院小児科保健師
近隣町村保健師

福祉 中津児相、児童家庭支援センター
市児童福祉《子育て支援課》

母子保健研究会（母子保健）
分野 参加施設／機関 ３か月毎

福祉
中津児相、児童家庭支援センター
市児童福祉《子育て支援課》、保育所
障がい児 福祉サービス事業所
障がい児 親の会（代表者）

保健 市母子保健、保健所

教育 教育委員会、学校スクールカウンセラー
ソーシャルワーカー、特別支援学校

自立支援協議会子ども部会
（障害福祉）

Ｓ
Ｖ

Ｓ
Ｖ

出典：井上登生、上村祥子、古屋康博（2017）.小規模市町村における子ども虐待予防活動 大分県中津市における取り組み Ⅱ：児童福祉 子育て支援課・児童
家庭支援センター編 .子ども虐待医学（2017.8 ）を引用し改変.
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第３分科会 第３分科会

「当事者にとって、つなぐの意味」

一時保護・措置 家庭復帰

・かるがもステイ
・家族応援会議

要対協として終結

母子保健・学校へ見
守り支援依頼

情報提供

児童相談所

要保護児童地域対策協議会

子ども家庭総合支援拠点

母子保健・教育委員会（学校）

出典：井上登生、上村祥子、古屋康博（2017）.小規模市町村における子ども虐待予防活動 大分県中津市における取り組み Ⅱ児童福祉 子育て支援課・児童
家庭支援センター編 .子ども虐待医学（2017.8 ）を引用し改変。

「機能・事業を知る」

保健所
保育所
幼稚園

子育て支援セ
ンター・拠点施

設等

医療機関

学校教育

児童相談所

児童家庭支援
センター

障がい福祉課

生活保護 他市町村

ＳＳＷ

ＳＣ社会福祉協議会

託児所

・このことはあの人に相談しよう！
・あそこなら、引き受けてくれるかな！？

・それぞれの機関の役割・事業内容を知る
・その機関の強みと限界を知る
→ケースに合った支援策を選べる
支援機関への配慮

障がい事業所

②人事交流・他課との連携

保健師の人事交流

子育て支援課

地域医療対策課
（母子保健）

社会福祉課
（障害福祉）

介護長寿課

市民病院

母子保健（要保護担当）
と子育て支援課保健師と
の人事交流。

・お互いの事業、ケース
を理解したまま、異動で
きるメリット！

・お互いの業務内容を熟
知しているために、役割
分担、配慮ができる！

他課との連携

障
害
福
祉

生
活
保
護

保
育
施
設
運
営
室

子
育
て
支
援
係

子ども家庭係
（児手・児扶）

相談支
援係

カウンター

相談室 相談室 相談室

・ケースを拾いやすい（今、こっちに来てるよ！）
・職員に声をかけやすい
（相手の状況をみて声を掛けることができる）

母子保健 学校教育

社会福祉課 子育て支援課

赤ちゃんの幸せには ～ 歳の育児が最も大切です
Childcare of 0-3 year olders is the most important for happiness of the children.

赤ちゃんの幸せは、 ～ 歳に父と母のあたたかい心で、人間愛を芽生えさせてもらうことです。

人間愛を育てるには、父と母のあたたかい心につつまれ、
あたたかい心をこめてつくられたものに、つつまれることも大切でしょう。
あたたかい心でつつまれると、心が安定し、ストレスもなく、病気にかかることも少なく
潜んでいる能力もでやすく、発育も促進されるでしょう。

あたたかい心は、人を幸せにし、自分も幸せになっているのですね。

赤ちゃんに、愛のまなざしと日々希望と感謝の祈りを

It is very important for children’s happiness to have their
humanity nurtured by the parents’ warmheartedness during the period of 0-3 year olders.
To be brought up with love and compassion, a baby needs to be surrounded by its parents’ love.
The things in its physical environment also need to be made with loving care.
Surrounded by this warmth and love, the heart becomes secure. Stress and
illness are minimized. Latent abilities are easily brought out, and physical
development is accelerated.

A warm heart makes others happy, and brings happiness to your self.
May we have our loving eyes and daily prayer of hope and gratitude to children.

内藤寿七郎博士 ないとうじゅしちろうはかせ

日本小児科医会名誉会長 愛育病院名誉院長／日本・中国育児研究会会長／国際
人間愛協会会長／アップリカ育児研究会最高顧問／ 年、日本人として初めてシ
ュバイツァー博愛賞を受賞。現在も育児の神様として国内外でご活躍中。

日本版
年 月 日発行

33 34

35 36

山崎 知克氏　資料

我が国の社会問題②⾃殺

• 本来であれば働いて国を⽀えるべき年代に⾃殺者が多く，2011年まで⾃殺者数は
毎年3万⼈を超えていました．

• 最近では⾃殺予防対策が奏功し，2017年には21,321⼈と減少傾向となりましたが，
OECD加盟国の中で⽇本は韓国についで2番⽬に⾃殺率が⾼く，国際⽐較で6位と
不名誉な状況が続いています． 3

5
※19歳以下の⾃殺者数は減少していない．

逆境的⼩児期体験に関する研究
(Adverse Childhood Experiences, ACEs Study; Felitti VJ, 1998)

ACEsスコア
７項⽬

• ⼼理的虐待→罵る, 嫌がらせ

• ⾝体的虐待→叩く, 突きとばす

• 性的虐待→性的接触, 性交渉

• 物質中毒→アルコール, 薬物

• 家族の精神疾患
• ⺟親(⼜は義⺟)への暴⼒

→DV⽬撃はあるか

• 家庭内での犯罪⾏為
→刑務所に収監されたか

⽣活習慣・嗜癖・疾病罹患
リスク (スコア０と4以上の⽐較)

⾼度な肥満(BMI≧35) 1.6倍
喫煙 2.2倍
年2週間以上うつ気分 4.6倍
⼼筋梗塞 2.2倍
何らかの癌 1.9倍
脳卒中 2.4倍
慢性気管⽀炎・肺気腫 3.9倍
アルコール依存 7.4倍
50⼈以上と性交渉 3.2倍
薬物注射 10.3倍
⾃殺企図 12.2倍

2

我が国の社会問題①⼦ども虐待

逆境的⼩児期体験が⼦どものこころ
の健康に及ぼす影響

〜発達性トラウマ障害への親⼦並⾏治療〜

浜松市⼦どものこころの診療所 ⼭崎 知克

⼦どもの虐待防⽌フォーラム in とっとり
第１分科会（令和元年11⽉17⽇）

4

逆境的⼩児期体験
(Adverse Childhood Experiences，ACEs ; Felitti VJ, 1998)

•⼩児期や思春期に経験した精神的または⾝体的
ストレス要因

- 親による侮辱，暴⾔，暴⼒，性的虐待，ネグレクト
- 家族の誰からも⼤事にされていない，家族どうしの仲が悪い
- 誰も守ってくれないと感じた経験

•家族における機能不全
- 別居や離婚による親との別離，⺟親に対する暴⼒や暴⾔の⽬撃
- 家族に薬物・ アルコール依存やうつ病など精神疾患の罹患があること
- 家族に⾃傷⾏為や⾃殺企図をする⼈がいる，または服役中の⼈がいる

⼦ども虐待および機能不全家族により，⼦どものこころに歳⽉
の経過によって⾃然治癒されないトラウマを⽣じる．

ACEsが健康や寿命に及ぼすメカニズム

8

1 2

3 4

5

7
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8
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発達性トラウマ障害 Developmental Trauma Disorder

2005年ヴァン・デア・コーク
により提唱された．⼩児期の
⼦ども虐待により反応性愛着
障害を呈し，情動制御，⽣理
的制御，注意と⾏動の制御，
⾃⼰と関係性の制御が障害
され，⽣活で⽀障をきたして
しまう．養育者との安定した
関係が得られないため，注意
⽋如多動症(ADHD)の症状を
しばしば呈する．
治療者が⼦ども虐待の存在に
ついて把握できずに発達性ト
ラウマ障害の症状を発達障害
によるものと捉えてしまうと，
通常の治療ではなかなか改善
せずに難治性の経過を辿って
しまうことが多い．

（杉⼭登志郎2019「発達性トラウマ障害と複雑性PTSDの治療」p16より引⽤）

複雑性PTSDの診断基準
(complex posttraumatic stress disorder, CPTSD; ICD-11)

1. 複雑な⼼的外傷︔極度の脅威・恐怖が⻑期間または反復される．

2. ⼼的外傷後ストレス障害の症状
1) ⼼的外傷の再体験︔フラッシュバック，反復する悪夢
2) 再体験の⼊念な回避︔トラウマ想起につながる刺激，思考・記憶，⼈，

会話，活動・状況を回避する．転居や転職をすることもある．
3) 脅威の持続的な知覚︔過覚醒症状，過剰な警戒，刺激への驚愕など．

3. ⾃⼰組織化の障害
1) 情緒不安定︔軽微なストレスへの情動反応が亢進，⾏動が暴⼒的かつ

爆発的，または⾃⼰破壊的．ストレスにより解離し，情動が⿇痺する．
2) 陰性の⾃⼰概念︔恥辱感，罪責感，挫折感．
3) 対⼈的問題 ︔⼈間関係を維持し，他の⼈を親密に感じることへの持続

的な困難がある．
13

H28年度 初診患者 診断名（重複有り）
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17%

7%

6%

4%

3%

2%
2%

2%

2%
1%
1%

1%
1%
1% 1%

9%

広汎性発達障害
注意⽋陥多動障害
不登校
知的障害
分離不安障害
⼩児期反応性愛着障害
⼼的外傷後ストレス障害
反抗挑戦性障害
⾔語発達遅滞
睡眠障害
アスペルガー症候群
適応障害
学習障害
うつ病
⼩児神経症
強迫性障害
その他 15

発達性トラウマ障害

10

発達性トラウマ障害の診断基準，複雑性PTSDの診断基準

ACEsの各項⽬とスコアの⽐較
(⼀般⾼校⽣，４つの少年院，ACEs研究，当院)
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ACE項⽬の⽐較

⼀般⾼校⽣（N＝347） 4少年院平均（N＝412）
当院（N＝1299）
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ACEスコアの⽐較

⼀般⾼校⽣ 4少年院平均 ACEstudy 当院

(%)

＊⼀般⾼校⽣, 4少年院データは「⾮⾏と⼩児期逆境的体験及び不適切養育との関連についての検討」
（2007, 松浦直⼰ら）より
＊ACE studyデータは, Felitti, et al, 1998より

(⼈)

発達性トラウマ障害の診断基準
A. 暴露；⼩児期または思春期早期より１年以上続く持続的な有害体験
対⼈暴⼒の経験・⽬撃, 保護的養育の破綻(反復する養育者交代, 情緒虐待)．
B. 情動制御および⽣理的制御の困難；覚醒制御能⼒の⽋如
極端な情動(怒り, 恐怖, 恥)を調整できない, 睡眠・摂⾷・排泄の問題, 感覚
の過敏と鈍感さ, ⾏動の切り替えができない, ⾃分の感覚や感情に気づけ
ず, ⾔語化できない．解離症状．＜２つ以上＞
C. 注意および⾏動制御の困難；注意持続, ストレス対処の⽋如
脅威の認識低下, ⾃暴⾃棄, ⾃⼰慰撫(⾝体を揺する, 強迫的⾃慰), 反復性⾃
傷, ⽬的のある⾏動の持続困難．<３つ以上>
D. ⾃⼰および関係性の制御困難；⾃意識と対⼈能⼒の⽋如
否定的⾃⼰感, 親しい関係での極端な不信感と反抗, 反射的な⾝体暴⼒・
⾔葉の暴⼒, 過剰な依存と対⼈接触, 他者の苦痛に共感できないか過剰反
応する．＜３つ以上＞
E. トラウマ後スペクトラム； PTSDの３症状群（再体験症状，過覚醒
症状，回避・⿇痺症状）のうち少なくとも２つ以上の各群において，1つ
以上の項⽬に該当する症状を呈する．

浜松市における⼦どものこころ
の診療の現状と治療戦略
H26〜27年度初診患者内訳，家庭基盤の脆弱さ，ひとり親家庭，
親⼦並⾏治療，予防精神医学への取り組み

14

家庭基盤の脆弱さ
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H28年度 家庭基盤の脆弱さ項⽬

保護者被虐歴 207名（28.4％）

虐待 203名（27.9％）

保護者の障害(知的・精神) 169名（23.2％）

きょうだいケース 148名（20.3％）

ひとり親 131名（18.0％）

DV被害 92名（12.6％）
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H26〜27年度初診患者きょうだいケースを除く1,388世帯中、
ひとり親家庭は246世帯（全体の17.7％）であった。

■ひとり親家庭理由 離婚90.6%、未⼊籍5.6%、死別3.6%

母子家庭

211世帯 15%

父子家庭

35世帯 3%

その他家庭
1142世帯 82%

児童のいる世帯のうち、
ひとり親家庭の全国的割合※

母子家庭 約6.8%

父子家庭 約0.8%

※ H24厚生労働省国民生活基礎調査

ひとり親家庭の割合

家庭背景の状況（＊重複含む）
ひとり親家庭

N＝269
その他家庭

N＝1,182
オッズ⽐

⼈数 割合
（％）

⼈数 割合
（％）

虐待 159 59.1 173 14.6 8.43

DV 112 41.6 81 6.9 9.70

保護者精神科受診 94 35.0 172 14.6 3.15

保護者被虐歴 93 34.6 164 13.7 3.28

要保護 75 27.9 73 6.2 5.87

施設⼊所 32 11.9 23 1.9 6.80

親⼦並⾏治療
• 保護者の状態も重篤であるため、⼦どもだけでなく保護者も治療が
必要となるケースが多い．

• 平成29年度、保護者がカルテを作成し治療を開始したケースは
129名（初診のうち、19.5％が親⼦並⾏治療）．

診断名（保護者） 人数 割合

PTSD 26名 20.2％

複雑性PTSD 17名 13.2％

うつ病 38名 29.5％

神経症 16名 12.4％

注意⽋陥多動障害 15名 11.6％

⾃閉症スペクトラム障害 14名 10.9％

H29年度⼦ども
のPTSD診断は
19名（2.9％）

ソーシャルワーク情報をジェノグラムに
まとめると……

保護者の被虐歴
28.4％

虐待
27.9％

DV
12.6％

ひとり親家庭
18.0％

きょうだいｹｰｽ
20.3％

保護者の障害
（知的・精神）

23.2％

18

家庭基盤の脆弱さ 項⽬別の変化
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保護者障害（精神・知的） きょうだい児の障害 ひとり親家庭 虐待
児童相談所ケース ステップファミリー ＤＶ 保護者被虐歴
単⾝赴任 外国籍家庭 ⽣活保護 未⼊籍
家庭児童相談室ケース 若年出産 経済的（失業など） その他 17

診断名別割合（＊重複含む）

診断名
全体
（％）
N＝1,451

ひとり親
（％）
N＝269

その他家庭
（％）
N＝1,182

オッズ⽐

⾃閉症スペクトラム障害 50.1 36.4 54.7
注意⽋陥多動障害 27.7 30.1 27.2
知的障害 9.0 10.7 8.8
反抗挑戦性障害 4.9 8.2 4.2 2.02
⼩児期反応性愛着障害 5.4 13.0 3.7 3.87
⼼的外傷後ストレス障害 3.9 8.6 3.0 3.06
解離性障害 2.9 9.7 1.4 7.80
うつ病 3.3 3.3 3.3
不登校 7.6 6.0 8.2

＊オッズ⽐︓ある疾患などへの罹りやすさを2つの群で⽐較して⽰す統計学的な尺度。

親⼦並⾏治療の必要性
Ø 当院初診患者のうち，約20％に保護者カルテを作成して並⾏

治療をおこなっています．
Ø 育児ｽﾄﾚｽによる不眠，ｲﾗｲﾗ，抑うつ症状に対する漢⽅など

薬物療法を要することは多いです．
Ø 双⽣児研究によるASDの疾患⼀致率は38~90％（Talkowski, 

2014）であり，ASD児の両親の⼀⽅または両⽅がASDの可能
性が⾼いです．→通常の集団ﾍﾟｱﾚﾝﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞでは改善困難な
ため，個別のﾍﾟｱﾚﾝﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを設定し，⺟親を⽀援してくれる
ｷｰﾊﾟｰｿﾝ探し＋認知⾏動療法(CBT)が必要となります．

Ø 成⼈ASDでは未診断と未治療による傷つき体験（ﾄﾗｳﾏ）を
有することが少なくありません．また⺟親がASDの際には
両親または親⼦関係のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ不良となり，家族不和を呈す
ることもあります．
→ｷｰﾊﾟｰｿﾝを設定した⺟親のﾄﾗｳﾏ治療を要します．

22

予防精神医学への取り組みが急務!!
• ⾃殺をしないで⽣きられればいいという⽔際作戦的なも
のではありません．
• 乳幼児期から継続して⼼⾝ともに健康や親⼦関係を構築
し，様々な困難に直⾯しても親⼦の協⼒関係によって
⼗分対処できることで、⻑期的な不適応状態に陥らない
ようにすることが重要です．

24

1. よい親⼦関係の構築
2. ⾃閉スペクトラム症への早期介⼊
3. トラウマ治療の積極的導⼊
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メ　モ

Ø 我が国における社会問題として⾃殺が多い．
この原因として⼦ども虐待など逆境的⼩児期
体験への科学的介⼊が不⼗分であることが推
察されている．

Ø こころの診療ではbio-psycho-socialの観点
からの治療が必要であり，そのための⼗分な
ソーシャルワーク情報の収集が不可⽋である．

Ø 近年では家庭基盤の脆弱さが⽬⽴っており，
しばしばアタッチメント障害とトラウマを
標的とした親⼦併⾏治療が必要となっている．

25

まとめ

25

木下 あゆみ氏　資料

1．虐待とは何か

2．虐待の医学的診断

3．虐待を繋ぐ

4．子どもの代弁者でいるために

3

5

子ども虐待

DV 高齢者虐待

暴力はつながっている

連鎖をどこで断つ？
幼少時に第3者のサポート
もしくは妊娠中・性教育！！！

力は強いところから弱い方へ向かう
暴力は連鎖する

虐待の発生要因

親自身の問題

愛着形成不全

ストレスフルな家
庭環境

虐 待
社会的孤立

親の生育歴
子どもの特徴

母子分離経験

家庭状況

夫婦関係

虐待の連鎖

7

親を罰する。子供と親を引き離す。
その視点で対応しても何も解決しない！

2

四国こどもとおとなの医療センター
育児支援対策室 小児科

木下あゆみ

子どもたちを虐待死させないために
～私たち医療者がすべきこと～

医療と他機関連携～子ども虐待予防と多機関連携で子どもの未来を守る

子どもの虐待防止推進全国フォーラムinとっとり

1

子ども虐待とはなにか？

大人からの視点ではなく、

子ども側の立場『Child First』で考える！！

Child Cruelty
子どもに対する残虐な行為

Child Abuse
子どもに対する大人の力･権力の濫用

Child Maltreatment
子どもに対する不適切な養育

少なくとも

小児科医は子ども
の代弁者

医療機関向け虐待対応プログラム『BEAMS』より

4

健全家族

グレイゾーン

イエローゾーン

レッドゾーン

三次予防
（再発予防）

高次・
救急救命医療

二次予防
（早期発見） 初期救急医療

一次予防

（ハイリスク家族
の把握と援助）

一般外来
乳児健診

母親教室
子育相談

健全育成

拒否的育児
育児不安

軽度虐待

重度虐待

死亡

虐待の連続性と関係機関の関わり

病院
児童相談所

地域

警察・検察

どんな虐待ケースも
きっかけがある
最初はみんなグレーゾーン

6

1．虐待とは何か

2．虐待の医学的診断

3．虐待を繋ぐ

4．子どもの代弁者でいるために

8
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3 4

5

7

6

8
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虐待としての重症度 ≠ 医学的な重症度

私たちはただ見てるのではない！診るべし！！
子どもたちから声なき声を聴ける『子どもの代弁者』！

小児科医が虐待対応をする意義

11

1．虐待とは何か

2．虐待の医学的診断

3．虐待を繋ぐ

4．子どもの代弁者でいるために

13

50件

7件
23件

1件

1件

11件

36件

平成29年度虐待分類

身体的虐待

心理的虐待

ネグレクト

性的虐待

育児過誤

ハイリスク児

その他

56件
35件

16件

10件

年齢別件数・割合

乳 児

（～1歳）

幼 児

（１～６歳）

小学生

（６～12歳）

中学生以上

(12歳～）

気になるシート提出件数（成育部門）

H2９年4月～H30年３月 129件提出

15

•不慮の事故と診断されるカテゴリー１

•不慮の事故と診断してほぼ間違いないが、やや
不自然なところや心配な部分がある

カテゴリー２

•虐待の可能性がある
• ３A：虐待の可能性があるが、事故との鑑別が困難
• ３B：虐待の可能性が高い

カテゴリー３

•虐待と診断されるカテゴリー４

虐待の医学診断とはカテゴリー診断

このカテゴリーを共通の指標として虐待か否か議論する
虐待対応プログラム「BEAMS」stage1資料より

10

0か1で判断しようとすると0になる！

虐待の可能性につき考察を行う

市町

児童相談所

警察

BEAMS（医療機関対象虐待対応プログラム）より
9

全身を診る・話を聴く

医療機関向け虐待対応プログラム『BEAMS』より

→『専門的な虐待の医学的診断』
他機関では提供できない強い根拠 12

気になるシートの特徴

・通告者の職種は問わない
・親の同意は必要なし
・主治医、病棟師長の許可も
必要なし

・虐待として対応するかどうかは
育児支援室で判断する
・親への虐待告知は
育児支援対策室から行う

メリット
・主治医が治療に専念できる
・トラブル時の責任の所在が
はっきりしている

気になるシート

記入者（部署： 氏名： ）

母親氏名： 生年月日： 年 月 日

父親氏名： 生年月日： 年 月 日

本人氏名： 生年月日： 年 月 日
ID:

住所：
電話番号：

□気になる
□気になる外傷がある

□親子関係が気になる
□子どもの様子が気になる（行動・情緒）

□養育者の様子が気になる（ ）
□家族背景が気になる（ ）
□その他（ ）

□以前支援の対象となっていた

ご記入ありがとうございました。
休日夜間の場合は、翌平日で構いませんので、地域医療連携室まで提
出して下さい。 14

H2９年4月～H３０年３月 116件提出

気になるシート提出件数（産婦人科）

42%

12%
10%

7%

18%

4%
7%

社会的リスク

若年妊娠

精神的不安定

未受診

ツイン

児の疾患

その他

16

9 10

11 12

13

15

14

16

育児⽀援ネットワーク会議

病院
児相・市町
村

かかりつけ
医

⼀般的に・・・

あとお願いします～

顔の見える連携

市町村
母子保健

児童相談所

管 轄
保健所

ファミリーサポート事業
（NPO)

病院

市町村
子育て支援課

かかりつけ医

一緒に考えよう！

開 催 毎⽉第４⽊曜⽇ （平成15年より定例会として開催）

その他（オブザーバー）
・検察官
・弁護⼠

＊受診状況、⼊院時の⺟⼦の様⼦、
病状の経過等の報告

＊ハイリスク妊婦（未妊健・妊娠届出
未等

も含む）の報告
＊訪問の様⼦、地域でのかかわり、

園・学校での様⼦
＊転居等に伴うケース移管
病院で⾒ている家族像はほんの⼀部！

19

●

★

★ ★

★

★★

★

★

★
★★

★
★
★

★

香川県児童虐待防止医療ネットワーク事業 協力病院

1

2

4

3

5

6
7

8

四国こどもとおとなの
医療センター

１三豊総合病院
２坂出市立病院
３回生病院
４綾川町国保陶病院
５滝宮総合病院

６ さぬき市民病院
７香川大学附属病院
８小豆島中央病院

９

10

11

12
13

15

14

９ 高松赤十字病院
１０ 高松市民病院
１１ 香川県立中央病院
１２ 高松平和病院
１３ りつりん病院

１４ 香川済生会病院
１５ 屋島総合病院

ＢＥＡＭＳ１病院受講
Ｊａｍｓｃａｎ会員
ＢＥＭＡＳ３
全身診察研修
司法面接

Ｊａｍｓｃａｎ会員
ＢＥＭＡＳ３

ＢＥＡＭＳ１病院受講
全身診察研修
司法面接

Ｊａｍｓｃａｎ会員
ＢＥＡＭＳ１病院受講
ＢＥＭＡＳ３
司法面接

Ｊａｍｓｃａｎ会員
ＢＥＡＭＳ１病院受講

司法面接

Ｊａｍｓｃａｎ会員
ＢＥＭＡＳ３

ＢＥＡＭＳ１病院受講 21

1．虐待とは何か

2．虐待の医学的診断

3．虐待を繋ぐ

4．子どもの代弁者でいるために
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育児支援外来

29⼈

4⼈

2⼈

12⼈

1⼈

8⼈

1⼈

6⼈

0 10 20 30

アレルギー

外傷

先天性疾患

発達障害

重⼼

体重増加不良

産後うつ

なし

原疾患（重複あり）

6⼈
4⼈

13⼈
14⼈

11⼈
1⼈
1⼈

3⼈
1⼈
1⼈
2⼈

0 5 10 15

⾝体的虐待
⾝体的虐待の疑い

ネグレクト
ネグレクト+⺟の精神的疾患

医療ネグレクト
代理ミュンヒハウゼン症候群

代理ミュンヒハウゼン症候群+⺟の精神疾患
育児不安
育児過誤

性的虐待疑い
⺟

⽀援理由

18

育児支援外来
Ｈ３０年度 57ケース

＜目的＞
＊ハイリスクケースへの早期介入
＊起きてしまった虐待の再発予防
＊被虐待児を加害親にさせない

加害親・被害児

体重増加不良・産後うつ
育児不安・育児過誤
ネグレクト・愛着障害

などの親子のフォロー

＊介入機関

4⼈,7％

（2⼈）

18⼈,32％

（4⼈）
15⼈, 26%

18⼈, 32%

児相介⼊

児相・市町介⼊

市町介⼊

病院のみ
（ ）⼀時保護⼈数

3⼈, 0⼈

30⼈, 1⼈
22⼈, 0⼈

2⼈, 0⼈

＊年齢別割合

周産期（〜１ヶ⽉）

１歳未満

１歳〜６歳

７歳以上

⺟親ケース

周産期（〜1カ⽉）… 0⼈

17

H１４ 院内虐待チーム立ち上げ 『一人でチーム』発足
中・西讃地域保健師・児相とともに月１回のケース検討会開始

H１５ 『育児支援対策室』正式発足
『気になるシート（育児支援連絡票）』運用開始
月１回の定例ケース検討会開始（医療・市町・児相）

H２１ MSW赴任 チームに加入

H２４ 育児支援対策室メンバー増員

H２５ 『児童虐待防止医療ネットワーク事業』スタート
『かがわ子ども虐待を考える会（医療司法連携勉強会）』発足

H２７ 高松・東讃地域虐待事例検討会スタート
『児童虐待防止と検察の在り方』提言

（高松高等検察庁児童虐待防止プロジェクトチーム）
『高松地検主催虐待事例検討会』

かがわでの虐待対応の歴史

20

医療機関同士のネットワーク構築

多機関連携
（行政・福祉・教育・捜査・司法等）
全県的な虐待対応システムの構築

主な活動

1．県内医療機関のレベルアップ
研修会開催 （全関係機関向けの研修会）
各医療機関での『押しかけ研修会』『BEAMS開催』
県警からの『証拠保全についての研修会』など

2．関係機関同士のネットワーク整備
（1）医療機関連携

虐待対応に対する助言・連携・検討会への出席等
ＣＰＴ立ち上げのサポート
窓口・担当者の明確化

（2）他機関との連携
要保護児童対策地域協議会への参加等
香川県警察での講義
高松地検虐待事例検討会への出席
被虐待児系統的全身診察の受け入れ

3．香川県版ガイドライン作成
4．チャイルドデスレビュー

22

胎
児

出
生

乳
幼
児

小
学
生

中
高
生

成
人

妊
娠

親 祖
父
母

虐待対応における小児科医の役割

虐待

何かできることはなかったか

親元に戻して大丈夫か

将来どんな大人に育つのか親のサポートは

見落としていたことはなかったか

けがの診断

治療
加害者・加害時期の特定

公判維持のための医学的証拠

＊子どもの育ちや親力をサポートする
＊子どもの命、子どもの将来に責任を持つ
＊地域で長く家族全体をフォローしていく

24

17 18

19 20

21

23

22

24



82 8383

第４分科会

82

第３分科会

小児科医が考える虐待対応

＊『おせっかい』になる
知らない振りもできる・・・
でも、子供の将来には非常に重要なことです。

＊子供の立場にたって判断する。
親に悪意があるかどうかはどうでもよい。
子供にとっていい環境なのかで判断する。

＊親を本当の犯罪者にさせないためになるべく早く介入する。
どんな虐待ケースも最初はハイリスクケース
次は命が危ないかもしれない。

＊『様子を見る』は虐待に加担しているのと同じである。
その間にも子供は危険にさらされているかもしれない。

＊『虐待』はどの親にも起こり得る。
子供も親もS0Sを出している！
アンテナを張り巡らせよう！！

目指せ！チャイルドファースト！！ 27

この２０年で学んだこと

１．『チャイルド・ファースト』で臨むべし

２．医療機関が医学的に『虐待を診断』
することが大事！！

３．各職種が専門性を高める努力を！

４．お互いの職域を知り、皆が少しずつ『のりしろ』
を広げると隙間が埋まる

５．『やってくれない』不満をぶつけるより
『できること』を探し、お互い感謝する！

2625

25 26

27

メ　モ

地域支援（拠点と他機関連携）
～子どもを守るしくみづくり～

第４分科会

鈴木 秀洋（すずき ひでひろ）氏

日本大学危機管理学部准教授
法務博士（専門職）、保育士、CSPトレーナー資格

（研究）厚労省令和元年度「子ども家庭総合支援拠点の設置促進に関する調査
研究」研究代表等

（所属学会）日本子ども虐待防止学会、ジェンダー法学会、日本公法学会、警
察政策学会等

（審議会・検証員会等）川崎市子ども権利委員会委員、世田谷区効果的な児童相談行政の推進検討
委員会委員、野田市児童虐待事件再発防止合同委員会委員、札幌市検証ワーキング委員会委員等

略歴
1991年 中央大学法学部法律学科卒業
2006年 日本大学大学院法務研究科修了
1995年～ 2016年3月  自治体公務員（東京23区）（文書、法務、監査、秘書、危機管理課長、

男女協働課長、子ども家庭支援センター所長等）
2016年4月～ 日本大学危機管理学部准教授

著書等
2019『子を、親を、児童虐待から救う』（公職研）、『市区町村子ども家庭総合支援拠点設置に
向けて・スタートアップマニュアル』、『市区町村等が行う児童虐待防止対策の先駆的取組みに関
する調査研究報告書』、「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部改正と実務に
与える影響」『自治研究7月号』、「まちづくりとしての子ども家庭総合支援拠点の制度設計」『こ
ころの科学7月号』／ 2018『市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置促進に向けた支援手法に
関する調査研究報告書』／ 2017「児童福祉行政における危機管理」『危機管理学研究』、『自治
体職員ための行政救済実務ハンドブック』（第一法規）等

コーディネーター

子どもを守るためにはどうすればよいのか？目黒、野田、札幌、出水等、虐待死事件の報
道が途切れることはない。果たして現場では何がどうなっているのか？事件の度に「情報
共有」や「連携」に課題があると指摘されるが、本当に議論すべきはその先の具体論であ
る。壁があるとされる保健、福祉、教育等の現場で真摯に児童虐待に向き合ってきた職員
たちと本音で語り合い、子どもを守るしくみづくりについて会場全体で考える。

概　要
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髙橋 絵美（たかはし えみ）氏

中津市役所子育て支援課　主査（保健師）

略歴
平成14年　広島県立広島看護専門学校　保健学科卒業
平成15年　中津市役所（旧山国町役場）入庁
平成17年　中津市役所　健康保険課（地域医療対策課）
平成29年　中津市役所　子育て支援課

パネリスト

鈴木 智（すずき さとし）氏

千葉県南房総市教育委員会　教育相談センター長

略歴
昭和53年　宮城教育大学教育学部卒業
昭和53年　千葉県公立学校教員
平成 ９年　千葉県教育委員会・指導主事
平成24年　千葉県南房総市教育委員会・参事
平成28年　千葉県南房総市教育委員会・家庭児童専門相談員
平成29年　現職

パネリスト

林 和子（はやし かずこ）氏

山口市こども未来部 保育幼稚園課　やまぐち子育て福祉総合センター　所長

略歴
昭和49年　 山口市の公立保育園保育士　その後、市内の公立保育園・幼稚園

に勤務した後、主任保育士・主任教諭として勤務する。
平成19年　山口市立陶保育園　園長
平成20年　山口市立山口保育園　園長
平成26年　山口市立山口保育園　園長　（兼）やまぐち子育て福祉総合センター　所長
平成28年　現職

パネリスト

三谷 裕之（みたに ひろゆき）氏

鳥取市 健康こども部 次長 兼 子ども家庭相談センター 所長

略歴
昭和59年　鳥取大学　農学部　農業工学科　卒業
同年　　　 鹿野町役場　教育委員会
平成31年　現職

パネリスト

鈴木 秀洋氏　資料
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3

高橋 絵美氏　資料

⼈⼝)83,969 ⼈ 児童数)14,581⼈ （Ｈ31.3.31現在）

大分県中津市の現状

H1６年 ダイハツ九州本社が中津市に移転。
関連会社等も増え、出⽣数も増加傾向に
あった。
⼀⽅で派遣職員の転⼊者が増え・・・
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中津市

大分県

全国
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Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９

出生数

合計特殊出⽣率は⾼い⽔準を維持してい
るも、出⽣数は減少傾向にある・・

3

こんにちは⾚ちゃん訪問（乳児家庭全⼾訪問）

⺟⼦⽀援連絡票・周産期連絡票

⺟ ⼦ 保 健 連 絡 会

要保護児童対策地域協議会
実務者会議

中津市 妊婦・⺟⼦⽀援の概念図

母
子

保
健

担
当
課

子
育

て
支

援
課

出⽣前後⼩児保健指導

（月に１回） 子育て支援課・地域医療対策課・学校
教育課・保健所・市民病院小児科・医師・児童相談所

（月に１回） 保健所・地域医療対策課・
市民病院小児科保健師

産科・小児科・精神科・行政（妊娠期～幼児期）

保健師による全戸訪問（出生後～４か月未満）

特定妊婦の同定（出生前）
産科助産師・市町村保健師・保健所保健師・市民病院保健師

※こんにちは⾚ちゃん訪問（乳児家庭全⼾訪問）の状況 平成20年4月より開始
・年間訪問件数 ７００人程度 訪問率 97.5％ 訪問継続者の割合25.9％（Ｈ30年度）
・訪問時期 通常生後2か月前後 ※未訪問理由も把握
・訪問スタッフ 市保健師（臨時職員含む）

⺟⼦保健事業・養育⽀援訪問事業研究会
（３か月に１回） 保健所・地域医療対策課・

子育て支援課・市民病院小児科保健師・小児科医

東保裕の介先生（大分県臼杵市）の原図をもとに改変

5

7

妊娠を知ったときの
気持ち

父（パートナー）の反応

家族状況

妊婦の状況
精神科既往
今の心身状態

大分県中津市の現状

平成１７年、旧中津市と下毛郡の４町村が合併

人 口 （人） 面 積（ｋ㎡）

合併前 60.033 56.14

合併後 86.485 491.08

（平成17年4月）

中津市と言えば・・・

郡部は学校の統廃
合も進み・・

人口の８割は旧市内

2

中津市子ども家庭総合支援拠点

～子育て地域は大きな家族～

1

中津市役所子育て支援課
髙橋 絵美

中津市立中津市民病院

中津市内の社会資源

児童家庭支援センター
「和（やわらぎ）」

児童養護施設
清淨園

子育て支援拠点事業所 木もれび
井上小児科医院 運営

大分県中津児童相談所 児童養護施設
聖ヨゼフ寮

4

妊娠届け出（⺟⼦健康⼿帳の交
付）

・保健師が個室にて交付。週2回、交付日を設けている。

・母子健康手帳の見方や使い方、妊婦健診について説明

・アンケートを確認しながら妊婦さんの状況を確認
（面接時の受け答え、自筆の字体、漢字の使い方での
知的レベルもわかる）

井上医師監修の
20歳まで使える母
子健康手帳

6

8

喫煙歴（非行度）

禁煙状況（児への
想い）

過去の妊娠
経過

支援状況
関係性がわかる

1 2

3 4

5

7

6

8
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屋内の状況

児の状況

母及び養育の状況

支援内容

ジェノグラム

11

３ 必要なサービスの情報提供・⽀援のつ
なぎ

・予防接種、乳幼児健診、相談会など
母子保健サービスについて情報提供

・他の機関を紹介
乳房ケアを行う助産師
相談機関である「和」「ホットライン」
要保護児童対策地域協議会、児童相談所

・親子の集う場所や保育所についての情報提供

13

必要なサービスに
その場でつなげる
（タイムラグがない）

不安

怒り

悲しみ

あきらめ

児を優先して考え
られなくなる

適切な判断ができ
ない

支援①
不安が小さいうちに支援する。

不安の吐き出し。

支援②
母を認める

「大丈夫だよ」「頑張ってるよ」

支援③
ほんの少しの支援

（行政手続き、他機関へのつなぎ）

保健師ができること
～支援を求める力をつけるために～

不安の
その先に・・

直筆してもらうことで、家
族の関係がわかる

妊娠・分娩時の状況

訪問児の養育状況

1か月児健診の状況

⾚ちゃん訪問
１．児の状態の観察

10

中津市の乳児家庭全戸訪問振り分け

母子健康手帳交付

フォローあり フォローなし

要保護児童対
策地域協議会

母子保健
産科

精神科

特定妊婦

赤ちゃん訪問にて
職員フォロー

・住基情報
・出生届時の父母の様子
・兄弟児赤ちゃん訪問・乳健情報
・産科情報

職員対応
臨時職員
対応

9

２ ⺟の状態の確認（3つの質問票を実
施）

①育児支援チェックリスト

：母親に対するサポートを含めた育児環境の評価

②エジンバラ産後うつ病質問票（ＥＰＤＳ）

：母親の抑うつ感や不安の評価

③赤ちゃんへの気持ち質問票

：育児の負担や赤ちゃんへのさまざまな気持ちを
評価

12

母の生育歴を知る

適切な大人の支援を受けてきたか！？

その場その場で、流されてきた。
自分が我慢すればと受け入れてきた。

→自ら支援を求める力がなくなってくる

妊娠・出産・子育ては、
自分の思い通りにならな

いもの

母子保健と地域医療との連携
～ケースを重ねることで連携が形になる～

精神科

母子保健

産科・小児科

母子支援連絡票

ケース支援連絡会
継続看護連絡票

産科行政連絡会

紹介状

必要時、要保護児
童対策協議会へ
情報提供

市民病院連絡会

医師の参加できる時間帯で会議を調整
ケースの支援経過を報告

16

9 10

11 12

13

15

14

16

中津における支援拠点のイメージ図

子育て世代包括支援センター（母子保健） 学校教育

妊娠期・出産 産後・乳児期 幼児期 就学前

母子健康手帳交付
妊婦健診
両親学級
妊婦フォロー

赤ちゃん訪問
4・7か月児健診
妊婦赤ちゃん相談
離乳食講習会

1歳6か月児健診
3歳6か月児健診
幼児精密検査
フッ化物塗布
むし歯・救急講習会

5歳児相談会

児童発達支援、保育所等訪問支援、巡回支援事業など 放課後等デイサービス 就労支援

各種手当、医療の給付、居宅介護、短期入所、日中一時支援、障がい児余暇活動支援など

特定妊婦

＜就園前＞
・利用者支援事業
・地域子育て支援拠点事業（8か所）
・一時預かり事業

＜就園後＞
・認定こども園・幼稚園・保育所・小規模保育
・病児病後児保育

児童手当・児童扶養手当
ひとり親家庭支援
大分子育てほっとクーポン事業 こども食堂 ファミリーサポートセンター事業 ホームスタート
子育てサークル支援 ショートステイ事業、レスパイトケア事業 子育て応援教室（ペアレントトレーニング）

＜就学後＞
・放課後児童クラブ
・長期休暇時の児童クラブ

要保護児童対策地域協議会

市区町村子ども家庭総合支援拠点

学校教育課（学校支援係） ＳＳＷ、ＳＷの
配置
生徒指導、生活指導、不登校、教育相談、
就学・就園相談、特別支援教育
いじめ防止対策協議会

ＳＣ
養護教諭部会

小学校 中学校 高校

利用者が選べる

障がい福祉

19

中津市相談種類別件数（H30年度要対協受理件数）

養護（虐待） 養護（その他） その他 合計

H30年度 134 196 2 332

内容 件数

身体虐待 32

心理虐待 79

ネグレクト 23

内訳 件数

家族環境 94

失踪・死亡 4

保護者の精神疾患 43

性格上の問題 55

面前ＤＶ、児相から
のケース送致

養護その他で受理して
いても、虐待で児相に
通告することもある

21

家庭訪問 ケース会議

事前情報を入れて訪問するこ
とで、効果的な訪問にする。

（保護者の困りを引き出すよう
な質問など）

ケースに必要な社会資源につ
なげるために、支援者や事業
を知っておく。

実務者会議（支援方針の決定）

訪問支援の継続 所属機関の見守り支援
他機関への紹介
（障害福祉など）

児童相談所との共同管理台帳に登載

児相、市、共に新規ケースを搭載し、継続ケースと共に月1回の連絡会で
報告・協議。役割分担の確認。
終結ケースについても連絡会で報告して終結。次の支援機関に渡す。

市、児相、児童家
庭支援センター、
母子保健、教育
委員会、警察

23

通告時の対応（２） 支援・指導

子育て世代包括支援センター

重症⼼⾝障害児（者）在宅療養⽀援体制構築
⼩児等在宅医療連拠点事業

学童期・思春期から
成⼈期に向けた保健対策

学校

放課後児童健全育成事業
放課後児童クラブ・放課後⼦ども総合プラン

⼩ 学 校 中 学 校 ⾼等学校 ⼤学校

⼦ども・⼦育て新システム（内閣府）
⼦ども・⼦育て⽀援法 及び 総合こども園法

教育⽀援センター（適応指導教室）事業 / スクーリング・サポート・ネット
ワーク事業（SSN） / いじめ防⽌対策協議会事業 / ニート・ひきこもり対策

障害者総合⽀援法（⾃⽴⽀援給付・地域⽣活⽀援事業等） / 障害者虐待防⽌法 / 障害者差別解消法等
児童発達⽀援センター

⼦供の貧困対策事業

要保護児童対策地域協議会

1.教育の⽀援 5.調査研究・施策の
2.⽣活の⽀援 推進体制等
3.保護者に対する

就労の⽀援
4.経済的⽀援

特定妊婦

市区町村⼦ども家庭総合⽀援拠点

1.要⽀援児童及び要保護児童等への⽀援業務
・ニーズアセスメント
・リスクアセスメント
・緊急アセスメント

2.在宅⽀援計画策定と⼦ども家庭⽀援の継続
3.関係機関との連絡調整

・要保護児童に関する児相との共同台帳作成
・保育所等児童福祉施設、幼児教育施設や学
校等⼦どもが家庭外で⽣活する機関との連携

4.⽀援状況の確認とアセスメントの継続

厚生労働省：平成
30年度子ども・子育
て支援推進調査研
究事業：鈴木秀洋
研究代表．平成31
年３月．①「市区町
村子ども家庭総合
支援拠点の設置促
進に向けた支援手法
に関する調査研究」
報告書．②スタート
アップマニュアル：市区
町村子ども家庭総
合支援拠点設置に
向けて．

鈴木秀洋研究所
HPから下記資料
ダウンロード可

18

母子保健情報＝
保護者理解・必要な支援につながる

妊娠を知ったときの気持ち（望んだ妊娠か？） 過去の精神科受診歴
家族構成、支援者の有無 妊婦健診状況 特定妊婦

産後うつの有無、 赤ちゃんへの気持ち
夫婦（家族）関係や支援状況、育児手技・技術、母の対処能力
発育発達状況、乳児健診・予防接種状況
（児のケアが行えているか）

妊娠期

乳児期

幼児期

1歳6か月児健診、3歳6か月児健診（児の発達特性の有無）
児の自我がでたときに母が対処できていたか？
言葉の遅れ（養育環境が影響しているか？）
しつけ方法

リスク評価にも役
立つ

17

中津市子育て支援課 相談支援係

行政事務職員（1名）・・・子育て支援拠点（市内８か所）・ショートステイ

利用者支援員（1名）・・子育て情報誌の作成、窓口対応（ポピュレーション）

母子父子自立支援員（1名）・・DV相談・離婚相談・ひとり親家庭相談
母子貸付相談

家庭児童相談員（1名）・・就学後児童の相談対応・訪問支援・不登校相談

保健師（2名）・・虐待相談・特定妊婦・乳幼児相談対応・訪問支援・精神保健

子ども家庭支援員（2名）・・子育てに関する相談・訪問支援

主幹（SV)・・統括

相談内容によって、相
談対応者を決める

20

通告時の対応（１） 初期対応

通告

家庭調査

係会議

係会議

住基情報・過去の受理歴

母子保健情報

妊娠届出、赤ちゃん訪問（母のタイプ、既往の有無、家族関係）
乳幼児健診（健診カードの確認、発育発達状況）
予防接種状況（スケジュール通りか？）
医療情報（救急受診歴、かかりつけ医など）

所属機関（保育所・学校）

登園登校状況、児の様子、保護者の様子、愛着関係、
養育状況、集金状況など

30分以内に情報を把
握することができる！

今の情報も大切だが、
過去の情報も大切。

福祉情報

児童手当・児童扶養手当（ひとり親医療）・生活保護・
障がい福祉

22

支援が途切れな
いようにつなぐ！

出典：井上登生（2017）.児童福祉法改正と児童虐待発生予防.
教育と医学：767（5）：388-397.を引用し改変. 24
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②人事交流・他課との連携

保健師の人事交流

子育て支援課

地域医療対策課
（母子保健）

社会福祉課
（障害福祉）

介護長寿課

市民病院

母子保健（要保護担当）と
子育て支援課保健師との
人事交流。

・お互いの事業、ケースを
理解したまま、異動できる
メリット！

・お互いの業務内容を熟
知しているために、役割分
担、配慮ができる！

他課との連携

障

害
福
祉

生

活
保
護

保
育
施
設
運
営
室

子
育
て
支
援
係

子ども家庭係
（児手・児扶）

相談支
援係

カウンター

相談室 相談室 相談室

・ケースを拾いやすい（今、こっちに来てるよ！）
・職員に声をかけやすい
（相手の状況をみて声を掛けることができる）

母子保健 学校教育

社会福祉課 子育て支援課

27

「当事者にとって、つなぐの意味」
〜担当者のバトンタッチではなく、

応援者が増えると思ってもらうために〜

一時保護・措置 家庭復帰

・かるがもステイ
・家族応援会議

要対協として終結

母子保健・学校へ見
守り支援依頼

情報提供

児童相談所

要保護児童地域対策協議会

子ども家庭総合支援拠点

母子保健・教育委員会（学校）

出典：井上登生、上村祥子、古屋康博（2017）.小規模市町村における子ども虐待予防活動 大分県中津市における取り組み Ⅱ児童福祉 子育て支援課・児童
家庭支援センター編 .子ども虐待医学（2017.8 ）を引用し改変。 29

「顔の⾒える連携」

分野 参加施設／機関 ⽉1回

福祉
児童養護施設、⺟⼦⽣活⽀援施設、
児童⼼理治療施設、児童家庭⽀援センター
地域⼦育て⽀援センター、障害児⽀援施設、
市児童福祉《⼦育て⽀援課》、児相

保健
医療

⼩児科医【井上⼩児科医院⻑】
保健所、市⺟⼦保健

教育 教育委員会、⾼校養護教諭
学校スクールカウンセラー、ソーシャルワーカー

スペシャルケア研究会
（児童家庭⽀援センター）

分野 参加施設／機関 ⽉１回

福祉
中津児相
児童養護施設（管理職、保育⼠、⼼理⼠、ＦＳＷ）
児童家庭⽀援センター
市児童福祉《⼦育て⽀援課》

保健 中津児相管内⺟⼦保健 保健師
教育 教育委員会、学校スクールカウンセラー

ソーシャルワーカー、⾼校養護教諭

家族⽀援研修会（児童相談
所）

①一次予防・二次予防・三次予防を担う支援者たちが集う勉強会

分野 参加施設／機関 ３か⽉毎
医療 ⼩児科医【井上⼩児科医院⻑】

市⺠病院医師
産科助産師、在宅助産師

保健 市⺟⼦保健
保健所、市⺠病院⼩児科保健師
近隣町村保健師

福祉 中津児相、児童家庭⽀援センター
市児童福祉《⼦育て⽀援課》

⺟⼦保健研究会（⺟⼦保健）

分野 参加施設／機関 ３か⽉毎

福祉
中津児相、児童家庭⽀援センター
市児童福祉《⼦育て⽀援課》、保育所
障がい児 福祉サービス事業所
障がい児 親の会（代表者）

保健 市⺟⼦保健、保健所

教育 教育委員会、学校スクールカウンセラー
ソーシャルワーカー、特別⽀援学校

⾃⽴⽀援協議会⼦ども部会
（障害福祉）

Ｓ
Ｖ

Ｓ
Ｖ

出典：井上登生、上村祥子、古屋康博（2017）.小規模市町村における子ども虐待予防活動 大分県中津市における取り組み Ⅱ：児童福祉 子育て支援課・児童
家庭支援センター編 .子ども虐待医学（2017.8 ）を引用し改変. 26

途切れない支援のために・・「連携」

「顔の⾒える関係」

「機能・事業を知る」

「当事者にとって、
つなぐの意味」

25

「機能・事業を知る」

保健所
保育所
幼稚園

子育て支援セン
ター・拠点施設

等

医療機関

学校教育

児童相談所

児童家庭支援
センター

障がい福祉課

生活保護 他市町村

ＳＳＷ

ＳＣ社会福祉協議会

託児所

・このことはあの人に相談しよう！
・あそこなら、引き受けてくれるかな！？

・それぞれの機関の役割・事業内容を知る
・その機関の強みと限界を知る
→ケースに合った支援策を選べる
・直接的な支援機関との役割分担

障がい事業所

28

家庭復帰後の⽀援のつなぎ〜かるがもステイ〜

親⼦分離がされているケースを対象に、児童家庭⽀援セ
ンターにて⽀援宿泊等をしながらの⽣活訓練や親⼦関係改善
のためのプログラムを⾏うとともに、⾏動観察を⾏い、必要
な情報の提供と家庭復帰の可否等の適切な判断を⾏う。

出典：大分県中津児童相談所（家族支援チーム「奏」；かなで）作成（2017）：家族支援チームが奏でる家族支援の手引き～家族の笑顔をふやす支援のため
に～.（子どもの虹情報研修センターのHPよりダウンロードできます）

30

•「３つの家」を使った「家族応援会議」を⾏い、「⼼配なこと」
「うまくいっていること」「これからの希望」の３つの項⽬について
整理して、「外出」「外泊」「家庭引き取り」に向けて保護者も含め
た関係機関が⼀緒になって情報整理と情報共有を⾏い、今後について
話しあっていく。

• 「３つの家」は、問題の当事者である⼦どもや家族を中⼼において、
家族側と援助者側が⼀緒に状況のアセスメントやプランニングを⾏う
⼿法

家庭復帰後の⽀援のつなぎ〜家族応援会議〜

25 26

27 28

29 30

鈴木 智氏　資料

○南房総市では教育委員会に「支援拠点」を設置しました。
母子保健や福祉給付事務等は保健福祉部が担い連携する体制を選択しました。

○支援拠点の設置や運営に関する基本的な方針は次のとおりです。
① 子どもの育ちの問題の情報の一元化を図る

② 18歳までの子どもの連続的・一体的な支援体制をつくる
③ 子どもの所属機関との連携を強固にする
④ 保健福祉部との情報や支援方針の共有を日常的に行う
（以下は小さな自治体のため，発達支援や不登校支援等の機能をもつ組織を
別に整備することは難しいとの考えからの方針です）

⑤ 虐待等の養育問題に限らず，子どもの多様な問題に対応できる組織にする
⑥【家庭児童相談】【特別支援教育(発達)】【適応指導】の３業務を柱にする
⑦ 子どもの所属機関での生活の様子を直接モニタリング・スクリーニングする
※⑤～⑦は情報の一元化や一体的支援につながりました。

○子どもの育ちの問題のとらえと対応体制を次のように考えました。
①問題は「発達」「養育」に大別でき，それが背景になり「虐待」を引き起こす。
②子どもの問題の背景は単一ではないため，いろいろな専門性をもった者がチー
ムで支援にあたる必要がある。可能な限り支援拠点内でそれを行う。

③ケースに応じて３業務が連携・融合して支援活動を進める。

～ 提案のあらまし ～

★養育や子ども支援の体制を見直す必要がある
・子どもの育ちは一連のもの
●育ちや養育の情報の一元化
●０歳から18歳までの連続的・一体的支援体制の構築
●重複・多様な養育課題への対応

〇不適切養育のみならず「発達」「不登校」等にも対応できる
組織が望ましい。

〇子どもの所属である保・幼・小・中との密接な連携は重要で
あり，「教育」部門にその拠点をおくことが有効だろう。

＜南房総市が考えたこと＞

教育委員会に養育や子ども支援の拠点を置く

（本市の規模や支援資源を考えると）

❖平成25年度から子ども支援体制の改善に着手，その延長に支援拠点

・発達問題への早期対応，要対協の移管，保幼の子ども園化，…

❖小規模Ａ型，教育委員会内に設置（平成29年度）

・「教育相談センター」の通称で運営，設置要綱あり

❖0歳から18歳までの児童対応を一元化し，一体的支援の拠点

・要対協や保育所を子育て支援課から移管

❖母子保健や福祉給付事務は保健福祉部が担い連携

・連携の要の保健師を教育相談センターに配置

❖【家庭児童相談】【特別支援教育(発達)】【適応指導】 の３業務が柱

・重複，多様な問題への対応

❖保育所，幼稚園，小・中学校と密接なつながり
・０歳から１５歳までの所属組織の設置者として連携できる強み

■南房総市の支援拠点１

＜「支援拠点」の概要＞

人口減少は全国の多くの自治体で進みつつある問題です。
人口が増加や維持されていたとしてもその要因は社会増がほとんどで，一方で自
然減や社会減の進む自治体が多くあります。
推計によれば25年後に現在の人口を維持しているのは東京都のみ。
その東京都も高齢化は例外ではありません。

日本の自治体(都道府県・市区町村)はこの問題に向き合うことを迫られています。

「子どもを守るしくみづくり」は国や自治体の対応に大きく左右されます。
現在，人口減少に直面している自治体はもちろんですが，早晩，すべての自治体
がそのようななかで「子どもを守る」ことを余儀なくされます。

分科会のテーマ「子どもを守るしくみづくり」を考えるとき，人口減少自治体の
存在を視野に入れることも意義深いと考えました。

千葉県南房総市は人口減少，高齢化，少子化が顕在化している自治体です。

職員数も，合併による発足時から13年間で約27%少なくなりました。
ある意味では全国の最先端を歩んでいるといえます。

このようなことから，「人口減少の進む小さな自治体が取り組む支援拠点」とい
う視点も踏まえながら提案することにしました。

まず ～ この提案にあたっての考え ～

201９/１１/１７

千葉県南房総市教育委員会
教育相談センター長 鈴木 智

人口減少の進む小さな自治体で立ち上げた支援拠点

～ 子どもの多様な問題に対応できる組織づくり ～

子どもの虐待防止推進全国フォーラム in とっとり

第４分科会「地域支援 ～子どもを守るしくみづくり～」

南房総市

❖発 足 平成１８年３月（６町１村合併）

❖面 積 ２３０ｋｍ２（沿岸・田園・山間）

❖人 口 約３８,０００人（10年間で13.5%減）

❖児童数 約４,１００人（10年間で約7％減）

❖出生数 １１５人（平成30年・10年前の50%減）

❖高齢者 約１７,０００人（人口の約45％）

南房総市
チーバくん

★人口減少
★少子化
★高齢化
★田 舎

・東京駅までバスで８０分
（３０分間隔）

＜子どもの問題への対応の考え方＞

〇子どもの問題の背景は単一ではなく，様々な要因が重複していること
が多い。
（一例）
・不登校が主訴の場合，その背景に家庭での不適切養育や家族関
係の悪さがある。

・虐待や不適切養育が主訴の場合，背景に子どもの発達上の課題
がある。

・発達の問題に起因して不登校状態になっている。
・不登校状態に起因して心理的虐待が引き起こされる。

〇家庭児童相談や発達，適応指導の担当者がチームになって対応する意
義がある。多くの場合，子どもの所属も常時連携して対応する組織に
する。

❖「要対協業務」と「保育所」は子育て支援課（保健福祉部）が所管していた。

＜利点＞

〇子育て支援課は母子保健や手当給付事務との連携がとりやすい。

・健康支援課や社会福祉課とともに保健福祉部に属する

＜課題＞

▲教育委員会所管の幼・小・中と要対協は円滑な連携が図れない。

・幼・小・中職員と要対協担当者はお互いに顔が見えない

・県費負担教職員には市の組織，業務，担当者がほとんどわからない

・保・幼・小・中に要対協が認知されていない

▲乳幼児と就学後児童の支援の主体が分かれ，情報把握や支援の継続性

に課題がある。

▲教育委員会に相談・支援機能がない。

☆支援の一元化・一体化を図る必要がある

■南房総市の支援拠点２

＜経緯①＞ 前体制(平成24年度まで)の利点と課題

1 2

3 4

5

7
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■南房総市の支援拠点５

＜令和元年度の運営の状況＞

❖人員を増やし，１４名体制にした。

❖臨床心理士が月２回勤務するようにした。

＜利点＞

〇人員増で３業務の独立性が高まり，業務の工夫が進む。

〇心理職の配置でケース対応の評価や助言を得られる。

〇保・幼・小・中の養育問題への認識の高まりが続く。。

〇３業務の連携がいろいろな形でできるようになる。

〇関係他機関との連携がこれまで以上に高まる。

・「南房総市のことは教育相談センターへ伝える」ことの定着化

＜課題＞

▲職員数が増えたために互いの仕事が見えにくい。

▲３業務の連携のあり方の模索が続く。

発 達

・発達障害
・特性

・こだわり
↓

不適応

養 育 虐 待

・養育方針
・家族関係

・家 計
・病 気

・成育歴

↓
不適応

・心理的
・身体的

・ネグレクト
・性的

❖「発達」「養育」問題が背景となり「虐待」を引き起こす

（南房総市試案）

■支援拠点の組織・理念・運営２

＜子どもの問題のとらえ方①＞

適 応 指 導

家庭児童相談 特別支援教育

■支援拠点の組織・理念・運営４

＜子どもの問題に対応するための運営組織の考え方＞

❖10名体制で教育相談センターを開設した。

・業務の柱は【家庭児童相談】【特別支援教育(発達)】【適応指導】

※教育相談センターを「支援拠点」に位置づけた。

＜利点＞

〇組織的な運営と対応力が大きく高まる。（以前は個人の力に左右された）

〇保健福祉部と円滑に連携できるようになる。

〇保・幼・小・中の養育問題への認識が高まる。

〇養育，発達，不登校等の問題に総合的に対応できるようになる。

〇関係機関への認知度が高まり，連携状況が大きく高まる。

＜課題＞

▲業務を進めながら望ましい体制をつくりあげるとの考えで臨んできた

が，ケースを重ねるごとに体制上の課題が次々に出てくる。

▲当初，２年程度で体制が固まると予測したが無理だった。

■南房総市の支援拠点４

＜経緯③＞ 現体制(平成29年度から)の利点と課題

❖要対協と保育所を教育委員会に移管した。(保健師と家庭児童相談員が異動)

❖保育所と幼稚園を一体化した子ども園を開設した。

＜利点＞

〇要対協が幼・小・中職員の会議で発信しやすい。

〇保・幼・小・中職員の要対協への認識が高まり始める。

〇保育所から幼稚園で一体的支援ができるようになる。

＜課題＞

▲要対協と保健福祉部の連携が円滑に進められない。

・連携要領がよくわからない。（徐々に改善）

▲教育委員会に相談・支援機能がない。

☆組織的な支援・相談機能を整備する必要がある

■南房総市の支援拠点３

＜経緯②＞ 移行期(平成25年度から28年度)の利点と課題

【南房総市教育委員会】

■教育総務課 ■子ども教育課 ■生涯学習課

●総務係

●給食係

◇学校再編整備室

●教育係

●支援係

●社会教育係

●スポーツ振興係

★教育相談センター

●子育て支援センター

■支援拠点の組織・理念・運営１

＜組織の位置付け＞

虐 待

発 達

（南房総市試案）

養 育

① ②③

６
５４

■支援拠点の組織・理念・運営３

＜子どもの問題のとらえ方②＞

・受理した際に６つの区分をもとに支援チームを組織する

家庭児童相談 特別支援教育 適 応 指 導 備 考

1

正
職
員

係長・指導主事 子ども家庭支援員

2 主査・センター長 子ども家庭支援員

3 ★主査・保健師 子ども家庭支援員

4 ★指導主事

5 ★指導主事

6

非
常
勤
職
員
�
週
３
�
５
�

特別支援教育相談員

7 特別支援教育相談員

8 教育相談員

9 家庭児童相談員 虐待対応専門員

10 家庭児童相談員 虐待対応専門員

11 教育相談員

12 教育相談員

13 教育相談員

14 教育相談員

★：各業務の主任

＜職員数と業務別配置＞ ■支援拠点の組織・理念・運営５

9 10

11 12

13

15

14

16

家庭児童相談 特別支援教育

適 応 指 導

■支援拠点の組織・理念・運営８

＜本センターの強みとするところ＞

＜家庭児童相談＞

＜特別支援教育＞

＜適 応 指 導＞

① 要保護及び要支援児童，特定妊婦の支援
② 養育に悩みのある保護者や家族等の支援
③ ①②にかかわる児童の所属機関の支援
④ 要保護児童対策地域協議会の調整機関事務
⑤ 子ども家庭総合支援拠点事務
⑥ 子ども・若者総合相談センター事務

① 発達や特性に課題のある児童・養育者の支援
② 保育所・幼稚園・小学校・中学校の巡回スクリーニング
③ 所属機関の特別支援教育体制づくりの支援
④ 保育所・幼稚園のことばの巡回指導
⑤ 子育て支援センターとの連携事務
⑥ 乳幼児健診及び就学時健診での相談
⑦ 新規保育所入所児の面談

① 子ども教室「スマイル」の運営（不登校支援）
② 登校や適応に課題のある小・中学生及び保護者の支援
③ 高校生及び在宅児・者の自立支援

■支援拠点の組織・理念・運営７

＜手がける具体的業務＞

家庭児童相談

❖重複・多様な課題に対応する職員配置

特別支援教育

適 応 指 導
正職員

非常勤

■支援拠点の組織・理念・運営６

＜子どもの問題のとらえ方①＞

家庭児童相談 特別支援教育

適 応 指 導

～ ３業務の機能の連携と融合 ～

■支援拠点の組織・理念・運営９

＜業務の専門性を生かした対応の実際＞

17 18

19 20
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児
童
虐
待
を
防
ぐ
た
め
に
、
教
育
現
場
で
留
意
す
べ
き
５
カ
条

 
 

鈴
木
 
智

 
南
房
総
市
教
育
委
員
会
教
育
相
談
セ
ン
タ
ー
長

 
 私
は
、
学
校
等
に
勤
務
し
た
後
、
４
年
前
か
ら
千
葉
県
南
房
総
市
の
「
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠

点
」
の
統
括
業
務
に
携
わ
っ
て
い
る
。

 
学
校
で
は
児
童
虐
待
へ
の
対
応
に
大
い
に
戸
惑
っ
た
。
そ
の
最
た
る
も
の
は
認
知
の
難
し
さ
と
通

告
へ
の
迷
い
だ
っ
た
。
前
者
は
虐
待
の
見
え
に
く
さ
、
後
者
は
親
と
の
関
係
悪
化
の
心
配
か
ら
で
あ

る
。

 
教
育
現
場
か
ら
児
童
福
祉
の
最
前
線
の
一
端
に
身
を
転
じ
る
と
様
々
な
こ
と
が
見
え
て
き
た
。
保

育
所
、
幼
稚
園
を
含
む
学
校
の
教
職
員
に
認
識
し
て
ほ
し
い
こ
と
の
一
部
を
私
見
と
し
て
述
べ
る
。 

子
ど
も
は
学
校
生
活
で
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
 

虐
待
事
例
を
受
理
し
た
際
、
学
校
に
問
い
合
わ
せ
る
と
、「

学
校
で
は
よ
く
や
っ
て
い
る
」「

問
題

は
感
じ
な
か
っ
た
」
と
の
回
答
を
得
る
こ
と
が
実
に
多
く
あ
る
。
不
適
切
な
養
育
環
境
に
あ
る
子
ど

も
は
、
学
校
生
活
で
成
就
感
や
存
在
感
を
得
て
、
自
身
の
心
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
学
校
で
は
子
ど
も
の
姿
の
ご
く
一
部
し
か
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
こ
と
を
学
校

勤
務
の
頃
は
ほ
と
ん
ど
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
。

 
「
学
校
で
よ
く
や
っ
て
い
る
」
は
、
そ
の
子
の
安
全
を
評
価
す
る
有
効
な
指
標
に
は
な
り
得
な
い
。 

子
ど
も
は
容
易
に
相
談
し
な
い
 

子
ど
も
は
、
家
庭
内
で
の
辛
い
で
き
ご
と
を
「
大
丈
夫
」「

こ
れ
く
ら
い
」
と
思
い
込
み
、
自
身
を

保
つ
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
あ
る
種
の
正
常
性
バ
イ
ア
ス
で
あ
る
。
健
康
な
心
が
歪
め
続
け
ら
れ
る
。

教
職
員
に
相
談
し
よ
う
と
す
る
閾
値
に
は
大
き
な
個
人
差
が
あ
る
。
容
易
に
相
談
し
な
い
こ
と
を
念

頭
に
お
き
、
子
ど
も
と
か
か
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
Ｓ
Ｏ
Ｓ
を
発
信
す
る
構
え

や
手
立
て
を
し
っ
か
り
教
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
時
代
で
あ
る
。

 
心
身
の
安
全
に
関
す
る
こ
と
で
は
安
易
な
約
束
を
し
な
い
 

家
庭
内
の
様
子
を
外
部
か
ら
窺
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
虐
待
な
ど
の
不
適
切
養
育
は
、
い
わ
ば

密
室
で
行
わ
れ
悪
化
し
て
い
く
。
子
ど
も
か
ら
相
談
さ
れ
た
際
、「

他
の
先
生
や
親
に
は
言
わ
な
い
」

と
の
安
易
な
約
束
は
決
し
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
虐
待
の
密
室
性
に
教
職
員
自
身
が
加
担
す
る
こ
と

に
な
る
。

 
「
あ
な
た
の
安
全
は
み
ん
な
で
考
え
る
」
と
の
姿
勢
で
対
応
す
る
。
密
室
性
を
取
り
除
く
こ
と
が
、

虐
待
の
改
善
や
解
決
へ
の
第
一
歩
と
考
え
て
い
る
。

 
学
校
は
児
童
虐
待
を
解
決
す
る
機
関
で
は
な
い
 

学
校
は
子
ど
も
た
ち
の
諸
問
題
に
真
剣
に
取
り
組
む
機
関
で
あ
る
。
そ
の
組
織
力
と
経
験
則
に
は

優
れ
た
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
虐
待
が
疑
わ
れ
る
場
合
で
も
、
軽
微
な
も
の
と
判
断
し
学
校
の
み
で

対
応
す
る
例
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
保
護
者
と
の
関
係
性
を
重
視
し
が
ち
で
あ
る
。
私
も
勤
務

校
で
そ
の
よ
う
な
考
え
で
臨
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。

 
し
か
し
、
不
適
切
養
育
は
、
保
護
者
と
の
関
係
性
で
は
ほ
と
ん
ど
解
決
で
き
な
い
こ
と
を
今
は
実

感
し
て
い
る
。
い
ち
早
く
関
係
機
関
に
通
告
し
、
連
動
し
て
対
応
に
あ
た
る
べ
き
で
あ
る
。
他
機
関

が
学
校
以
上
に
情
報
を
把
握
し
て
い
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
そ
も
そ
も
学
校
は
児
童
虐
待
や
不
適

切
養
育
を
解
決
す
る
役
割
を
担
う
機
関
で
は
な
い
。

 
疑
わ
れ
る
情
報
を
得
た
ら
、
た
め
ら
わ
ず
に
通
告
す
る
 

あ
る
学
校
が
得
た
情
報
は
些
細
な
も
の
だ
っ
た
。
き
ょ
う
だ
い
の
所
属
す
る
別
の
学
校
に
問
い
合

わ
せ
て
話
を
総
合
す
る
と
、
明
ら
か
に
虐
待
相
当
と
判
断
で
き
、
即
日
一
時
保
護
に
な
っ
た
例
も
あ

る
。
虐
待
が
疑
わ
れ
る
情
報
を
得
た
場
合
、
問
題
を
過
小
評
価
し
た
り
、
様
子
を
見
る
こ
と
に
し
た

り
す
る
判
断
は
誤
り
で
あ
る
。
た
め
ら
わ
ず
に
通
告
す
べ
き
で
あ
る
。

 
「
子
ど
も
の
心
身
を
守
る
」
う
え
で
学
校
は
一
つ
の
砦
で
あ
る
。
通
告
し
た
も
の
の
問
題
性
は
な

か
っ
た
と
い
う
「
空
振
り
」
は
大
い
に
認
め
ら
れ
て
よ
い
。
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
は
「
見
逃
し
」

で
あ
る
。

 
校
長
時
代
、
私
は
た
め
ら
い
続
け
た
末
に
市
の
担
当
者
に
背
中
を
押
さ
れ
通
告
し
た
。
子
ど
も
は

一
時
保
護
さ
れ
た
。
保
護
者
と
は
ト
ラ
ブ
ル
に
な
ら
ず
、
後
日
、
父
か
ら
丁
寧
な
あ
い
さ
つ
を
い
た

だ
い
た
。

 
出
典
：「

虐
待
死
を
防
ぐ
た
め
に
自
治
体
現
場
に
足
り
な
か
っ
た
も
の
」（

仮
）

 
～
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林 和子氏　資料

家庭児童相談室・

やまぐち子育て福祉
総合センター・

やまぐち母子健康
サポートセンター

調整機関（家庭児童相
談室）

やまぐち母子健康
サポートセンター

山口市における体制の位置づけ（※国が想定す
る全体イメージを参照）

子ども家庭総合支援拠点３つの機能
～場所は違えど、心はひとつ～

①母子健康サポートセンター
（通称：母子サポ）

平成２８年１０月開設
課長が兼任するセンター所長
専任保健師１名、
助産師１名、
母子保健担当の兼任保健師２名
計５名の職員体制

②やまぐち子育て福祉総合センター
（通称：やまこそ）

平成２６年４月開設

センター所長（公立幼保経験、元保育園長）

主任保育士１名

保育アドバイサー（元公立幼稚園・保育園長）２名

発達障がい児支援相談員１名

子育て支援コーディネーター（地域ひろばの拠点）１名

計６名の職員体制

はじめに

山口市は、本州最西端となる山口県のほぼ中央に位置
します。

面積・・・１０２３．２３ｋ㎡
人口・・・１９４，９８７人（Ｒ１．７月現在）

児童人口は年々減少しており、
約３２，０００人です。

「西の京やまぐち」としての歴史と
豊かな自然が共存する文化都市、

山口市です。

山口市３つの機能を連携した
子ども家庭総合支援拠点
（機能連携型総合支援拠点）

やまぐち子育て福祉総合センター 林 和子

山口市子ども家庭総合支援拠点と関係機関との連携
（ネットワークのイメージ）

やまぐち子育て

福祉総合

センター

家庭児童

相談室

やまぐち母子

健康サポート

センター

こども未来課
保育幼稚園課

教育委員会

（学校教育課）

人権推進課

障がい福

祉課

県男女共同参画

相談センター

県中央児童相

談所

警察

子育てはぐくみ

ネット

（地域子育て

支援拠点）

児童館

ファミリー

サポート

センター

育児サークル

放課後児童ク

ラブ

保育所

（園）

幼稚園

認定こども園

療育機関

母子保健

推進員

母子生活

支援施設

児童養護

施設

小学校

中学校

高等学校

ＳＣ・ＳＳＷ

医療機関

民生・児童委員

主任児童委員

社会福祉

協議会

地域づくり協

議会
ＮＰＯ

連携

地域福祉課

子育て保健課

（母子保健

担当）

行政関係

機関

地域の支援機関

家庭支援拠点

（中核機関）
連携

連

携

連

携

資料③

母子健康サポートセンターは、

妊娠から出産、子育てに関する様々な相談にタイム

リーに対応し、保健センターの地域担当保健師と連

携して、切れ目のない支援につなげていく役割を担

っています。

具体的には、特定妊婦のいる家庭や産後に母乳育

児や育児不安が強い場合などに訪問支援を行い、

個別に心身のケアや育児のサポートなど、きめ細か

く支援する産後ママの子育て支援事業を行っていま

す。

やまぐち子育て福祉総合センターは、

次世代育成支援行動計画における重点的な取り
組みに掲げた「子育て支援のネットワークづくり」の

拠点として整備されました。子ども子育てに関する
総合案内窓口であり、家庭のニーズに合った支援
が円滑に利用できるよう情報提供や相談・援助を
行なっています。

また、市内の地域子育て支援拠点２７箇所と
「母子サポ」と一体となって妊娠期から子育て期に
わたり切れ目のない支援を行っています。

1 2

3 4
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7
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～子育て家庭が笑顔で安心して地域で過ごす～

① 利用者支援

・ 保育園と併設しているため、就園前の乳幼児を連

れて幼保の入園相談ができることや入園後の環境

や子どもの様子が実感でき、親子で気軽に立ち寄れ

る場となっています。

・各地域の保健センターで開催される母子相談会に

出向き育児相談や子育て情報の提供を行っている。

・心の不安感が強い母親の負担を軽減するために、

お喋り会や同行支援を行っています。産後ケア施設

に出向き緊急一時保育利用や保育園の情報提供も

行っています。

③ 人材育成

・保育園、幼稚園、子育て関係者のスキルアップ研修

を行い、資質向上を図ると共に相互の交流の場にも

なっています。

・山口市は待機児童が多く、保育士不足も深刻です。

そこで、保育士確保のために「保育士資格応援講

座」や「保育士再チャレンジ講座」を開催する等、保

育人材の育成にも取り組んでいます。

・虐待に関する研修会（講演会）を毎年開催し、虐待

予防のために知識や手立てを学んでいます。

・幼児発達支援学級を開催し、発達支援の力量を高

めています。

家庭児童相談室は、

母子保健を担当していた保健師を配属したことで、

児童福祉と母子保健の連携がスムーズになり、必要

な情報の伝達、共有化が図られ、迅速な支援につな

がっています。具体的には、養育が不適切と思われる

家庭への訪問や相談、助言等を行う他、幼稚園・保育

園に出向き様子を確認し、関係機関での情報共有に

役立てています。

山口市の要保護児童対策地域協議会の調整機関を

担い、ケース進行会議（月１回）を開催して虐待の早

期発見・早期対応につなげています。

③家庭児童相談室

平成１９年６月開設
家庭相談室長、
社会福祉士１名、
保健師１名、
家庭児童相談員２名、
母子父子自立支援員２名、
養育支援員（元公立保育園長）１名、
計８名の職員体制

② 地域連携

・地域子育て支援拠点の保育所型（１５）・地域

型（１２）の計２７ヶ所をつなげる連絡会議や、

地域型保育事業園８ヶ園の園長会議を立ち

上げ、保育者や地域子育て支援者の連携を

図っています。

・育児サークル、子育て支援団体の連絡会を行

い情報を共有しています。

・主任児童委員さん、母子推進委員さん等と情

報を共有し連携しています。

おわ り に
• 「母子サポ」「やまこそ」「家児相」の更なる連携体制
を強化することが必要です。“場所は違えど、心はひ

とつ”を合言葉として、３事業所の強みを活かして社

会的養護が必要な子どもとその家族を支援していき

たいと考えています。

・「やまこそ」は、虐待を未然に防ぐ防波堤となり、子育

て不安の母親に一層寄り添って支援していきたいと

思います。

・これからも３事業所の職員の豊かな人材(財)と結束
力を維持・向上していくために、連携と学びを大切に

していきたいと思います。
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三谷 裕之氏　資料

健康こども部 （平成３０年５月）

健康こども部

鳥取市保健所
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連
携
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�
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各係 各係 各係

⼦育て世代包括⽀援セン
ター

こそだてらす
⼦ども家庭総合⽀援拠点

総合支所

市
民
福
祉
課

児童福祉法・児童虐待防止法、母子保健法等による

妊娠期からの子育て支援

平成１７年４月 中央保健センターこども家庭支援室において児童家庭相談と要保護児童の通告相談受理と支援を実施

平成２１年４月施行
児童福祉法の改正・・乳児家庭全戸訪問事業・養育支援訪問事業の法定化、努力義務化

要保護児童対策地域協議会の機能強化（要支援児童と特定妊婦も対象）

平成２３年２月 早期母子支援事業開始・・・・母子健康手帳交付時に全ての妊婦にアンケートを実施

妊娠に対する思い、メンタルの状態や経済・支援者の有無等の状況を把握し、妊娠中や出産後におい
ても支援が必要と思われる妊産婦と子育て期の親へのサポートを開始。

平成２６年８月 【妊娠・出産包括支援モデル事業】・・・国のモデル事業
目的： 妊産婦等の多様な支援ニーズに応じ、妊娠から出産、子育て期までの切れ目ない支援を行う。

①母子保健コーディネーターを配置し必要な支援につなぐ母子保健相談支援事業

②妊産婦の孤立感の解消を図るために相談支援を行う産前・産後サポート事業
③産科医療機関からの退院直後の母子への心身のケアや育児サポートなどを行う産後ケア事業

平成２７年４月 こども発達・家庭支援センターが子育て世代包括支援センターの機能を有して業務を行う

平成２８年６月 児童福祉法・母子保健法・児童虐待防止法の改正
①子育て世代包括支援センター（母子健康包括支援センター）の法定化（２０２０年度末までに全国展開）
②母子保健施策を通じた虐待予防
③市町村における支援拠点の整備

平成２９年４月 子育て世代包括支援センター「こそだてらす」を設置

平成３０年５月 「子ども家庭総合支援拠点」を整備
5

Ⅱ. 子育て世代包括支援センターこそだてらす
《妊娠期から子育て期（乳幼児期）までの切れ目ない相談支援》

１．利用者支援事業（母子保健型）
・主に妊産婦及び乳幼児を対象に、実情の把握、妊娠・出産・育児に関する各種の相談に応じ必要に応じて
支援プランの策定や地域の保健医療又は福祉に関する機関との連絡調整行う。

２．妊娠・出産包括支援事業
①産前・産後サポート事業・・・電話・訪問等による相談支援

産後サロン
３．母子保健事業 ・発達相談
フォローが必要な乳幼児の保護者への保健指導

４．予防接種事業

５．地域子育て支援ネットワーク

６．保健指導・子育て支援
特定妊婦・要支援児童・要保護児童等と家庭への支援
・電話や家庭訪問、医療機関訪問等で相談支援

７．子育て相談ダイヤル
＊こども家庭相談センターと共同

7

Ⅰ. 機構等の変遷
平成１６年１１月

１市８町が合併・・・ 〇『中央保健センター』と８総合支所の『市民福祉課』で保健事業を展開

保健事業の中で児童虐待対応を行う

〇『こども家庭課』（児童家庭課）において家庭児童相談を実施

平成１７年４月・・・ 〇中央保健センター課内室として『こども家庭支援室』設置

児童家庭相談援助と要保護児童対応

平成２４年４月・・・ 〇『こども発達・家庭支援センター』に改組

家庭支援係 ・発達支援係 ・児童発達支援センター若草学園

児童家庭相談支援、虐待防止と児童の発達支援も併せて行う

平成２５年４月・・・ 〇『鳥取東健康福祉センター』新設

平成２７年４月・・・ 〇『こども発達・家庭支援センター』に子育て世代包括支援センター機能を

付加

平成２９年４月・・・ 〇中央保健センター内に子育て世代包括支援センター「こそだてらす」を

設置

平成３０年５月・・・ 〇『こども家庭相談センター』に改組 （子ども家庭総合支援拠点）

家庭・女性相談、ＤＶ被害者相談支援も併せて行う

発達支援、教育相談は『こども発達支援センター』へ移動
21

鳥取市子ども家庭総合支援拠点について

健康こども部 こども家庭相談センター
三谷 裕之

こども家庭相談センター

所長 （行政職）

こども支援グループ １４名

一般行政職４名｛正職員２名と非常勤嘱託職員１名 臨時職員１名｝

保健師２名｛正職員１名と非常勤嘱託職員１名｝

社会福祉士１名｛正職員１名｝

保育士４名｛正職員２名と非常勤嘱託職員２名｝

心理職３名｛正職員１名と非常勤嘱託職員１名 週２日の雇い上げ１名｝

女性支援グループ ３名

家庭・婦人相談員３名｛非常勤嘱託職員３名（うち１名は保育士）｝

4

利用者支援事業
（母子保健型）専任保健師

母子保健と児童福祉

母子保健
＊ポピュレーション
アプローチとハイ
リスクアプローチ

児童福祉
（各種子育て支援）
＊子育てしやすい
環境づくり 児童福祉

（発達支援）
＊親と子ども

保育者等への支援

児童福祉
（市町村子ども家
庭支援）＊親と子
どもへの支援

特定妊婦・要支援
・要保護児童

8

利用者支援事業妊娠(母子保健型)

妊娠前 妊娠期 出産 産後 子育て期

全妊産婦相談（必要に応じて妊産婦支援プランを作成し支援する）

特に支援が必要と思われる妊産婦への相談支援～妊産婦のニーズに合わせた支援のコーディネート～

妊婦健診

特定妊婦・要支援児童・要保護児童等への支援

新生児訪問指導・乳児家庭全戸訪問事業

子育て家庭支援
・多様な保育サービス ・病児、病後児保育 ・一時預かり ・休日保育 ・地域子育て支援センター

・０１２３子育て広場 ・ファミリーサポートセンター事業 ・ひとり親家庭支援事業

養育支援訪問事業・子育て短期支援事業（ショートステイ・平日日帰りステイ・トワイライトステイ）

妊娠ＳＯＳ相談

こども発達・家庭支援センター

児童相談所

乳児院・児童養

護施設

児童家庭支援

センター
学 校保育所・幼稚園等

医療機関

（産科・小児科・精神科等）

地域子育て支援

ネットワーク

子育て世代包括支援センター こそだてらす

連

絡

調

整

連
絡
調
整

産前・産後サポート事業、産後ケア事業（母子ショートステイ、母子デイサービス、乳児一時預かり）

乳幼児健診（３か月児、６か月児、１０か月児、１歳６か月児、３歳児） 発達相談

鳥取市子育て世代包括支援センター ～こそだてらす～

○全妊婦の状況を把握（母子健康手帳交付時にアンケートを

実施）し相談支援を行うとともに、必要な情報を提供する。

必要に応じ妊産婦支援プランを作成し支援する。また、

乳児家庭を全戸訪問し、乳幼児健診等の保健サービスを

通じて子どもの育ちと子育てを支援する。

○妊娠期から子育て期にわたるまで、特に支援が必要な妊産婦等

に総合的な相談支援を実施。出産後も地区担当保健師と共に継続

的に支援する。

保健センター
こども家庭相談センター

不妊・不育症への

支援

（治療費助成、相談） 産後サロン

民生児童

委員

子育て支援

センター

地域子育て支援

ネットワーク

連

絡

調

整

連
絡
調
整
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11
面接担当者( ）

鳥取市では、お答えいただいた内容をもとに安心して妊娠・出産・育児がおこなえるよう
お手伝いしていきたいと考えております。差支えない範囲で、以下の質問にお答えください。
なお、ご記入いただいた内容は個人情報として取り扱い、プライバシーを保護します。

（記入者氏名 ） 受付日 No.

利用者支援事業

《妊婦アンケート》

このような質問項目です

妊娠・出産包括支援事業

① 産前・産後サポート事業・・・・地域の実情に応じて実施

目的： 助産師、保健師等の専門家による妊産婦等の悩みや子育て

に関する相談支援により家庭や地域での孤立感の解消を図るこ

とを目的とする。

対象者： 身近に相談できる者がいないことなど、支援を受けること

が適当と考えられる妊産婦等

１）電話や家庭訪問による相談支援

妊産婦の悩みや乳幼児の発育・発達・養育等の相談

２）産後サロン

生後２か月～７か月までの母子

＊こども家庭相談センターと共同

13

妊娠期からの母子保健と子育て支援
妊婦 産婦 ０歳 ６月 １．６歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 １８歳未満

保健分野

福祉分野

教育分野

ほほえみ相談

心理発達相談

（子育て・心理・保育教育相談）

ふれあい学級

心理発達相談

�
歳
児
健
診

�
�
月
児
健
診

育児・栄養・歯科に関する相談

�
歳
�
�
月
児
健
診

中央保健センター・各総合支所の保健師

こども家庭相談センターの保健師・保育士 こども家庭課

�
歳
�
�
月
追
跡
観
察
健
診

子育てサークル

地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター・ ０・１・２・３子育てひろば）

妊産婦相談

妊産婦相談支援

子育て相談ダイヤル（こども家庭相談センター・中央保健センター）

新
生
児
訪
問
指
導
�乳
児
家
庭
全
戸
訪
問

早期母子相談支援（特に支援が必要と判断した妊娠期からの相談支援）

一時預かり（保育園）・休日保育・病児・病後児保育

養育支援訪問事業（家庭訪問・カウンセリング）

子育て短期支援事業（ショートステイ・平日日帰りステイ・トワイライトステイ）

ファミリーサポートセンター事業

就学相談・教育相談

�
歳
児
発
達
相
談

保育園・幼稚園（相談・支援）

産婦の支

援（ショー

トステイ・

乳児一時

預かり）

放課後

児童クラブ

産後サロン

年少時の

発達相談

利用者支援事業（母子保健型）＝子育て世代包括支援センター

① 母子健康手帳交付時にアンケートを実施

全ての妊婦の状況を把握し相談を受ける。（必要に応じてこども家庭相談

センターの相談員も相談を受ける）

② 包括支援センター連絡会（毎月曜日、こそだてらすと支援拠点の助産師、

保健師がアンケート等を基にフォロー妊婦のピックアップと支援方針を検討）

③ 支援が必要な妊婦の「妊産婦相談支援計画」を作成し支援のコーディネート

を行う

④ フォローが必要と思われる妊婦へ妊娠８か月頃電話相談

～以下はこども家庭相談センター（主担）と地区担当保健師共同～

⑤ 産科医療機関への情報提供依頼と支援依頼

⑥ 出産後、特定妊婦は病院へ訪問⇒新生児訪問（地区担当保健師と同伴）
⑦ 支援が必要な産婦の継続支援（家庭訪問、来所相談、電話相談）

行政の関係部署や外部関係機関（医療機関、児童相談所、乳児院、

児童養護施設、児童家庭支援センター等）のコーディネートを行う。

～特定妊婦は概ね６か月児健康診査までは母子保健と共同で支援～

順調な発育発達、適切な養育の場合は、母子保健が主担となり地区担当保健師が関わる。
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利用者支援事業（母子保健型）

妊娠初期から子育て期にわたり、妊娠の届け出等の機会に得た情報を基に、妊娠・
出産・子育てに関する相談に応じ、必要に応じて個別に支援プランを策定し、保健・
医療・福祉・教育等の地域の関係機関等のコーディネートを行い切れ目のない支援を
行う。

１）妊産婦・乳幼児等の実情を把握すること
２）妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導
を行うこと

３）必要に応じて、妊産婦相談支援計画を策定・・鳥取市は妊婦の２９.５％に作成
（平成３０年度 妊婦１,４２９人に対し４２２人に作成）

４）保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行い支援のコーディネートを行う。
（主に児童福祉部署が行い地区担当保健師と共同で支援）

妊産婦等にきめ細かい支援を継続的に提供し、

安心して妊娠・出産・子育てが行えるよう支援する。

9

フォロー妊婦とハイリスク妊婦・特定妊婦

フォロー妊婦４２９名

（地区担当保健師）

ハイリスク妊婦 特定妊婦

（地区担当保健師主担） （地区担当保健師と

拠点保健師）

身体医学的な 社会心理的・精神医学的

リスクが大きい リスクが大きい

ｔ

妊娠・出産包括支援事業

②産後ケア事業・・・地域の実情に応じて実施
目 的：出産直後の母子への心身のケアや育児のサポートを行うため、宿泊型によりサービスを提供し、産後

も安心して子育てができる支援体制の確保を目的とする。
対象者：家族等から十分な家事・育児等の援助が受けらない、かつ、体調不良や育児不安等がある、その他

特に支援が必要と認められる産婦及びその子。
１）電話や家庭訪問による相談支援

助産師、保健師等による授乳指導・沐浴指導等、相談員による相談支援

＊地区担当保健師と共同
２）母子ショートステイ（宿泊型）
家族等から十分な援助が受けられず、かつ、体調不良や育児不安がある産婦と生後４か月までの乳
児が最長１週間を限度に産院・助産所等に宿泊し母体ケア、乳児ケア等を受けることができる。
母子１日 ３,２００円（市民税課税世帯） １,６００円（市民税非課税世帯） ０円（生活保護世帯）

３）母子デイサービス（生後４か月まで）
母子４時間まで １,２００円（市民税課税世帯） ６００円（市民税非課税世帯） ０円（生活保護世帯）

４）乳児一時預かり〔ママゆったり〕 （生後４か月まで）
助産師による乳児の預かりと送迎時産婦に相談・保健指導を行う。
４時間まで １,０００円（市民税課税世帯） ５００円（市民税非課税世帯） ０円（生活保護世帯）
４時間超８時間までは上記の２倍

＊２）３）４）は産科医療機関、助産所等に事業委託
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Ⅲ. こども家庭相談センター（子ども家庭総合支援拠点）
《妊娠期から子育て期・学齢期から１８歳未満の児童とその家族への

切れ目ない相談支援》
１．子ども家庭支援
子ども及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、家庭からの相談・必要な情報収集、調査及び指導を行う。
並びにこれらに付随する業務を行う。また必要な支援を行う。
（１） 利用者支援事業（母子保健型）・・・子育て世代包括支援センター

・特に支援が必要な妊産婦及び乳幼児・学齢期、１８歳未満の児童を対象に、地域の保健医療又は福祉・ＮＰＯ法人等関係機関との
連絡調整、相談支援を行い子ども虐待の防止を図る。

（２） 妊娠・出産包括支援事業
①産前・産後サポート事業・・・〇電話・訪問等による相談支援（アウトリーチ型）

②産後ケア事業・・・・〇電話・訪問等による相談支援（アウトリーチ型）
〇生後４か月までの母子ショートステイ（宿泊型）
〇生後４か月までの母子デイサービス〈個人〉と乳児一時預かり〔ママゆったり〕

（３） 子育て相談ダイヤル
（４） 母子保健事業と連携（新生児訪問、乳幼児健康診査）
（５） らくだクラブ（親と子の健やか推進事業）
（６）子育て支援事業
１）養育支援訪問事業（家庭訪問、カウンセリング）
２）子育て短期支援事業（ショートステイ、平日日帰りステイ、トワイライトステイ）

（７） 特定妊婦・要支援児童・要保護児童と家族への支援
・電話や訪問等で相談支援

２．要保護児童等の通告相談受理と対応
３．要保護児童対策地域協議会（調整機関）の運営
４．妊娠ＳＯＳ相談
５．子ども家庭相談・支援、婦人相談・支援
６．ＤＶ被害者相談・支援

＊こそだてらす・地区担当保健師と共同 16

9 10

11 12

13

15

14

16

要保護児童等相談・通告受理件数の推移

19

医療機関のうち、産婦人科からの相談が９割以
上を占める

経路
児童
相談所

保健
センター

福祉
事務所他

保育園 医療機関 学校
民生児童
委員

家族親族 近隣知人 その他 合計

H２６ 43 37 33 12 66 34 0 35 7 12 279

H２７ 21 30 26 9 70 41 0 34 10 14 255

H２８ 16 27 30 18 70 36 0 30 12 10 249

H２９ 25 34 33 14 75 23 0 33 1 11 249

Ｈ３０ 25 35 54 27 77 67 0 31 5 22 343
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要保護児童対策地域協議会は三層構造

《個別支援会議》

通告や相談を受けたケースの今後の支援を検討する会議。（平成３０年度：２０１回開催）
直接ケースに関わる機関が集まり、要保護児童等の状況把握や問題点を確認し、適切な支援に向けて
検討と役割分担を行う。

参加機関：直接ケースに関わる機関や関わる可能性のある機関の担当者

《実務者会議》

実際に活動する実務者で構成する協議会の主体となる会議。（平成３０年度：６回開催）
・２か月に１回の定期的な確認（児童相談所の養護ケースと非行ケースの共有・ランク確認、
要保護児童等の要保護児童対策地域協議会ケースの共有・ランク確認）。
・要保護児童等の支援の創造・検討を行う。

参加機関：児童相談所、学校教育課生徒指導係、子ども家庭支援センター希望館、当センターの４機関

《代表者会議》
機関や組織の代表、管理職などで構成され、基本的に年１回開催。
協議会活動への理解や認識を高めることで、実務者が活発に活動できる環境をつくる。
・前年度の事業のまとめと評価を報告し協議する。
・市民啓発・研修等の在り方を協議する。

参加機関：２２の関係部署の代表者

鳥取市要保護児童対策地域協議会
「子どもを守る地域のネットワーク」

児童福祉施設

CAPTA

鳥取市

保育所
幼稚園等

弁護士会

民生委員
児童委員

警 察

医療機関 児童相談所

小学校

中学校

社会福祉
協議会子育て支援

代表者会議

（支援の調整）

個別支援会議

（支援情報の共有）

実務者会議

（支援の創造）

子ども家庭支援
センター希望館

児童養護施設等

県立学校
高等学校等

こども家庭相談センター（子ども家庭総合支援拠点）職員配置状況

支援員等 平成３０年度 令和元年度

①子ども家庭支援員
常時３名

（１名は非常勤可）

常勤社会福祉士 １名
常勤保育士 １名

非常勤保育士 ２名

常勤保育士 ２名
非常勤保育士 ２名

②心理担当支援員
常時１名

（非常勤可）

非常勤心理職 １名
非常勤心理士 １名

常勤心理職 １名
非常勤心理職 １名

③虐待対応専門員
常時２名

（非常勤可）

常勤保健師 １名
非常勤保健師 １名

常勤保健師 １名
非常勤保健師 １名
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鳥取市要保護児童対策地域協議会

○要保護児童対策地域協議会とは
虐待を受けている子どもやさまざまな問題を抱えている要保護児童等の早期発
見や適切な支援等を行うために、必要な情報を共有し支援内容の検討を協議し、
関係機関の連携と協力のもと適切な支援を行い、もって児童の福祉の向上を図る
ことを目的に設置された法定協議会。

○対象者
１． 要保護児童等
（１）要保護児童・・・保護者のいない児童又は保護者に監護させることが

不適当であると認められる児童及びその保護者
（２）要支援児童・・・保護者の養育を支援することが特に必要と認められる

児童及びその保護者（子育てに対し強い不安や孤立感な
どを抱える家庭・不適切な養育状態にある家庭の児童）

（３）特定妊婦 ・・・出産後の養育について、出産前において支援を行うこ
とが特に必要と認められる妊婦 （望まない妊娠、若年
妊婦、精神疾患を有するなどの事情を有する妊婦）

２． 非行児童
３． 障がい児

要保護児童対策地域協議会開催状況

平成２６年度 個別支援会議 １９３回 実務者会議 ６回 代表者会議 １回

平成２７年度 個別支援会議 ２０７回 実務者会議 ６回 代表者会議 １回
平成２８年度 個別支援会議 １７２回 実務者会議 ７回 代表者会議 １回
平成２９年度 個別支援会議 １５３回 実務者会議 ６回 代表者会議 １回
平成３０年度 個別支援会議 ２０１回 実務者会議 ６回 代表者会議 １回

｛鳥取市要対協関連集計｝
H２７年３月末 H２８年３月末 H２９年３月末 H３０年３月末 Ｈ３１年３月末

要対協ケース ３９９ケース ３２４ケース ３５１ケース ３６９ケース ４５１ケース

A 施設入所 １１ケース ８ケース １０ケース ７ケース １８ケース
B１ 児相主体 ６０ケース ３２ケース ５０ケース ５０ケース ６１ケース
B２ 要対協主体 １１１ケース １５３ケース １３８ケース ９５ケース １２１ケース
C 要対協 ２１７ケース １３１ケース １５３ケース ２１７ケース ２５１ケース

ケースを分類することで情報のやり取りが円滑・責任が明確

虐待の重症度等と対応内容及び児童相談所と市町村・要保護児童対策地域協議会の関わりと役割 

 

死亡・生命の危険（最重度虐待） 

分離保護が必要（重度虐待） 

在宅支援 

（軽～中度虐待） 

集中的虐待発生予防 

虐待早期発見・早期対応 

（虐待ハイリスク） 

自律的な養育が可能 

（虐待ローリスク） 

児 

童 

相 

談 

所 

鳥 

取 

市 

 

要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会 

要保護児童 

要支援児童・特定妊婦 

きょうだいへの養育支援 

分離保護後の親子への支援 

親子の再統合の見極めと支援 

保護者の抱える問題を改善する支援 

子どもの情緒行動問題への支援 

きょうだいの養育支援 

養育方法の改善等による育児負担の軽

減保護者の抱える問題を改善する支援 

母娘関係改善に向けた支援 

子どもの情緒行動問題への支援 

必要に応じた分離保護 

養育方法の改善等による育児

負担軽減 

保護者の抱える問題を改善す

る支援 

親子関係改善に向けた支援 

子育て資源等の情報

提供子育てに関する

啓発 

地域での子育て支援 

残されたきょう

だいへの養育

支援や施設退

所後の支援は

鳥取市も行う 
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第４分科会

Ⅳ. 拠点の課題及び今後の見通し

【課題】

・ 平成２９年度から全妊婦とフォロー妊婦は主に地区担当保健師が担当し、特定妊婦は当

センターが主担当となって共同で相談支援を行い、新任期の保健師のスキルアップを図って

いる。妊産婦の相談支援には母子保健（地区担当保健師）と児童福祉（当センタースタッフ）

のきめ細かな情報共有が不可欠。

・ 専門職の継続的配置とスキルの担保が必要。

【今後の展望】

・ ２０２０年度、駅南庁舎に鳥取市保健所、中央保健センター、「子育て世代包括支援センター

こそだてらす」、こども家庭相談センター、こども発達支援センターを配置し、健康づくりや妊娠

期から子育て期、学齢期から１８歳未満の児童に切れ目のない相談支援をさらに進める。
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